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   議事日程第１号        第２回定例会 

   平成２７年５月２９日（金）  午前９時３０分開議 

 

   開  会 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

 〃  ２ 会期決定 

 〃  ３ 諸般の報告 

      （１）定例監査結果等報告について 

      （２）第１３３回山形県市議会議長会定期総会の報告について 

 〃  ４ 行政報告 

（１）市政の概況について 

（２）平成２８年度国県に対する重要事業の要望事項について 

（３）平成２６年度寒河江市土地開発公社決算及び平成２７年度寒河江市土地開発公社予

算について 

（４）平成２６年度一般財団法人寒河江市体育振興公社決算及び平成２７年度一般財団法

人寒河江市体育振興公社予算について 

 〃  ５ 質疑 

 〃  ６ 人権擁護委員の候補者の推薦に関し意見を求めることについて 

 〃  ７ 議会案第２号 寒河江市議会会議規則の一部改正について 

 〃  ８ 議案説明 

 〃  ９ 質疑・討論・採決 

 〃 １０ 報告第６号 損害賠償の額の決定についての専決処分の報告について 

 〃 １１ 報告第７号 平成２６年度寒河江市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 〃 １２ 質疑 

 〃 １３ 議第４２号 平成２７年度寒河江市一般会計補正予算（第１号） 

 〃 １４ 議第４３号 平成２７年度寒河江市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 〃 １５ 議第４４号 寒河江市国民健康保険条例の一部改正について 

 〃 １６ 議第４５号 寒河江市国民健康保険税条例の一部改正について 

 〃 １７ 議第４６号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の一部変更について 

 〃 １８ 議第４７号 寒河江市公共下水道寒河江市浄化センターの建設工事に関する協定の締結に

ついて 

 〃 １９ 議第４８号 平成２６年度西村山地区視聴覚教育協議会会計歳入歳出決算の認定について 

 〃 ２０ 請願第２号 ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）交渉における国会決議の厳守を求める請願 

 〃 ２１ 請願第３号 ＴＰＰ交渉に関する請願 

 〃 ２２ 請願第４号 ＴＰＰ交渉に関する国会決議の実現に関する請願 
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日程第２３ 請願第５号 雇用の安定を求める請願 

 〃 ２４ 請願第６号 年金積立金の安全かつ確実な運用に関する請願 

 〃 ２５ 請願第７号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるための２０

１６年度政府予算に係る請願 

 〃 ２６ 請願第８号 「戦争法」に反対する請願 

 〃 ２７ 議案説明 

 〃 ２８ 監査委員報告 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第１号に同じ 

 

 

 

   開    会    午前９時３０分 

 

○國井輝明議長 おはようございます。 

  寒河江市は、さくらんぼの実が色づき始め、

「日本一さくらんぼの里」が最も輝く季節を迎

えようとしております。 

  当議会におきましても、今６月定例会を「さ

くらんぼ議会」と銘打ち、「夢集い 人・緑輝

く さくらんぼの都市
ま ち

 寒河江」を全国に発信

してまいります。 

  ただいまから平成27年第２回寒河江市議会定

例会を開会いたします。 

  なお、報道機関等により撮影の申し出があり、

議長においてこれを許可しております。 

  本日の欠席通告議員は10番沖津一博議員であ

ります。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第１号によって進め

てまいります。 

 

会議録署名議員指名 

 

○國井輝明議長 日程第１、会議録署名議員指名

を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第87条の規定に

より議長において、３番佐藤耕治議員、15番内

藤 明議員を指名いたします。 

 

会 期 決 定 

 

○國井輝明議長 日程第２、会期決定を議題とい

たします。 

  本定例会の会期など議事日程につきましては、

議会運営委員会で協議を願っておりますので、

その結果について委員長の報告を求めます。工

藤議会運営委員長。 

   〔工藤吉雄議会運営委員長 登壇〕 

○工藤吉雄議会運営委員長 おはようございます。 

  議会運営委員会における協議の結果について

御報告申しあげます。 

  本日招集になりました平成27年第２回寒河江

市議会定例会の運営につきましては、去る５月
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26日、委員６名全員出席並びに関係者出席のも

と議会運営委員会を開催し、協議いたしました。 

  会期につきましては、提案されます議案数や

一般質問通告数等を勘案し、本日から６月12日

までの15日間と決定いたしました。その間の会

議等につきましては、お手元に配付してありま

す日程表のとおり決定いたしました。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申しあげ、御報告といたします。 

○國井輝明議長 お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、議会運営委員長報告のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日から６月12日までの15日

間と決定しました。 

 

第２回定例会日程                      平成２７年５月２９日（金）開会 

月    日 時   間 会           議 場   所 

５月２９日（金） 午前９時３０分 本 会 議 

開会、会議録署名議員指

名、会期決定、諸般の報

告、行政報告、質疑、人権

擁護委員候補者推薦、議会

案上程、議案説明、質疑・

討論・採決、報告、質疑、

議案・請願上程、同説明、

監査委員報告 

議   場 

５月３０日（土） 休                会 

５月３１日（日） 休                会 

６月 １日（月） 休      会 （議 案 調 査） 

６月 ２日（火） 午前９時３０分 本  会  議 一 般 質 問 議   場 

６月 ３日（水） 休       会 （議 案 調 査） 

６月 ４日（木） 午前９時３０分 本  会  議 一 般 質 問 議   場 

６月 ５日（金） 

午前９時３０分 本  会  議 
質疑、予算特別委員会設置、

委員会付託 
議   場 

本会議終了後 予算特別委員会 

開会、正副委員長の互選、議

案説明、質疑、分科会分担付

託 

議   場 

予算特別委員会

終 了 後 
本  会  議 

予算特別委員会正副委員長の

互選結果報告 
議   場 

本会議終了後 

総務産業常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第２会議室 

厚生文教常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第４会議室 

６月 ６日（土） 休                会 

６月 ７日（日） 休                会 

６月 ８日（月） 午前９時３０分 

総務産業常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第２会議室 

厚生文教常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第４会議室 
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月    日 時   間 会           議 場   所 

６月 ９日（火） 午前９時３０分 

総務産業常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第２会議室 

厚生文教常任委員会 

分 科 会 
付 託 案 件 審 査 第４会議室 

６月１０日（水） 休   会 （ 事 務 処 理 ） 

６月１１日（木） 休   会 （ 事 務 処 理 ） 

６月１２日（金） 

午後１時３０分 予算特別委員会 
分科会委員長報告、質疑・討

論・採決、閉会 
議   場 

予算特別委員会

終 了 後 
本  会  議 

議案・請願上程、委員長報

告、質疑・討論・採決、閉会 
議   場 

 

 

諸 般 の 報 告 

 

○國井輝明議長 日程第３、諸般の報告でありま

す。 

  （１）定例監査結果等報告について、（２）

第133回山形県市議会議長会定期総会の報告に

ついては、お手元に配付しておりますプリント

によって御了承願います。 

 

行 政 報 告 

 

○國井輝明議長 日程第４、行政報告であります。 

  （１）市政の概況について、（２）平成28年

度国県に対する重要事業の要望事項について、

（３）平成26年度寒河江市土地開発公社決算及

び平成27年度寒河江市土地開発公社予算につい

て、（４）平成26年度一般財団法人寒河江市体

育振興公社決算及び平成27年度一般財団法人寒

河江市体育振興公社予算について、市長から報

告を求めます。佐藤市長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 皆様、おはようございます。 

  平成27年第２回定例会の開会に当たりまして、

まず３月定例会以降、今定例会までの主な市政

の概況について申しあげたいと思います。 

  さくらんぼ議会ということでありますので、

初めにことしのさくらんぼの作柄状況、そして

消費宣伝への取り組みなどについて御報告申し

あげたいと思います。 

  これから「日本一さくらんぼの里さがえ」が

最も輝きを増す季節を迎えるわけであります。

来る６月１日には観光さくらんぼ園が開園され

ます。多くの皆様が寒河江市の魅力を求めてお

越しになることを期待したいというふうに思っ

ております。 

  まず、さくらんぼの作柄についてであります

が、ことしは春から温暖な天候が続き、開花日

が平年よりも１週間、昨年よりも３日程度早ま

りました。その後の高温、乾燥により、ハウス

栽培ではうるみ被害が予想されたため、園地へ

のかん水について関係機関とともに呼びかけて

まいりました。 

  ５月19日に実施された寒河江西村山管内での

調査では、１花叢当たりの着果数は1.6と、平

年の1.7を下回りましたが、収穫量はほぼ平年

並みと見込まれております。 

  また、５月25日に実施されました県のさくら

んぼ作柄調査の結果によりましても、収穫量は

平年並みでありますが、４月９日に生育が早い

地域や品種に霜の被害が発生しており、園地に

より着果量の差が大きいと発表されております。

今後、収穫までの農家の皆様の高品質生産に向

けた取り組みに期待するところでございます。 
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  消費宣伝への取り組みといたしましては、去

る４月14日、東京都の大田市場におきまして、

寒河江産ハウスさくらんぼのトップセールスを

行ってきたところであります。今後も寒河江産

さくらんぼがより高値で取引されますよう、関

係団体とともに市場関係者にＰＲするとともに、

ことしもまたさくらんぼの季節がやってきたこ

とを東京、大阪を初め全国に向けプロモーショ

ンしてまいりたいと考えているところでありま

す。 

  さらに、紅秀峰のブランド化を目的に、３年

目となります台湾への試験輸出に加えて、今年

度新たにマレーシアへの試験輸出を行うなど、

海外に向けた消費拡大の戦略を推進してまいる

所存であります。 

  次に、景気・雇用情勢について申しあげます。 

  ５月27日発表の国の５月の月例経済報告では、

景気は緩やかな回復基調が続いているとしてお

り、４月報告とほぼ同様の内容となっておりま

すが、個人消費は持ち直しの兆しが見られると

しており、前月より前向きな表現となっており

ます。 

  山形労働局発表の４月の県内有効求人倍率は

1.10倍で、ハローワーク寒河江管内においても

0.92倍と、１倍に近い高い水準となっておりま

す。中でも正社員に係る有効求人倍率は0.56倍

と、前年同月比0.05ポイント増となっておりま

す。 

  また、３月末時点での西村山管内高校新卒者

の就職内定率は100％で、４年連続100％を達成

しているところであります。 

  一方、寒河江中央工業団地への企業誘致につ

きましては、昨年４月に誘致をいたしました東

京都内に本社のある道路貨物運送会社がことし

７月初めから事業を開始する予定でございます。 

  また、寒河江西村山農協関連では、仮称であ

りますが広域農機センター、新車両センター、

中央工業団地セルフサービスステーションの新

築工事が始まり、11月の事業開始に向けて準備

が進められていると聞いているところでござい

ます。 

  国の雇用情勢は改善傾向にありますが、今後

とも社会経済情勢の変化に対応した効果的かつ

効率的な雇用対策を推進していくとともに、引

き続き企業誘致活動に積極的に取り組んでまい

る考えであります。 

  次に、寒河江さくらんぼ商品券発行事業につ

いて申しあげます。 

  国の交付金を活用して、市内商工関係団体で

組織された実行委員会によりまして、地元消費

の喚起、地域経済の活性化及び子育て世帯を応

援することを目的に総額３億円のプレミアムつ

き商品券をこのたび発行いたしました。プレミ

アム率は一般分が20％、子育て応援分が30％で、

４月18日から販売し、一般分については３日間

で完売、子育て応援分につきましては対象者に

順次販売を進めているところでございます。 

  なお、商品券は５月27日までの累計で販売額

の約46％が使用されております。市内での消費

喚起が大いに期待されているところでございま

す。 

  次に、子育て関連事業について申しあげます。 

  寒河江中部小学校区の学童保育であります第

一、第二わんぱくクラブについては、施設の老

朽化などに伴い、移転に向けて六供町地内に進

めてきた施設の新築工事が完成をし、４月４日

に開所式を行い、現在103名の児童が放課後の

充実した生活を送っているところであります。

今年度はさらに第三わんぱくクラブの施設を同

敷地内に整備してまいる予定であります。 

  また、最上川ふるさと総合公園内にこのたび

最上川の水面をイメージした大型遊具「みなも

ネット」が完成いたしまして、４月10日にオー

プンセレモニーを行ったところであります。今

後も幼児から小学生までの幅広い年齢層の子供

たちの健やかな成長を育むとともに、最上川ふ
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るさと総合公園、チェリークア・パークの魅力

アップに努めてまいります。 

  次に、地方創生に向けた取り組みについて申

しあげます。 

  昨年末に、国においては「まち・ひと・しご

と創生長期ビジョン」及び「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」を閣議決定いたしました。こ

れを受けまして、寒河江市におきましては４月

より「さがえ未来創成課」を新設して、本年度

策定予定の次期振興計画と連動して、地方版総

合戦略となる「さがえ未来創成戦略」を10月ま

で策定する考えで、鋭意取り組んでいるところ

でございます。 

  戦略の策定に向けましては、今月18日に庁内

の推進組織であります「さがえ未来創成戦略推

進本部」を立ち上げ、さらに22日には民間人な

ど23名で構成する「さがえ未来創成戦略に係る

外部有識者会議」を開催し、今後さまざまな角

度から将来人口や戦略を検討していただき、成

果目標を定めた実効性のある戦略を策定し、人

口減少克服や地域活性化に向け取り組んでまい

る考えであります。 

  以上、３月定例会以降の主な市政の概況を申

しあげましたが、今後とも議員各位の御理解と

御協力を賜りながら市政の運営に努めてまいり

ますので、よろしくお願いを申しあげる次第で

あります。 

  次に、平成28年度国県に対する重要事業の要

望事項について御報告を申しあげます。 

  平成28年度の要望事項については、地方財政

の充実・強化を初め、子育て支援策の充実につ

いてなど合計で39件でございます。 

  詳細につきましては、去る５月21日の議会全

員協議会で御説明を申しあげたところでござい

ますので、お手元の別冊資料により御報告にか

えさせていただきたいと存じております。 

  次に、平成26年度寒河江市土地開発公社決算

及び平成27年度寒河江市土地開発公社予算につ

いて御報告を申しあげます。 

  初めに、平成26年度事業報告及び決算でござ

いますが、委託事業においてはチェリークア・

パーク整備用地事業で民活エリア用地１区画と

のり面用地の処分を行っております。また、自

主事業においては寒河江中央工業団地第４次用

地造成事業で造成工事及び消火栓設置工事など

を行うとともに、中央工業団地２区画と住宅団

地１区画、代替地１区画を処分しております。

この結果、収益合計では４億1,557万3,062円、

費用合計では４億217万3,453円となり、1,339

万9,609円の当期純利益となっております。 

  次に、平成27年度の事業計画及び予算でござ

いますが、土地開発公社の設立目的と役割を認

識し、委託事業並びに自主事業を推進すること

にしております。特に、公社保有地の処分に重

点を置くとともに、寒河江中央工業団地第４次

用地造成事業については引き続き企業の立地動

向を見きわめながら、オーダーメード方式によ

り進めていくこととしております。これに伴う

収益的支出予算として32億1,289万6,000円を、

また資本的支出として53億7,916万8,000円がそ

れぞれ計上されているところでございます。 

  なお、詳細につきましてはお手元の別冊資料

のとおりでございます。 

  次に、平成26年度一般財団法人寒河江市体育

振興公社決算及び平成27年度一般財団法人寒河

江市体育振興公社予算について御報告を申しあ

げます。 

  平成26年度につきましては、指定管理者とし

て各種スポーツ教室の開催やスポーツ講習指導

要請にも積極的に応えるとともに、寒河江市総

合スポーツクラブ「アスポートさがえ」の運営

支援を行いながら、生涯スポーツの普及振興に

努めてきたところでございます。 

  その結果、利用者数は約12万9,200人で、当

期収入合計6,663万4,000円、当期支出合計

6,554万4,000円となり、当期収支差額として
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109万円が計上されているところでございます。 

  また、平成27年度につきましては、指定管理

者として各施設の管理運営業務を円滑に行い、

市民がスポーツに親しむ機会をより多く提供す

るため、予算総額6,677万8,000円を計上してい

るところでございます。 

  なお、詳細につきましてはお手元の別冊資料

のとおりでございますので、よろしくお願い申

しあげます。 

  以上の２件につきましては、地方自治法第

243条の３第２項の規定に基づき御報告申しあ

げるものでございます。 

  以上でございます。 

 

質     疑 

 

○國井輝明議長 日程第５、行政報告についての

質疑でありますが、後日行われます一般質問の

通告内容等と重複しないよう、議員において配

慮されますようお願いします。 

  ただいまの行政報告中、（１）市政の概況に

ついて質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、（２）平成28年度国県に対する重要事

業の要望事項について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、（３）平成26年度寒河江市土地開発公

社決算及び平成27年度寒河江市土地開発公社予

算について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、（４）平成26年度一般財団法人寒河江

市体育振興公社決算及び平成27年度一般財団法

人寒河江市体育振興公社予算について質疑はあ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

 

人権擁護委員の候補者の推 

薦に関し意見を求めること 

について 

 

○國井輝明議長 日程第６、人権擁護委員の候補

者の推薦に関し意見を求めることについてを議

題といたします。 

  本件については、お手元に配付しております

文書のとおり、委員候補者１名の推薦について

人権擁護委員法第６条第３項の規定により市長

より意見を求められております。 

  お諮りいたします。 

  これに同意することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、人権擁護委員の候補者の推薦につい

ては、市長の諮問のとおり同意することに決し

ました。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 日程第７、議会案第２号寒河江

市議会会議規則の一部改正についてを議題とい

たします。 

 

議 案 説 明 

 

○國井輝明議長 日程第８、議案説明であります。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第２号

については、会議規則第37条第３項の規定によ

り提案理由の説明を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案説明を省略することに決しまし

た。 
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質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第９、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  議会案第２号について質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議会案第２号寒河江市議会会議規則

の一部改正についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議会案第２号は原案のとおり可決さ

れました。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 日程第10、報告第６号損害賠償

の額の決定についての専決処分の報告について

及び日程第11、報告第７号平成26年度寒河江市

一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

の２案件を一括議題といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○國井輝明議長 市長から説明を求めます。佐藤

市長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 まず、報告第６号損害賠償の額

の決定についての専決処分の報告についてを御

説明申しあげます。 

  ことし５月１日午前９時ごろに、三泉小学校

グラウンド内において除草作業中、駐車してい

た車にはねた小石が当たり、車が破損した事故

について、示談書を取り交わすに当たり、地方

自治法第180条第１項の規定により専決処分を

行いましたので、御報告申しあげるものでござ

います。 

  なお、賠償金については全額、全国市長会学

校災害賠償補償保険から補塡されるものでござ

います。 

  次に、平成26年度補正予算で繰越明許の手続

をとりました報告第７号平成26年度寒河江市一

般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを

御説明申しあげます。 

  地域消費喚起推進事業などの平成27年３月補

正予算に係る事業費や、山西米沢線整備事業費

など４億4,762万6,822円を平成27年度に繰り越

したもので、地方自治法施行令第146条第２項

の規定により御報告申しあげるものでございま

す。よろしくお願いを申しあげます。 

  以上であります。 

 

質     疑 

 

○國井輝明議長 日程第12、これより質疑に入り

ます。 

  初めに、報告第６号について質疑はありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、報告第７号について質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 日程第13、議第42号平成27年度

寒河江市一般会計補正予算（第１号）から、日

程第26、請願第８号「戦争法」に反対する請願

までの14案件を一括議題といたします。 
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議 案 説 明 

 

○國井輝明議長 日程第27、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市

長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 最初に、議第42号平成27年度寒

河江市一般会計補正予算（第１号）について御

説明申しあげます。 

  このたびの補正予算は、曙町コミュニティー

センター建設に係る公民館整備事業費などを追

加し、中央工業団地第１号公園を整備する公園

整備事業費を計上するものでございます。 

  その結果、歳入歳出それぞれ8,138万2,000円

を追加し、予算総額を156億7,138万2,000円と

するものでございます。 

  次に、議第43号平成27年度寒河江市国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）についてを御

説明申しあげます。 

  このたびの補正予算は、国民健康保険特別会

計の財政基盤強化を図り、安定した国保運営を

期するために給付基金積立金を追加するもので

ございます。 

  その結果、歳入歳出それぞれ1,000万円を追

加し、予算総額を47億9,718万5,000円とするも

のでございます。 

  次に、議第44号寒河江市国民健康保険条例の

一部改正についてを御説明申しあげます。 

  診療報酬の算定方法の一部を改正する厚生労

働省告示及び国民健康保険法の一部を改正する

法律の施行に伴い、条項の整理を行うため所要

の改正をしようとするものでございます。 

  次に、議第45号寒河江市国民健康保険税条例

の一部改正についてを御説明申しあげます。 

  国民健康保険事業の運営に必要な歳入を確保

するため、国民健康保険税の基礎課税額、後期

高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額に

係る各案分率について所要の改正をしようとす

るものでございます。 

  次に、議第46号辺地に係る公共的施設の総合

整備計画の一部変更についてを御説明申しあげ

ます。 

  田代辺地の公共的施設整備につきましては、

第８期辺地総合整備計画に基づき実施している

ところでありますが、市道整備を行う必要があ

るため、辺地に係る公共的施設の総合整備のた

めの財政上の特別措置等に関する法律第３条の

規定により、田代辺地に係る総合整備計画を変

更しようとするものでございます。 

  次に、議第47号寒河江市公共下水道寒河江市

浄化センターの建設工事に関する協定の締結に

ついてを御説明申しあげます。 

  浄化センターの汚泥脱水設備の建設工事の協

定を締結いたしたく、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定により提案するものでございます。 

  次に、議第48号平成26年度西村山地区視聴覚

教育協議会会計歳入歳出決算の認定についてを

御説明申しあげます。 

  西村山地区視聴覚教育協議会の廃止に伴い、

西村山地区視聴覚教育協議会規約第23条第２項

の規定により、平成26年度西村山地区視聴覚教

育協議会会計歳入歳出決算について議会の認定

を経ようとするものでございます。 

  以上、７案件を御提案申しあげましたので、

よろしく御審議の上、御可決、御認定ください

ますようお願い申しあげる次第でございます。 

  以上でございます。 

 

監査委員報告 

 

○國井輝明議長 日程第28、監査委員報告であり

ます。 

  議第48号平成26年度西村山地区視聴覚教育協

議会会計歳入歳出決算の認定について、監査委

員の報告を求めます。大沼代表監査委員。 
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   〔大沼孝一郎監査委員 登壇〕 

○大沼孝一郎監査委員 議第48号平成26年度西村

山地区視聴覚教育協議会会計歳入歳出決算の認

定についてに係る審査意見書につきまして、監

査委員を代表して私から御説明を申しあげます。 

  審査の対象につきましては、平成26年度西村

山地区視聴覚教育協議会会計歳入歳出決算であ

ります。 

  審査の方法につきましては、記載の内容によ

り実施をいたしました。 

  審査の結果についてでありますが、審査に付

されました決算及び附属書類は関係法令に従っ

て作成されており、計数的に正確であり、予算

の執行についても適正であると認めました。 

  以上でございます。 

 

   散    会    午前１０時０４分 

 

○國井輝明議長 本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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監 査 委 員 
事 務 局 長 

○事務局職員出席者 

丹 野 敏 幸  事 務 局 長  佐 藤   肇  局 長 補 佐 

山 田 良 一  局 長 補 佐  渡 邊 拓 也  総 務 係 長 
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   議事日程第２号       第２回定例会 

   平成２７年６月２日（火）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第２号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○國井輝明議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開します。 

  本日の欠席通告議員は、10番沖津一博議員で

あります。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第２号によって進め

てまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○國井輝明議長 日程第１、これより一般質問を

行います。 

  通告順に質問を許します。質問時間は、１議

員につき答弁時間を含め60分以内となっており

ますので、質問者は要領よくかつ有効に進行さ

れますようお願いします。 

  この際、執行部におきましても、答弁者は質

問者の意をよく捉えられ、簡潔にして適切に答

弁されるよう要望します。 

 

 

 一般質問通告書 

 平成２７年６月２日（火）                        （第２回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナンバー制度

について 

 

 

 

 

 

 

 

（１）制度導入までのスケジュールにつ

いて 

 ア スケジュールについて 

 イ 条例改正の必要性について 

 ウ 10月予定の個人番号の市民への通

知方法について 

 エ 通知カードが届かなかった市民へ

の対応について 

 オ 本人の確認の方法について 

７番 

太 田 芳 彦 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

国勢調査について 

 

 

 

 

（２）制度導入の効果について 

 ア 他の制度との連携について 

（３）情報漏えい対策について 

 調査方法について 

（１）調査概要について 

（２）調査区数と調査員数について 

（３）インターネット回答について 

（４）外国人世帯への対応について 

 

 

 

市 長 

 

 

 

 

３ 

 

 

４ 

 

 

市道の整備につい

て 

 

一級河川である沼

川下流の河川敷管

理について 

（１）県道皿沼河北線と国道112号を結

ぶ市道谷地田五反線の舗装について 

（２）今後の見通しについて 

（１）河川敷の草刈りについて 

（２）護岸整備について 

 

９番 

阿 部   清 

市 長 

 

 

市 長 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

国民健康保険税の

負担軽減について 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援の一層

の充実のために 

（１）国庫負担のたび重なる削減による

国保会計及び被保険者への影響につ

いて 

（２）国保財政が危機的な状況にある時

こそ、一般会計の財政調整基金から

の大幅な繰り入れを実施すべきこと

について 

（３）国民健康保険を都道府県単位に移

行させることについて 

 子どもの医療費無料化を18歳（高校３

年）まで引き上げることについて 

６番 

遠 藤 智与子 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

 

７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

未来創成戦略とさ

くらんぼの都市独

自の観光・農業の

振興策について 

 

 

 

 

 

 

若者定住のための

（１）原発事故による風評被害対策及び

ＴＰＰ対策の現状について 

（２）さくらんぼ農家（生産人口）の現

状・未来と今後の後継者育成対策に

ついて 

（３）観光客誘致のイメージアップと効

果的な交流人口拡大に向けて 

（４）道の駅周辺の環境整備について 

（５）県の「世界一さくらんぼ」等次世

代プロジェクトとの連携について 

（１）企業誘致の現状と雇用創出につい 

４番 

渡 邉 賢 一 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用創出と健康で

安心して働き続け

られる職場の拡大

について 

 

 

 

 

防災・減災対策と

安全安心のまちづ

くり推進について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦後70年の節目に

あたる今年度の平

和行政推進につい

て 

 

 

 

 

 

 て 

（２）バイオマスエネルギーなどを利用

した持続可能な資源活用の企業誘致

と産業育成に向けて 

（３）市内企業における育児休業など子

育て支援制度の取得拡大に向けて 

（４）市職員の心身の健康増進と労働条

件改善に向けて 

（１）袋小路の除雪対策及び空き家・空

き地の利活用について 

（２）上記対象不動産の固定資産税等の

減免特例制度新設について 

（３）自主防災組織整備の現状と防災訓

練の実施に向けて 

（４）一人暮らし老人の救命救急体制整

備について 

（５）公民館整備事業等の現状について 

（６）建築基準法に基づく地区公共施設

の耐震化及びバリアフリー化の現状

について 

（７）高齢者・障がい者のための公共施

設の簡易リフォームについて 

（１）非核平和都市宣言当時からこれま

での平和行政の取り組みについて 

（２）防空壕や戦時中の貴重な資料など

歴史的文化遺産等の保存について 

（３）戦争体験者から語り継がれる史実

の記録・保存について 

（４）小中学生に対する「昭和の歴史」

教育と平和教育のさらなる推進に向

けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 長 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太田芳彦議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号１番、２番について、

７番太田芳彦議員。 

○太田芳彦議員 おはようございます。 

  本日、トップを切って質問をさせていただき

ます。 

  ５月29日は議会初日で、寒河江市らしく「さ

くらんぼ議会」をスタートしたわけであります
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けれども、次の日の新聞では今年度から議員も

さくらんぼのネクタイを締めて開会したとの報

道がなされ、寒河江市のアピールになったと喜

んでいたところでありますが、帰宅しましたら

親戚より電話がありまして、あしたからさくら

んぼの収穫を始めるから朝４時半集合とのこと

で招集がかかりまして、園地に伺ったところ、

昨年より４日早いとのことでありまして、やや

小ぶりではありましたが、色づきのよいさくら

んぼでありました。 

  それでは、最初に通告番号１番、マイナンバ

ー制度について質問をさせていただきます。 

  既に皆様も御承知のように、平成25年５月に

行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律、マイナンバー法が

成立しました。国民一人一人に番号を割り振り、

社会保障や納税に関する情報を一元的に管理す

ることになります。 

  ことしの10月にマイナンバー、いわゆる個人

番号が全国民に通知され、平成28年からは社会

保障、税、災害対策の行政手続等で利用するこ

とが法律で決まっています。そして、平成29年

１月からは国の行政機関の間で情報連携が始ま

り、平成29年７月からは地方公共団体も含めた

情報連携の開始、さらに民間も含め広範囲で活

用されることが想定されています。 

  このマイナンバーへ自治体が対応しなくては

ならないのは、介護保険、後期高齢者医療、国

民健康保険、児童手当、住民基本台帳、生活保

護、保育園保育料、地方税などがあり、事務的

な作業として宛て名システムも対応する必要が

出てきています。これまでに住民基本台帳法改

正や後期高齢者医療制度の導入など大きな制度

変更がありましたが、これらに比べても影響範

囲はかなり大きくなる制度と言えます。 

  内閣官房のサイトにあります地方公共団体向

けＦＡＱの最新版を見ますと、マイナンバー導

入に向けて地方公共団体はまず何をすべきかの

問いに対しては、まず庁内の体制整備を行う必

要があると書いてありましたが、本市におかれ

ましてはその辺はしっかり整備されていると認

識しているところでございます。 

  それから、特定個人情報の保護措置を定める

ための条例を平成27年10月までに定めること、

独自利用事務を実施する場合は、平成27年10月

ごろには条例を制定していくことなども示され

ています。つまり、ことしの９月議会には遅く

とも条例案を上程していなくてはならないこと

になります。 

  さらに、マイナンバーの利用は市だけではな

く将来的には民間事業者においても利用するこ

とが予想されますので、今回の質問を行うもの

です。 

  マイナンバー法の内容については御承知かと

思いますので省略しますが、同様の制度はアメ

リカやカナダ、イギリス、オランダ、スウェー

デン、フィンランド、オーストラリア、韓国な

ども導入され、インドでも導入が始まっていま

す。日本では、徴税や資産を把握することが主

目的と考えられた側面や、国が国民を統制する

かのように問題視する意見もあることは承知し

ていますが、成立した法律の第１条には行政運

営の効率化と国民の利便性の向上と目的が書か

れており、この２点を重要視して対応すべきだ

と考えます。 

  今後、税収が大幅にふえる見込みがない中、

社会保障費がふえていくことが想定されていま

す。一方で、市職員の業務もふえている状況も

あります。マイナンバーにより、行政運営が効

率化できるのであれば、経費削減、業務改善が

期待でき、削減ができた財源、人的資源を新た

な住民サービスへ向けることも可能となります。

行財政改革のツールになることも期待ができま

す。現時点でマイナンバーの活用範囲、特に自

治体でどこまで活用できるかが明確でなく、個

人情報をどのように守るかなどの課題が多いこ
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とは理解していますが、今後の時代を考え、行

政の効率化、市民利益が増すことを第一に考え、

取り組むべきと考えます。 

  以上のことから、何点か質問をさせていただ

きます。 

  初めに、制度導入までのスケジュールについ

て伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  太田議員からはマイナンバー制度導入までの

スケジュールということでお尋ねがありました

ので、お答えをしたいと思います。 

  太田議員からの今の質問の中にもありました

が、ことしの10月から順次寒河江市に住民登録

されている方お一人お一人に、マイナンバーの

通知カードと個人番号カードの申請書が送られ

るということになっております。それに基づき

まして、個人番号カードの交付を希望された方

へのカードの交付が始まってまいります。そし

て、今御質問にもありましたが社会保障、それ

から税、そして災害対策など、法律で定められ

ている分野での個人番号の利用というものが来

年の１月から始まっていくということになって

おります。 

  そして、29年１月からは国の行政機関同士の

情報連携が始まり、またその年の７月ごろをめ

どに地方公共団体などの情報連携についても開

始されるということになっております。 

  概括的にスケジュールを申しあげると以上の

ような流れになっております。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ありがとうございます。 

  次に、今後条例も見直さなければならないこ

ともあると思うんですけれども、条例改正の必

要性について伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 いわゆるマイナンバー法で規定

する、先ほどもありましたが特定個人情報と、

寒河江市個人情報保護条例における個人情報の

規定の整合性を図る必要がありますことから、

寒河江市の個人情報保護条例の改正を予定して

いるところでございます。 

  また、御案内のとおり個人番号カードの初回

の交付手数料については、国のほうから無料で

行うという方針が示されているわけであります

が、紛失などの場合に再発行する必要がありま

す。その手数料についてまだ決めておりません

から、再発行の手数料を徴収するということに

なりますと、市の手数料条例の改正が必要にな

ってくるというふうにも考えられるところであ

りますので、これらについては先ほどありまし

たとおり９月議会に向けて改正の準備を検討し

ているということでございます。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 今回答いただきまして、手数料

が最初は無料と、再発行に関してはまだこれか

らということのようでございました。 

  次に、10月予定の個人番号の市民への通知方

法について伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ことしの10月５日のマイナンバ

ー法の施行日以降に、寒河江市で委任をいたし

ました地方行政団体情報システム機構のほうか

ら順次個人番号が記載された通知カードが簡易

書留で各個人宛てに送付されるということにな

っております。また、この通知カードと一緒に、

先ほど申しあげましたけれども個人番号カード

の交付申請書も郵送される予定になっておりま

す。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 次に、通知カードが届かない住

民へはどのような対応をするのか伺いたいと思

います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほどの施行日、10月５日時点

で寒河江市に住居を有する市民の方全員に順次
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個人番号を通知するということになっているわ

けでありますけれども、先ほどお尋ねありまし

たけれども、宛て先が不明で通知カードが届か

ないなどというケースも生じてくる場合も想定

されるわけであります。こうした場合は、市の

ほうに通知カードが返戻される、戻ってくると

いうことになっておりますので、市のほうでそ

の住民票記載事項の確認、調査を行うというこ

とになっております。 

  なお、市のほうでは通知カードが確実に配達

されるように、通知されるように、市内にお住

まいの方で移動届が済んでいない方々には適正

に手続をしていただくようにこれから広報をし

てまいりたいというふうに考えているところで

ございます。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ありがとうございます。 

  漏れのないように、ひとつその辺の配慮をし

っかりお願いしたいと思います。 

  次に、個人番号カード発行に関してお尋ねを

したいと思います。 

  カードの交付についての本人確認はどのよう

に行うのか伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 まず、個人番号カードの通知が

届いて、申請を希望するという場合には、６カ

月以内に撮影をした本人の顔写真を添付した申

請書を、先ほど申しあげました地方公共団体情

報システム機構に提出するということになって

おります。そして、個人番号カードが機構のほ

うで作成されるということになりますと、機構

から市のほうに申請書と個人番号カードが送付

されるというふうになっております。それで市

のほうで受け取るということであります。それ

について、市では申請者の方に個人番号カード

の交付通知書を送付いたしますので、その通知

を受け取ってから本人が個人番号カード受領の

ために来庁していただくということになってお

ります。 

  来庁した際の本人確認という御質問でありま

すけれども、窓口で申請者より運転免許証など

の本人確認書類を提出していただいて、市のほ

うで確認を行って、個人番号カードを交付する

という手続になっております。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 次に、制度導入の効果について

伺いたいと思うんですけれども、マイナンバー

と市が持つ情報をどこまで連携できるかは今後

の制度が固まることを待つしかないようであり

ますけれども、市民利益につながる情報連携は

マイナンバーをまつまでもなく進めるべきと考

えます。例えば高齢者に対しての健康記録や介

護予防、介護情報、医療情報、福祉施策などを

連携する福祉システムや、１人の子供に対して

妊産婦健診から小中学校までの記録を電子化し、

一貫性を持たせること、このようなことで、行

政が縦割りで持っている情報が市民一人一人の

情報となり、行政の効率化だけでなく、市民に

とってもメリットになることが考えられます。

国が示す内容を待っているのではなく、市民に

とって何がよくなるかを考え、さらに行政効率

を高めることを目的に、市としても積極的に対

応を考えるべきではないでしょうか。それにつ

いての見解を伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほどスケジュールを申しあげ

ましたけれども、時間があるようで余りないわ

けですよね。そういった意味で、まずはこのマ

イナンバー制度が円滑に施行されるということ

が第一義だというふうにも考えているところで

ありますけれども、先ほど御指摘のとおりマイ

ナンバー、それから個人番号カードの独自利用

などについては、市民の利便性の向上、それか

ら行政事務の効率化のために大変重要な視点だ

ろうというふうに思いますので、個人情報保護

に十分留意をしながら、その独自利用の可能性
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について全庁的に鋭意検討を進めていきたいと

いうふうに考えているところであります。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 マイナンバーでは、書類がなく

なるような大災害時にも活用できるのがメリッ

トの一つとも言われています。現状では個人認

証をどのように行うかの課題があり、すぐに活

用できる状態とはまだ考えられない状況であり

ます。しかし、市民にとってこのことはメリッ

トがあります。大災害時に体一つで逃げ出した

場合、住宅の状況、所得を証明するものがなく、

保険証、介護保険の状況もわからない、さらに

医療情報もわからない中で、どのように支援を

得られるのか考えていくと、証明書がなくても

わかるようにしていくことができるためです。

そこで、現在市が行っている災害時要援護者対

策事業では支援者だけではなく市としても情報

を電子化し把握することで対応策が強化できる

と思いますので、こういった作業も視野に入れ

て進めていただきたいと思います。 

  この件に関しての最後の質問になります。 

  我々市民にとりましては、マイナンバーの導

入を検討していた段階で個人番号を用いた個人

情報の追跡、名寄せ、突き合わせが行われ、集

約された個人情報が外部に漏れるのではないか

という懸念、また個人番号の不正利用等、つま

り他人のマイナンバーでなりすましが起こるの

ではないか等の懸念、国家により個人のさまざ

まな個人情報が個人番号をキーに名寄せ、突き

合わせされて一元管理されるのではないかとい

った懸念があるわけでありますが、こういった

ことに対し当局の見解を伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 きょうの新聞に日本年金機構の

個人情報の大量流出という記事がありまして、

マイナンバーを控え不安という見出しが躍って

おりましたが、マイナンバーの制度を担当する

内閣官房では「たとえ一つの機構からマイナン

バーが流出しても、本人の他の情報が芋づる式

に流出することはない」というような説明をし

ておりました。新聞記事にも載っていたところ

であります。大変この情報漏えい対策、きちん

としていかなければならないというふうに思っ

ているところであります。国の制度を受けまし

て、寒河江市でも情報面、それからシステム面、

両面から個人情報の保護という観点での措置を

講じているところであります。 

  制度上、マイナンバーの使用については先ほ

ど来御指摘のとおり社会保障、税、災害対策の

分野に限られているわけでありますので、その

中で法律で定められた行政手続に限定されてい

るところでございます。また、さらに国のほう

では第三者機関である特定個人情報保護委員会

で監視・監督を行うということにしているわけ

でありますので、寒河江市でも情報漏えい対策

のためにマイナンバーを使用する業務ごとに情

報管理者、そして該当業務の根拠法令等を明記

した特定個人情報保護評価書というものを策定

いたしまして、それをインターネットで公開を

していくということにしております。 

  また、システム面につきましては、これまで

どおり住民情報については市民生活課、税情報

については税務課といった形で分散管理をして、

個人情報による名寄せ等の一元管理は行わない

ことにしているところであります。 

  また、個人情報のアクセスについても、職員

を限定して、他の行政機関との情報連携におい

てはより安全性の高い総合行政ネットワーク回

線を使用しながら、データを暗号化して通信す

るなどの対策を講じていくことにしているとこ

ろであります。したがいまして、情報保護につ

いては国の動きに連動して寒河江市でもさまざ

まな対策を講じてまいりますので、きちんと担

保されるというふうに思っておりますけれども、

怠りなく万全を期してまいりたいというふうに

考えております。 
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○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ありがとうございます。 

  やはり市民の方々はそういう情報漏えいが一

番心配なわけでありますので、その辺はしっか

り対応をこれからもお願いしたいと思います。 

  ５月22日付の新聞に、マイナンバー法が衆議

院を通過したとの報道がありました。国民に割

り当てる個人番号、金融機関の預金口座にも適

用するナンバー法改正案と、個人情報の不正利

用を防ぐ個人情報保護法改正案が21日、衆議院

会議で可決されました。６月中にも参議院で可

決、成立する見通しであります。 

  来年１月のマイナンバー制度開始まで半年余

りとなる中、国民の認知度はまだ低く、企業の

対応も進んでいないのが実情のようであります。

改正法案では、2018年から預金口座も対象に加

え、税務当局などがお金の動きを把握しやすく

して、脱税や生活保護の不正受給を防ぐ狙いが

あり、個人資産に対する国の監視が強まること

を懸念する声も根強くあるようであります。 

  帝国データバンクがことし４月に実施し、企

業１万720社から回答を得た調査では、マイナ

ンバー制度への対応が完了したと答えた企業は

わずか0.4％で、対応中も18.7％だと聞いてお

ります。なかなか作業が進んでいないのが実情

のようでありまして、本市におかれましても今

までにないものをつくるわけでありますので、

作業は大変かと思いますけれども、担当部署に

おかれましては頑張って対応願いたいと思いま

す。 

  続きまして、通告番号２番、国勢調査に関し

て質問をさせていただきます。 

  国勢調査は、日本国内に住む全ての人と世帯

を対象とする国の最も重要な統計調査でありま

す。国内の人口や世帯の実態を明らかにするた

め、統計法という法律に基づいて５年に一度実

施されております。 

  国勢調査の結果は、福祉施策や生活環境整備、

災害対策など、日本の未来をつくるために欠か

せないさまざまな施策の計画策定などに利用さ

れます。 

  また、国勢調査では全国のほか地域別の人口

や産業別就業者数などの統計を作成します。こ

れらの統計は、客観的なデータに基づく公正な

行政を行うために、衆議院小選挙区の確定や地

方交付税の交付額の算定など、多くの法令に利

用が規定されており、法定人口とも言われてお

ります。 

  また、国勢調査から得られるさまざまな統計

は、国や地方公共団体における各種行政施策の

策定、推進はもとより、その評価に広く活用さ

れております。そして、国勢調査から得られる

さまざまな統計は、国民が国や地域社会の実態

を知るためや、企業や各種団体が商品、サービ

スの需要予測、店舗の立地計画などの経営管理

を行うために幅広く活用されています。 

  また、大学や研究所などの学術研究機関にお

いては、人口学、地理学、経済学、社会学など

社会経済の実態や動向に関する実証的な研究に

広く利用され、それに基づいて将来見通しの策

定や政策提言などが行われています。 

  それから、国勢調査から得られる統計は、他

のさまざまな公的統計を作成する上で欠くこと

のできない基礎データとして活用されています。

例えば将来人口を推計する上での基礎データや、

国民経済計算などの加工統計での基準人口とし

て用いられます。また、毎月の失業率を公表し

ている労働力調査などの人・世帯に関する標本

調査は信頼性の高い結果が得られるよう、全数

調査である国勢調査の統計データを母集団とし

て用いて標本設計が行われております。 

  このように、国勢調査から得られる統計は公

的統計の作成、推計のための情報基盤としての

役割を担っています。 

  ことし10月１日に実施を予定している国勢調

査は、1920年、大正９年ですけれども、ここか
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ら95年を迎えております。今回の国勢調査が変

わるそのポイントとしては、紙の調査票に先立

ち、９月10日からインターネット、スマホを含

む調査を先行方式で実施することです。また、

紙の調査票は従来どおり調査員によって配付、

回収されますけれども、封入と未封入を選択す

ることができます。それから、郵送回収は市区

町村単位で実施の有無を選択することができま

す。とあるようでありますけれども、以上のこ

とについて何点か質問をさせていただきたいと

思います。 

  最初に、調査方法について伺いたいと思いま

す。 

  私の読み上げた文の中でも調査方法が変わる

と申しあげましたが、調査概要について伺いた

いと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 国勢調査、先ほど質問の中にも

ございましたけれども、大正９年から行われて

いる、行政資料だけでなくてさまざまな分野で

活用されるということで、国の最も基本的な、

重要な統計調査でありますけれども、日本が世

界に誇る制度だというふうに思っているところ

であります。５年ごとに行われるわけでありま

すけれども、基準時については10月１日午前０

時現在ということになっているわけであります。 

  内容といたしましては御案内かと思いますけ

れども、世帯員数でありますとか住居の種類、

就業状況など全体で17項目であります。この項

目については前回と同様の項目数になっている

ということでありますが、今回の国勢調査、前

回との大きな相違点というのは先ほど御指摘が

ありましたけれども、インターネットによる回

答が可能となったということで、通常の紙の調

査に先駆けて、先行して実施されるということ

であります。今、地方創生ということが言われ

ておりまして、人口減少、高齢化の進展という

中で、日本の将来を描いていくために大変重要

な、今までになく重要な国勢調査になっていく

んだろうというふうに思っているところであり

ます。寒河江市としても、円滑な調査の実施を

遂行していくために、実施本部というものを

近々立ち上げていきたいというふうにも考えて

おりますし、このことについては広く市民の皆

さんに市報、さらにはホームページなどで広報

して周知を図っていきたいというふうに考えて

いるところであります。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ありがとうございます。 

  大きく変わるところはインターネット回答が

可能になるということで、大変この辺は現代に

沿ったやり方だと思いますので、ぜひそのよう

に頑張っていただきたいと思います。 

  次に、調査区数と調査員数はどのようになっ

ているのかを伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 調査区の数については、総務省

令で定める基準というのがありまして、それに

基づいて設定することになりますが、前回の調

査区を世帯数の増減などで分割・統合を行った

結果、前回より６調査区多い267の調査区を設

定しているところであります。そのうち、居住

している人がいない無人調査区というのが28調

査区ありますので、実際の調査対象としてはそ

れを除いた239の調査区というふうになります。 

  調査員の方の数については、統計局の配分率

というのがありまして、それによって計算をさ

れるということでありますが、161名、これは

実人数になります。ですから、239の調査区を

161名で調査をするということになりますので、

78名の方については２つの調査区を担当すると

いうことになろうかと思います。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ありがとうございます。 

  調査区数が実数が239と、員数が161名という

ことであるようでございます。 
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  次に、インターネット回答を選択式で実施す

るとありますけれども、実際どのようなものな

のか伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 インターネット回答については、

実は前回調査のときに東京都で試行的に導入さ

れたということであります。そのオンライン調

査が今回全国的に展開されるということになっ

ているわけであります。紙の調査に先行してと

申しあげましたが、実際は９月10日から20日ま

でインターネット回答というものを先行してい

くということになるのであります。調査員の方

が全世帯にインターネット回答の利用案内とい

うものを配付させていただくことになっており

ます。回答方法については、インターネットで

総務省の国勢調査オンラインにアクセスをして、

世帯ごとに配付されたＩＤコードとパスワード

を入力して回答していただくということになっ

ております。入力後についてはパソコンやスマ

ートフォンにより直接国へデータが送信される

ということになっております。なお、インター

ネット回答をしなかった世帯に対しては、従来

どおり紙の調査票を配付し、それを回収すると

いうことになっているところであります。 

  インターネット回答については、先ほど御質

問にもありましたけれども調査員の方の事務軽

減、それから早期集計につながるということで、

大変期待されているところでありますので、市

としてもこれを推進していくために広く広報を

してまいりたいというふうに考えているところ

でございます。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ありがとうございます。 

  やっぱりインターネットなんて誰でもが使え

るわけでもございませんので、使えない世帯の

ほうが多いような気がしておりますので、そう

いう優しい対応をひとつお願いしたいと思いま

す。 

  最後になりますけれども、外国人世帯への対

応はどのようになさるのか伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ４月末現在で寒河江市の外国人

のみの世帯数は92世帯、住民登録者数は266名

というふうになっております。 

  国勢調査につきましては、外国人世帯につき

ましても調査員の方に訪問していただき、記入

などについて御協力をしていただくということ

になっております。 

  外国人世帯の方への対応としては、日本語の

理解が難しい方のために、調査票の内容、それ

から記入方法などを翻訳した調査票対訳集、27

の言語のものを用意しているわけでありますけ

れども、それが準備されているところでありま

すし、またオンライン調査システムにおいては

英語版の電子調査票を作成する予定にしている

ところでございます。 

○國井輝明議長 太田議員。 

○太田芳彦議員 ありがとうございました。 

  これで私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

 

阿部 清議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号３番、４番について、

９番阿部 清議員。 

○阿部 清議員 おはようございます。 

  平成27年４月に寒河江市議会選挙が行われま

した。私も２期目でありますが市議会議員とし

て負託されました。市民の皆様には心から感謝

を申しあげたいと思います。 

  新政クラブの一員として、通告番号３番、４

番について質問をさせていただきます。 

  初めに、通告番号３番、市道の整備について

質問をさせていただきます。 

  県道皿沼河北線と国道112号を結ぶ市道谷地

田五反線の舗装について伺います。 
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  市道谷地田五反線は、区画整理事業及び都市

計画道路事業により市道下釜山岸線が整備され

てからマックスバリュや市役所へ行くのに便利

になり、車はもちろんのこと、自転車や歩行者

も多く見受けられ、通行量がふえてまいりまし

た。特に日田地区の人にとっては、寒河江市役

所や市役所近辺に行くときは国道112号を横切

れば真っすぐ行けることから、便利な道路にな

っております。そして、平成26年12月に県道皿

沼河北線から谷地田五反線入り口のところ、75

メートル区間が新しく舗装されました。しかし、

五反地区から谷地田地区の道路は舗装はされて

おりますが大分傷んでいるところがあります。

また、宝地区から主要地方道天童大江線に通じ

る道路と交差したところから100メートルぐら

いある道路の距離がまだ砂利道で、毎年のよう

に補修や穴埋めをお願いしている場所でもあり

ます。そのようなことから、「寒河江市長と語

る会」や議会報告会などでも、快適に通行でき

る道路の整備をお願いしたく、さまざま質問を

いたしております。 

  先ほども話をしましたが、平成26年に75メー

トルが舗装されました。地域の皆さんも安心し

て通行できる道路を心待ちにしております。市

長からの見解を伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 阿部議員から市道谷地田五反線

の舗装について御質問をいただきましたが、市

道谷地田五反線については先ほどありましたが、

平成20年７月４日に市道認定をしていただきま

した。県道皿沼河北線と国道112号を結ぶ延長

556メートルの道路になっております。先ほど

来お話ありましたけれども、この路線について

は、日田地区の県道皿沼河北線から国道112号

を横断して、そして市道下釜山岸線を経由して

市役所前の県道寒河江村山線を結ぶということ

で、大変重要かつ利便性の高い道路になってい

るところでございます。 

  御案内のとおり市役所前の県道寒河江村山線

から112号までの市道というのは舗装整備が進

んでいるわけでありますけれども、御質問の谷

地田五反線については未舗装ということでござ

いました。 

  平成23年９月22日付で日田地区及び宝地区の

町会長さん方から住民の重要な生活路線で利便

性が高い、利用度が高いからぜひ早期に舗装整

備してほしい旨の要望書をいただいたところで

ございます。市といたしましては、その後寒河

江市の公共事業整備優先順位基準に基づく審査

会などを開催させていただいて、緊急性、必要

性、整備効果などを審査した結果、整備の必要

性ありという判断をさせていただいて、先ほど

来ありましたけれども昨年度から工事を実施し

ているところでございます。26年度については、

県道皿沼河北線から西側へ75メートルの区間の

舗装整備を実施したという経過になっていると

ころでございます。 

○國井輝明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 ありがとうございます。 

  市長のほうから、平成20年７月に市道認定と

いう話がありました。そして、平成23年９月23

日に日田地区、それから宝地区の町会長さんか

ら要望書が提出されたということでありました

けれども、それを書いたのは私でしたので、非

常にありがたく思っております。そして、その

必要性の結果、今回舗装に踏み切ったというこ

とでありますので、非常にありがたく、感謝申

しあげたいと思います。 

  26年12月に工事をされたところは、大分きれ

いなところでありまして、その先が非常に傷ん

でいるところが多いところでありますので、よ

ろしく、できるだけ早くできるようにお願いを

したいと思います。先ほども申しあげましたけ

れども、市長からも話が出ました宝地区から主

要地方道天童大江線に行くところの交差した西

側国道112号まではまだ未舗装になっておりま
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して、砂利道であります。そこも含めて工事が

始まれば、大変ありがたく思っているところで

す。地域の皆さんは、長年の夢だったわけであ

りますから、いつできるのか本当に楽しみにし

ているところでもありますので、今後の見通し

について市長のほうから伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 この路線は556メートルあると

いうことでありますので、75メートルを整備さ

せていただきました残り481メートルについて、

今年度予算で800万円を計上しておりますけれ

ども、その中で230メートルについて今年度整

備をしていく予定になっております。そういう

ことで、来年度の完成を目指して取り組んでい

きたいというふうに考えているところでありま

すので、御理解を賜りたいと思います。 

○國井輝明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 ただいま市長のほうから、27年

度は230メートル、そして残りは来年度という

ことで、日田地区、それから宝地区の住民の皆

さんにとっては大変ありがたいお言葉であると

思います。私も平成24年４月に議員にならせて

いただいてから、地域の皆さん方と早期の実現

に向けていろいろ頑張ってまいりましたが、本

当にありがたく、感謝を申しあげまして、次の

質問に移らせていただきます。 

  通告番号４番、一級河川である沼川下流の河

川敷管理について伺います。 

  沼川は一級河川であり、県の管理であると思

いますが、沼川とかかわりを持ちながら生活し

ている者として質問をさせていただきます。答

弁よろしくお願いいたします。 

  本市の市街地を流れる沼川は、駅前中心市街

地整備事業と一体化され、ふるさとの川整備事

業により整備されました。現在、幸田橋から沼

川橋までの堤防は、遊歩道として市民の憩いの

場でありますので、市街地と一体化した水辺の

空間として完成をしております。また、沼川の

水質改善に向けては、水質環境改善連絡協議会

を立ち上げ、民間団体や事業者、市等の組織に

より環境保全の取り組みをしている川でもあり

ます。 

  この沼川は、駅前のみならず本市のすぐれた

景観を生かしたまちづくりを行っており、市街

地を通った河川は南町、新山、そして本楯地区

を通り、さくらんぼの立ち並ぶ中向を東に流れ、

最上川に合流しています。下流には、災害時に

は水害を少なくするために最上川堤防に最上川

の逆流を防ぐための水門があり、沼川があふれ

たときには隣にある排水機場の３台のポンプに

よりポンプアップされ、最上川に放水し、寒河

江市内の水害を防御している河川でもあります。 

  しかし、昔の沼川は最上川のかかわりにより

雨が降ると最上川から逆流し、暴れ川になった

と言われております。昭和30年に建設省計画の

最上川築堤と沼川逆流水門建設が決まり、関係

者が発起人会を結成し、土地改良区を設立、国

や県の意向を確認して、最上川流域の土砂の堆

積や曲がりくねった準用河川、沼川並びに佐渡

川を改修し、直線にすることの効果を力説して、

河川法上の幾多の困難を乗り越え、談判した結

果、知事の裁定により沼川を直線にすることを

決定したことが沼川の石碑に記されておりまし

た。着工は昭和31年10月、竣工は40年８月とあ

り、10年の長きにわたって先人たちが頑張って

きた経緯のある河川でもあります。 

  しかし、最上川上流で一度雨が降ると、最上

川の増水により水門を閉めると沼川の水が行き

場を失い、一面湖水のような状況になりました。

それから12年後の昭和52年８月に最上川堤防の

最上川水門のところに排水機場が完成してから

は、市内はもちろん中向地区の洪水も少なくな

り、安心して耕作できる農耕地になり、洪水で

悩まされた近隣住民も生活のしやすい環境にな

っております。 

  そして、平成24年から25年にかけては、沼川



 - 42 -

２番橋、6,700万円をかけて完成しました。平

成25年から26年にかけて、沼川３番橋が6,100

万円をかけ完成、そして沼川３番橋を通る農道

が延長974メートル、3,600万円をかけて完成を

しました。耕作者はもちろんでありますが、さ

くらんぼ観光誘致にも大きな環境改善となりま

した。大変感謝を申しあげるところであります

が、整備されている沼川下流でありますけれど

も、現在の中向での問題について質問をさせて

いただきます。 

  最初に、河川敷のり面の草刈りについて伺い

ます。 

  平成３年から平成23年まで、中向地区組合員

450名の協力により除草作業が続けられました。

草刈り作業は、都合の悪い方を除き、毎年２回

の河川敷のり面の草刈りをしてまいりました。

平成３年に当時の市長に沼川を中向地区管理組

合の組合員できれいにすることを約束して、毎

年草刈りをしてきた経緯があります。 

  しかし、平成23年に草刈り機の刃が外れ、近

くで作業をしていた人がけがをする事故が起き

てしまい、草刈り機による河川敷のり面の草刈

りができなくなりました。平成24年からは県の

緊急雇用創出事業で１回草刈りをしましたが、

後は中向地区の役員など11名で草刈りをしてお

りました。しかし、面積が広いために大変だっ

たようであります。昨年度からは牧草を刈るト

ラクター用の草刈り機により、のり面１メート

ルの草刈りをしている状況であります。 

  耕作者も年々高齢化しており、沼川河川敷内

の草刈りの管理を、一級河川でありますので県

のほうでの管理ができないか、市長にお伺いい

たしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 阿部議員から沼川の大変な歴史、

経過、地域の方々が苦労していろんな形で守っ

てこられた歴史をお伺いいたしましたが、延長

約５キロの一級河川ということで、県が管理を

している河川でございます。 

  御質問の河川敷の草刈りについては、毎年県

全体で実施をしております「きれいな川で住み

よいふるさと運動」の中で寒河江市内でも実施

をされているところでございます。沼川につい

ては12の美化活動団体がございまして、御質問

の区間については、日田地区の沼川下流の環境

を守る協議会の皆さんの御協力をいただいてい

るところでございます。 

  今御質問にもありましたけれども、以前から

地域の皆さんが実施をしていただいたわけであ

りますけれども、平成23年に不幸な事故が起き

たということから、それ以降は機械による作業

は控えていただくようにしているわけでありま

して、どうしても機械作業を実施する際には安

全点検を十分に実施して作業をしていただくと

いうことでお願いをしているところでございま

す。 

  今御指摘ありましたとおり、事故後は堤防上

から１メートル程度の草刈りで、のり面全体は

刈らないというふうな形になっているわけであ

ります。御指摘のように一度やめた機械での草

刈りの再開というのはなかなか難しい、いろん

な条件があって難しいというふうにも認識をし

ております。 

  県のほうでちゃんと管理してもらえないかと

いうようなお話でありましたけれども、県のほ

うでは西村山管内の河川管理、延長、全部で

211キロメートルにも及ぶということで、のり

面などの全体の草刈りについてはなかなか難し

いというような御返事をいただいているようで

ありますけれども、私のほうから重ねて事情を

話してお願いをして、さらに何とか御理解をい

ただくように要望してまいりたいというふうに

考えております。 

○國井輝明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 ありがとうございました。 

  市長からもお話ありましたけれども、やっぱ
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り１回やめてしまうとそれを復活してやるとい

うことが非常に大変だということで、組合長の

ほうも頭を抱えていたような状況にあります。

私も朝散歩しまして、よく最上川沿いを歩きま

すと年に１回から２回、きれいに機械で草刈り

をしている経過を見ますと、何でここはならな

いのかなという思いがありまして今質問をさせ

ていただいたところでありました。県のほうで

は211キロメートルに及ぶ県の川があるので、

なかなか管理が難しいということでありました

ので、市長には大変でありますけれども寒河江

市として沼川の管理ということでの草刈りにつ

いて御要望のほうをよろしくお願いしたいと思

います。また、中向地区の草刈りにつきまして

は、どうしても地域でお願いしなければならな

いときにはまた管理組合のほうとよく協議をさ

せていただきながら、よろしくお願いをしたい

と思います。 

  続きまして、沼川中向地区の護岸管理につい

て伺います。 

  先ほども話をさせていただきましたが、平成

３年に当時の中向地区管理組合長時代から、沼

川をきれいにするかわりとして中向下流の護岸

整備の要望をしてまいりました。組合員の協力

を得ながら、平成23年まで草刈りをしていた経

緯を伺っております。先人たちは、地域の農作

地を守るために真面目にこつこつと努力をして

きたことがうかがわれます。 

  最上川に合流するところの排水機場の沼川橋

下流300メートルぐらいのところで護岸整備が

なされていないところがあるという話を伺いま

した。市街地の整備が完了し、川下に事業が進

んでいるわけでありますけれども、本市におい

ても河川整備補助事業として県に対して重要事

業の要望書が提出されております。つきまして

は、沼川河川事業は最上川堤防までの区間の整

備をお願いしたいと思いますが、市長の見解を

お願いしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 沼川の整備状況については、先

ほど阿部議員のほうからも御質問の中でござい

ましたが、これまで上流部から順次整備をされ

てきているということであります。平成25年度

までには沼川橋まで完了して、本年度から沼川

橋から下流の沼川１号橋までの護岸改修及び橋

のかけかえ事業が予定されているということで、

順次整備が進められているところでございます。 

  御質問にありました中向地区の沼川３番橋か

ら沼川排水機場までの区間の護岸の整備という

御質問でありますけれども、この区間について

はのり面勾配が緩やかになっておりまして、土

羽護岸というブロックなどを積まない工法で整

備が実施されているところでありますので、整

備が済んでいると認識をしているというふうに

伺っているところでございます。 

  いずれにしても、先ほどの御質問にもありま

したけれども、草刈りを含む沼川の河川管理に

ついては、作業をしていただいている方の高齢

化の問題など多々あるわけでありますので、今

後も協議会の皆さん、それから県のほうとも十

分話し合いをさせていただきながら、適切な管

理方法について再度皆さんとともに検討してい

きたいというふうに考えているところでござい

ます。 

○國井輝明議長 阿部議員。 

○阿部 清議員 答弁ありがとうございました。 

  市長からは、土羽式ですか、護岸整備という

ことで、終了しているんだよということであり

ました。そうしますと、中向地区の管理をして

いる組合長さんはまだその辺がうまく理解でき

ていないところがあるのかなと思います。私が

話を伺ったところですと、最上川の島地区の堤

防が破れますと、その水が中向まで来るんだぞ

と、その水を逃すところが必要なので、そこは

あけているんだというような話を伺って、そう

いう事情からまだ護岸がなされていないという
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ような話を伺っておりましたので今の質問をさ

せていただいたわけでありますが、今の話を聞

きますと護岸工事はできているということです

ので、その辺を管理組合のほうへの通知等も含

めながら、よろしくお願いをしたいと思います。 

  私も最初から護岸工事はなされていないとい

うところでの質問をさせていただいたわけであ

りますけれども、ただ中向地区は２番橋、３番

橋ができまして、非常にきれいな環境になりま

した。本市の美しい景観を生かしながら、そし

てさくらんぼの花が咲けばさくらんぼの花を見

るにも非常にきれいな地域でもあります。そし

て、ハウスをかけて、ビニールハウスができま

すとそれを堤防の上から見ると海面のように非

常に美しい景観にもなります。ですから、さく

らんぼ狩りだけでなくて、非常に幅の広い観光

ができるのかなと思いますので、寒河江市の観

光客を誘致していくための環境づくりというの

は大変これから重要になっていく部分なのかな

と思っています。先ほども質問させていただい

た全体的な景観を考えて、のり面の作業、その

辺をきれいにしていただいて、護岸工事は終わ

ったということでありますので、その辺の整備

をよろしくお願いを申しあげまして、私の一般

質問を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

○國井輝明議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は10時55分といたします。 

 休 憩 午前１０時４０分  

 再 開 午前１０時５５分  

○國井輝明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 

遠藤智与子議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号５番、６番について、

６番遠藤智与子議員。 

○遠藤智与子議員 おはようございます。 

  この５月末の鹿児島の口永良部島の噴火、そ

して小笠原諸島の地震と、立て続けの災害に胸

が痛みます。何やら地球が私たち人類に警告を

発しているようにも感じられるこのごろであり

ます。 

  それでは、質問に入ります。 

  私は、日本共産党と通告してある質問内容に

関心を寄せている市民を代表して、以下佐藤市

長に質問いたします。誠意ある答弁をどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

  まず初めに、通告番号５番、国民健康保険税

の負担軽減について伺います。 

  この国民健康保険は、他の医療保険に加入し

ていない全ての住民に医療を保障する制度です。

自営業や農家の方、また現役時代は健保や共済

に入っていた人も、年金生活者になると多くは

国保に加入します。国保は誰もが一度はお世話

になる医療制度であり、国民の３人に１人が加

入する日本最大の医療保険です。さらに、国保

の加入者の７割以上が失業者、非正規労働者、

年金生活者で、他の健康保険などに比べ低所得

であります。企業などの事業主負担もありませ

ん。 

  しかし、政府は1984年から現在まで、市町村

国保の総収入に占める国庫支出金の割合を50％

から23％に半減させました。この国庫負担の削

減による国民健康保険会計及び被保険者への影

響について、国保税の仕組みと本市の歴史を概

括的に振り返ってみる必要があると考えます。 

  1980年以降の税率の推移や、標準的な世帯の

税額、課税限度額の推移について、また平成26

年度の国保税の滞納世帯数と滞納額もあわせ、

概括的な流れをまず教えていただきたいと思い

ます。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 一問一答でありますが、質問項

目が数多くあるので、順次お答えをしたいとい

うふうに思います。 
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  昭和59年、1984年からの税率の推移について、

まずお答えをしたいというふうに思います。 

  御案内のとおり、国保税というのは保険医療

分、介護保険分、それから後期高齢者支援金分

の合計額で課税されているわけでありますけれ

ども、1984年については基礎課税額のみでござ

いました。所得割が5.6％、資産割が30％、そ

して均等割額が7,440円、平等割額が１万440円

ということであります。 

  これが2000年になりますと、介護保険制度が

スタートして、介護保険納付金分が加わって、

税率についても所得割が6.98％、資産割が

35.2％、均等割額が２万1,600円、平等割額が

２万5,200円というふうになっております。 

  さらに、2008年からは御指摘のとおり後期高

齢者医療制度がスタートしたということで、後

期高齢者支援金分が加わって、税率については

所得割が10.2％、資産割が37％、均等割額が４

万1,700円、平等割額が３万8,100円というふう

になっております。 

  そして2014年、昨年については平等割額が

12.5％、資産割が37％、均等割額が４万3,200

円、平等割額が３万8,300円というのが最近の

状況になっているところでございます。 

  １世帯当たりの平均税額については、これも

同じように年度ごとに申しあげますと1984年が

11万6,597円、2000年が17万7,043円、2008年が

18万2,742円であります。そして2014年につい

ては19万5,283円というふうになっております。 

  限度額についても申しあげますと、これも年

度ごとに申しあげますと1984年が35万円、2000

年が60万円、2008年が68万円、そして2014年が

81万円となっているところでございます。 

  それから、昨年度の滞納世帯、それから滞納

額については、ことしの６月１日時点の調査で

は現年分については612件、滞納額については

7,929万8,770円となっております。滞納繰り越

し分については、繰り越し者数は延べ2,010件、

滞納額は２億3,717万7,855円というふうになっ

ております。 

  以上です。 

○國井輝明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 順次の答弁、ありがとうござ

います。 

  こうして見てまいりますと、この国保税の税

額、税率、それから１人平均、１世帯平均が最

初のころと改定されてからでは大変な値上げが

なされているということがわかるお話だったと

思います。昭和58年の１人平均は約３万5,000

円、平成25年度では７万1,000円と倍になって

おります。所得割のほかに収入に対する課税以

外に固定資産に課税される資産割や世帯そのも

のに課税される世帯割、人そのものに課税され

る均等割などが課せられる国保税というのは、

各種税の中で負担感、重税感が最も高い税だと

言わざるを得ません。私は2013年の12月議会で

も国保の問題を取り上げて、そのときには申請

減免、減免制度のことなどに視点を置きまして

一般質問いたしましたが、そのときの市長も

「今の市民の暮らしぶりも大変なものがある」

というような共通する認識でございました。こ

の大変な負担感の中でも、これが続いているわ

けですね。各種税の中で負担感、重税感が本当

に強いこの税について、市長の見解、そしてさ

らに介護保険分や後期高齢者医療支援分の負担

も合算された国保税額が通知されるようになっ

てからは、一層その負担感は増していると考え

ますが、これについても市長の率直な見解をお

聞きしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 国保税、改めて申しあげるまで

もないわけでありますけれども、保険給付を初

めとする国保事業を行うための財源の一部とし

て徴収するわけであります。国保の保険税につ

いては、他の社会保険などが所得比例制になっ

ているのに対して、御指摘のように所得や資産
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など負担能力に応じた負担、いわゆる応能負担

と、世帯または１人当たりの定額の利益を受け

る期待率に比例して負担する部分、いわゆる応

益負担というふうに言われる、その両方から構

成されているわけであります。 

  そして、必要な税収を確保するための案分率

というのがあって、その案分率については３つ

の方式があるわけであります。１つには４方式

と言われるものでありまして、これが寒河江市

の採用している所得割、資産割、平等割、均等

割、それから３方式、所得割、平等割、均等割、

それから２方式、所得割、均等割という３つの

方式が課税方法としてあるわけでありますけれ

ども、この方式、そしてその構成割合をどうい

うものにしていくかということについては、各

市町村が選択をするというふうになっていると

ころであります。選択するということになって

おりますけれども、総額自体がそれで変わって

くるというものではもちろんないわけでありま

すね。寒河江市については先ほど申しあげまし

たけれども４方式、４つの割合で案分率を決め

ているわけであります。所得割、資産割、平等

割、均等割ということで、負担能力あるいは受

益のバランスをよりきめ細かく反映できる４方

式というものをとっているところであります。

そういう意味で、４方式、４つの案分率を使っ

ているから負担感とか重税感が高いということ

は言えないのではないかというふうに認識をし

ているところであります。 

  国保制度、本当に被保険者が保険税を負担し

て医療費を賄っている、補助している、該当す

る国民にとっては大変なくてはならない医療の

安心を支えていく制度であります。ぜひこうし

た制度を、やはりいろんな形で御理解をいただ

いて運営をしていくというふうにしていかなけ

ればならないというふうにも思っているところ

でありますし、介護保険料、それから後期高齢

者医療制度などは後発の制度としてそれぞれ国

保税に上乗せをして徴収する、課税をされてい

るということでありますが、これらについては

国保に限ったものではなく、他の医療保険も含

めて法律によって共通の理解あるいはルールに

基づいて負担をしていただくという制度であり

ますので、御理解をしていただきたいなという

ふうに考えているところでございます。 

○國井輝明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 ４方式、３方式、２方式があ

るということで、きめ細かな案分率で対応して

いるというようなお話でございましたが、何が

一番の問題かということは1984年に国庫負担金

が減らされてきてから、それを転嫁するために

市民に転嫁されて、市民の税金が、実質お金が

青天井のように上がっていっているという、こ

の現実が問題なのだというふうに私は思ってい

ます。今もお話しになられましたように、国保

制度は国民皆保険実現のため高齢者や無職者を

抱えて発足したので、国保財政の６割近くが国

庫負担でした。もともとはですね。それが、

1984年の改定を皮切りに、現在約半分以下です

ね、23％まで引き下げられたわけです。この減

らされた国庫負担分を保険料に転嫁しているの

が高騰の大きな要因だということは、これまで

も見てきたとおりでありますけれども、それに

加えて長引く不況や非正規雇用者の流入、年金

削減により1994年度からの10年で加入世帯の所

得が約４割も減少したのが事態を深刻にしてい

ると言わざるを得ません。 

  憲法の第25条では、全て国民は健康で文化的

な最低限度の生活を営む権利を有する、国は全

ての生活分野について社会福祉、社会保障及び

公衆衛生の向上及び増進に努めなければならな

いと規定しております。どのような国民も、ひ

としく医療を受けられる権利があるとした上で、

国はそのために努めなければならないと、こう

定めているわけです。この国民皆保険の精神に

照らしても、現状の国保制度は税率や税額の異



 - 47 -

常とも言える高額、滞納者の増加、資格証の発

行などなど、その役割を十分に果たしていると

は言えない深刻な危機に直面していると考える

わけであります。これについて、市長の見解を

伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御案内のとおり、国保制度は実

質昭和36年から、制度自体は33年に法が制定さ

れて、36年から全国の各市町村で始まった制度

であります。国民皆保険制度、おっしゃるとお

りその確立のために、市民が安心して暮らせる

ような、そういう医療体制を目指してつくられ

た制度だというふうに理解をしているところで

ございます。御指摘の点もあるわけであります

けれども、こういう制度、大変世界的にもすぐ

れた制度だというふうな評価を得ているのも事

実でありまして、2000年にはＷＨＯが日本のそ

ういう制度に対して総合点で世界一だと、こう

いうふうに評価をされているというところもあ

るわけでありますが、一方で御指摘のとおり医

療費の総額が高齢化あるいは医療技術の高度化

などに伴って毎年１兆円を超えるペースで伸び

続けているということで、大変国保初め医療保

険の運営については年々厳しさを増しているの

は事実であろうかというふうに思いますし、と

りわけ国民健康保険の被保険者、御指摘のとお

り低所得者が多く、また被用者保険に比べて高

齢者の割合が高いということで、１人当たりの

医療費も高くなってしまうというようなことか

ら、保険税が上昇する傾向にあるというような

ことで、構造的な問題もあるというふうにも認

識をしています。 

  国においては、こうした問題を改善していく

ためにこれまでも保険基盤安定制度あるいは退

職者医療、前期高齢者医療制度、高額医療共同

事業などを設けて、国保の財政基盤の安定を図

ってきたというふうには認識をしておりますけ

れども、急速に進む高齢化、さらには医療費の

伸びということで、市町村財政は一段と厳しさ

を増しているのも現実であります。 

  しかしながら、こうした状況ではありますけ

れども、国民健康保険は国民皆保険制度の最後

のとりでだというふうにも認識をしております。

市民が安心して暮らせる医療体制の確保に極め

て重要な役割を担っておりますので、将来にわ

たって持続可能な安定した運営が今こそ求めら

れているというふうに認識をしているところで

ございます。 

○國井輝明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 国民皆保険が世界に誇る制度

だということ、だけれども構造的な問題もある

ということ、そういうお話でございましたけれ

ども、国保財政が危機的な状況にある今、市と

しても再三再四、重要事業要望書に国民健康保

険事業への公費負担の引き上げを行うなどの財

政的支援を強化し、医療保険制度の安定化を図

ることと明記して訴えていることは承知してお

ります。国に対策を求めることは当然としまし

ても、それ待ちにならず、一方で自治体独自の

取り組みが必要ではないかと考えます。 

  そこで、本市の一般会計の財政調整基金は、

昨年度末で約13億円積み立てられております。

市民生活が困難をきわめたときには、それを取

り崩し財源として活用することは認められると

考えるものです。今の国保財政、まさに市民の

生活が困難をきわめているという、それに当て

はまるのではないでしょうか。この６月議会に

国保税の税率アップの議案が上程されました。

国保の基金から1,000万円を取り崩し、一般会

計から1,000万円を基金に繰り入れるというこ

とでございます。基礎課税額の所得割の税率を

10％以上にはしたくなかったという、その努力

は大変わかります。努力はわかるのですが、改

定前の7.8％から9.2％に上がるわけですよね。

これは大変な負担だと思います。そうであれば、

例えば財政調整基金を含めた一般会計の中から
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5,000万円を税額の引き下げのために国保会計

に繰り出せば、１世帯約１万円の税負担の引き

下げが可能ではないかと一つの試算をしてみた

わけであります。先ほども言ったように、青天

井で上がるばかりの国保税、その重圧に多くの

市民があえいでおります。その声が私のところ

にも多く寄せられております。焼け石に水のよ

うな繰り入れではなくて、思い切った大胆な繰

り入れで負担を軽くする市独自の対策を実行す

べきときと考えるのですが、これについての市

長の見解を伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 遠藤議員からは財政調整基金を

取り崩して国保財政の運営に充ててはどうかと

いうような御質問でありますけれども、何度も

申しあげておりますが、国民健康保険制度を運

用していくための財源というのは、やはりその

制度に基づいて保険税、そして国、県の支出金

で賄うというのがあくまで基本だろうというふ

うに思っております。そういう意味で、我々も

市としてもこれまでも何とかそういう基本を崩

すことがない部分で、根幹にかかわるようなと

ころがない部分でいろんな形で支援できないか

ということで、当初予算でも2,000万円繰り入

れをさせていただいて、今回６月の補正では

1,000万円ということでありますが、この1,000

万円については財政基盤強化のために基金を積

み立てるということで、そういう部分に支援す

るということで1,000万円をさせていただいた、

当初と合わせれば3,000万円の繰り出しをさせ

ていただいているということであります。そう

いう意味で、何とか健全運営というんですか、

健全財政に向けてできる限りの支援をさせてい

ただいているというふうに思います。 

  財政調整基金、確かに平成19年に６億円程度

のところが今現在13億円程度になって、何とか

健全化を保ってきているところでありますけれ

ども、今、市の予算というのは156億円程度あ

るわけでありますが、そのうち税収が49億円、

交付税が41億円、合わせて90億円の歳入がある

わけでありますが、なかなか今景気の動向がよ

くならない、あるいは交付税などについても将

来が見通せないというようなところであります。

そういった不安定な歳入を何とかいざというと

きに繰り出していくための財政、文字どおり財

政調整基金というふうに理解をしているところ

でありますので、その辺のところは大いに議会

の中でも議論を深めていただいて、御検討、御

議論をいただければというふうに思っていると

ころでありますので、よろしくお願いしたいと

いうふうに思います。 

○國井輝明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 これまで合計3,000万円の一

般会計からの繰り入れをしたということでござ

います。ですけれども、市民の立場からすると

実際に払う側としてこのくらい重い負担感のあ

る税金というのはないなというふうに思ってい

るわけなんですけれども、財政調整基金を何と

か財政基盤を安定させるために使っていくんだ

という、その趣旨はわかります。けれども、そ

こにとどまることなく、先ほども言ったように

大胆な施策といいますか、それが必要なときで

はないかと思うわけなんです。 

  それで、全国を見渡してみましてどんなこと

がなされているか見てまいりました。ちょっと

だけ御紹介いたしますけれども、京都市はこの

２月、2015年度の国保料引き下げ案を発表しま

した。引き下げ案は１人当たり平均約2,500円。

１世帯当たり平均約5,900円です。国保料の医

療分、後期高齢者支援分、介護分の全ての税率

を引き下げるのは、1961年の制度創設以来初め

てということであります。モデルケースで見ま

すと、同市の国保料は所得300万円の４人世帯

で40歳以上の夫婦と子供さん２人で57万8,000

円と所得の２割近くを占める高さです。それが

15年度は55万4,000円と２万4,000円下がる計算
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になるということです。また、北海道の旭川市

でも、所得200万円の３人世帯のケースで５年

間で８万2,000円も安くなり、下がる前に払っ

ていた40万円から50万円の年収４分の１にも当

たる国保料が2015年度には36万5,000円になっ

たという例もございます。 

  その旭川市の市長である西川将人さんの談話

が新聞赤旗に載っておりましたが、一部御紹介

いたします。「厳しい財政状況にありましたが、

少しでも市民生活に寄り添った施策を行いたい

との思いから、２期目の公約に国保料の負担軽

減を掲げ、財政措置や基金活用などで引き下げ

を５年連続で実現し、道内主要市の平均を下回

るものとなりました」と胸を張っている写真も

掲載されています。 

  ほかに、2015年度に国保料引き下げを行う自

治体は11市ありますが、その中に山形市の１人

平均3.3％、お隣の宮城県塩竈市の１世帯平均

5,339円の２年連続引き下げなどがございます。

これは地方からの反乱と言うべきか、このくら

いの実行を見せていかないと国の施策はなかな

か変わらない、そんな状況でもあると思うわけ

であります。 

  このような例、お話しいたしましたが、これ

については市長はどのようにお考えになります

か。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 自治体の中ではそういう引き下

げをする自治体もあるというふうにも聞いてい

るところでありますが、今議論になっておりま

すのは一般会計から繰り入れて税を下げるとい

うケースがあるかどうかというと、必ずしもそ

うではないかもしれませんね。そういういろん

な事情で下げていくということもあろうかとい

うふうにも思いますが、我々としてもできるだ

け該当する市民の皆さんの負担というものを少

なくしていくというような工夫をやっぱりして

いかなければならないというふうにも思います

し、そもそもおっしゃるような形で市長会を通

じて国のほうにも要望しているわけであります

ので、そういう制度の根幹にかかわる問題でも

あろうかというふうにも思いますので、引き続

き要望していきながら、我々としてもできる限

りいろんな形で研究もして、何とかそういう要

望に応えていけるようにしていきたいというふ

うに考えております。 

○國井輝明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 研究をして、要望に応えてい

くようにしたいというお話でございます。ぜひ

これは早くに研究していっていただきたいこと

の一つであろうと思います。 

  そして、2013年12月に質問いたしましたとき

にもペナルティー問題があるということをおっ

しゃっておりました。子供医療費の助成制度に

対する国保の国庫補助金が減額されるというよ

うなお話がございましたが、ここに来て、その

ことが重要要望書にも書いてございましたけれ

ども、そういうことが実ってきつつありまして、

見直しや中止をしていくということが国会でも

取り上げられまして、塩崎厚労大臣やその検討

の場の設置を表明しているところでございます。

これも今までこつこつと声を上げてきた成果だ

というふうに思っているところですよね。です

ので、こういうようにこの思いから始まって行

動すれば事態は開けていくと、道は開けていく

といういい例だというふうに私は感じます。で

すので、制度の根幹を揺るがす大きな問題だと

いうふうに市長もおっしゃいましたけれども、

これは本当に事実、現実から考えていく必要が

あるというふうに思います。ですので、ぜひ考

えていっていただきたいと思います。 

  次に、国民健康保険を都道府県単位に運営主

体を移管するという政府の方針についてであり

ますけれども、この問題については私は財政規

模が大型化するだけで、今の国保の抱える問題

の根本的な解決を先送りするだけのことではな



 - 50 -

いかという懸念を持っております。そしてそれ

だけでなくて、減免制度など各市町村で行って

いるきめ細かな独自の施策が一本化され、サー

ビスが低下するおそれがあるのではないか、各

自治体住民の意見や苦情が届きにくくなるので

はないか、そんな問題も指摘されております。

そのことに対する市長のお考えを伺いたいと思

います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御案内のとおり先月27日に医療

保険制度改革の関連法が成立して、平成30年度

から運営主体が市町村から都道府県に移管され

るというふうになったところであります。これ

は、規模を大きくして財政基盤の安定を図ると

いうことと、事務の効率化ということが狙いで

あります。 

  法律が施行されますと、市町村は都道府県か

ら通知された納付金を納付するということにな

ります。納付金の納付に必要な額を確保するた

めに必要な税率を設定し、被保険者から徴収す

ること、それから疾病予防、健康づくり、被保

険者管理などを行うというふうになっていると

ころであります。そういうことになっておりま

すので、税の軽減制度あるいは課税限度額の設

定、そして特定健診や保健指導など住民に身近

なサービスについては、引き続き市町村が担う

というふうになっております。また、税率につ

いても、最終的には市町村が決定するというこ

とでありますし、運営協議会も従来どおり開催

され、住民の意見も反映された形で運営が行わ

れるというふうに聞いております。そういった

意味で、議員御心配の点もあろうかというふう

に思いますが、そういった問題は今のところ生

じないのではないかというふうにも思っており

ますが、今後とも情報の収集・把握に努めなが

ら、我々としては市町村、そして住民の皆さん

の負担がふえることがないように、さらに国、

県に要望を続けてまいりたいというふうに考え

ております。 

○國井輝明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 最終的には市町村が決める、

住民の負担は生じないのではないかというお話

でございましたが、いろんな資料を見てみまし

たところによりますと、都道府県が市町村に標

準保険料を示し、都道府県に上納する保険料イ

コール納付金ですね、この100％納付を義務づ

けるということなんですよね。大阪社保協の事

務局長の寺内順子さんという方はこのように言

っております。「2013年度の国保料の収納率は

全国平均で約90％です。収納率100％はあり得

ません」、私たちのことを見ましてもそうです

よね。「90％の収納率でも、納付金を100％にす

るために市町村が国保料を値上げする可能性が

高いのではないか」と警鐘を鳴らしているとい

う記事も私目にいたしまして、心配していると

ころでございます。 

  一方、日本共産党の小池 晃参議院議員は、

ことしの５月19日の厚生労働委員会で全国知事

会が高過ぎる国保料を中小企業の協会けんぽ並

みに引き下げるため、１兆円の財政投入を求め

ていると指摘して、１兆円の国費投入で１人当

たり３万円、４人家族で12万円の引き下げにな

ると、法人税の1.6兆円減税をやめれば可能だ

と塩崎厚労省に迫っております。これについて、

市長はどのようにお考えになりますか。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 都道府県のほうに移るというこ

とに対しては、先ほどお答えをして、いろんな

きめ細かなサービス、あるいは税が高いところ

にならされていくのでないかなどということに

ついては、今の段階での国の回答がそういう回

答になっておりますので、我々もそういうとこ

ろはぜひ、申しあげましたとおり今の負担がふ

えることがないように、そして市町村もいろん

な形での業務も含めて負担がふえることがない

ようにお願いをしていくというふうに考えてお
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りますので、そこら辺については法案が通りま

したのでこれからさらに具体的になっていくん

だというふうに思いますから、注視をしながら、

必要に応じてやはり強く要望していきながら、

何とか制度を維持していく、あるいは充実をし

ていけるようにしていければというふうに考え

ております。 

○國井輝明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 要望するということでござい

まして、私の立場ではいろんな市民の皆さんの

声が寄せられて、背中に背負っているわけです

よね。その市民生活の実態に照らし合わせてお

聞きしていますと、やはりどこかのどかという

か、切迫感というかそういうものがもっと私は

欲しいなというふうに思いながら聞いたところ

でございますけれども、いずれにしましても国

の国保会計への財源の支出を以前の水準に戻さ

れるだけで、抜本的な解決が図れるし、そのこ

とが政治の役割だというふうに考えます。先日、

ある時代劇ドラマでこんな言葉を聞きました。

俳優、中村敦夫扮する大塩平八郎が、いまわの

際に言い残す言葉です。それは、「民疲弊すれ

ば国荒廃し、民豊かなれば国栄える」という言

葉です。大変含蓄のある言葉だと思います。こ

の言葉をかみしめながら、国に対する市長の引

き続きの働きかけと、それと市長におかれまし

ても市独自での施策の実行、英断、これを心か

ら望みまして、この質問は終わりたいと思いま

す。 

  続きまして、通告番号６番、「子育て支援の

一層の充実のために」、このことについて伺い

ます。 

  寒河江市は昨年10月から子供の医療費を中学

３年生まで入院、通院の全ての無料化を実現し

ました。これは大変喜ばしいことであり、子育

て世代に対する大きな激励になったことと思い

ます。私のところにも、「大変助かる」と、こ

んな声がたくさん寄せられております。 

  若者世代の人口の定住化、まちの活性化への

取り組みは一段と加速させなければならないと

考えますが、県内市町村の中では遊佐町がこと

し４月から子供の医療費の無料化を高校３年生

まで引き上げる施策を実行いたしました。全国

では200を超える自治体が高校３年生までの医

療費無料化を進めていることがわかりました。

この医療費無料化の拡大も含む子育て世代への

手厚いさまざまな施策は、定住人口の拡大につ

ながっている、このことは間違いのない事実だ

と思っております。 

  本市でも、こうした先進例を率直に受けとめ

て、医療費無料化年齢の引き上げを検討すべき

と考えるのですが、市長は中学校３年生までの

実現をしたときに、これで肩の荷が一つおりた

というようなニュアンスのお話をされておりま

した。昨年10月にこれが実現されたばかりで、

また高校３年生までかという思いもおありかも

しれませんけれども、ここは子供のために医療

費の無料化を引き上げること、これは寒河江市

の未来にとっても大きな意味があるのではない

かと思います。この点についての市長の御見解

を伺います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 子供の医療費の無料化の拡大と

いうのは私の就任当時からの公約でもありまし

たから、財政状況を見ながら順次拡大をしてき

たところでございます。おかげさまで、昨年の

10月からは中学生まで入院、通院合わせて完全

無料化ということでさせていただきました。 

  子育て支援の政策というのは、いろんな形で

今経済的な支援をさまざまな事業として取り組

んでいるわけでありますね。その一環としてこ

の医療費の無料化というものがあろうかと思い

ます。そういう意味で、県内の自治体は全て中

学校３年生までだそうでして、遊佐町さんが高

校３年生までと、こういうふうになっているん

でありますが、子育て世代に経済的支援をして
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いくということについては、やっぱり親御さん

がまだお若い方が経済的にもなかなか大変だと

いうことで医療費無料化を進めてきたという経

緯がありますね。そういう意味で、経済的支援

の一環でありますから、この無料化の事業とそ

れ以外にもいろんな経済的支援の事業というの

はあるわけなので、財源は限られておりますか

ら、どういう財源を効果的に優先順位を決めて

していくかというふうになるんだというふうに

思います。昨年末に３年間の実施計画をお示し

した段階では、医療費の無料化の拡大というこ

とよりも第３子に対する支援、保育料の無料化

というものを進めていくということでお示しを

しているところでありますので、実施計画にま

ず沿って着実に実行していく中で、その段階に

おいて医療費の無料化を拡大していくことにつ

いても大いに検討して、また議論をしていきた

いというふうに考えているところであります。 

  基本的にはこれも国保も同じですけれども、

国が今、地方創生などということを声高々に言

われているわけでありますけれども、やはり医

療費の無料化などについても国策としてきちん

と対応をしていただくということが必要なので

はないかということで、市長会を通じて要望を

しているところでありますし、県においてもま

だ小学校３年生までの支援しかありませんので、

それ以上は全部市町村が100％負担をしていく

という状況でありますから、そこら辺も理解を

して、県は上げましたけれどもね、ことしから。

そういうことで御理解をいただきたいなという

ふうに思っているところであります。 

○國井輝明議長 遠藤議員。 

○遠藤智与子議員 市の施策といいますのは、さ

まざまなこと、細かいことがお互いに連携し合

いながら相乗効果を伴ってよりよくなっていく

もの、よりよくしていくべきものというふうに

感じております。第３子の保育料の無料化、そ

れから私もこれまでも取り上げてまいりました

若者世帯への住居の家賃の助成ですとか住宅リ

フォーム、それから無利子の奨学金制度の創設、

そういうさまざまな事柄をたくさん各それぞれ

の市民層に浸透させていきながら施策をしてい

くということだと思います。第３子の保育料無

料化、これも大変結構なことですし、いろんな

ことが市長の頭の中にもあって、公約を実現す

るということで頑張っておられる、これはその

とおりだと思います。ですので、医療費の無料

化を優先するかどうか、何をするかということ

を考えていくと市長がおっしゃって、大いに検

討していくということでお話しされました。こ

れはさらなる相乗効果をぜひとも期待するもの

であります。 

  現在、寒河江市の場合の医療費無料化、対象

者が未就学児で2,277人、小学生は2,177人、中

学生が1,114人というふうにお聞きしておりま

す。合計で5,568名ですね。お聞きしましたら、

高校生は1,257名ということなんですね。 

  福島県では、原発の関連もございますけれど

も全市町村での高校３年生までの無料化が実行

されておりますね。ですので、各市町村の事情

とかも鑑みながらということではあるかと思い

ますけれども、実際に全市町村でやっている県

がある、これは大変私たちにも大きな示唆を与

えているのではないかなというふうに思います。

それで、現在乳幼児医療全国ネットによります

と、助成対象を中学校卒業以上とする市区町村

が通院で349自治体、入院で390自治体になって

いるということなんですね。しかし、先ほど市

長もおっしゃいましたように、さまざまな事情

で通院の対象年齢を５歳児までとしているとこ

ろが105自治体もございますし、入院で45自治

体が残っているということでございます。市町

村制度全体を底上げして、格差はこれまで大分

解消になってきましたけれども、この解消をさ

らにしていくためには、市長おっしゃいました

ように国の制度創設がまずは必要だというふう
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に思いますけれども、これはほかのことを見ま

しても待っているだけではなかなかなっていか

ないと。寒河江市に住んでいる合計6,700人の

対象になる方への医療費無料化もぜひ進めてい

っていただいて、ほかの施策との相乗効果とし

て高めていっていただきたいというふうに心か

ら思います。 

  これについて市長、福島県では全部の市町村

でやっていることですとか、このような全国的

な流れを見まして、もう一度市長の見解を求め

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御指摘のとおり福島県、原発の

問題があって、これは福島県知事が呼びかけて

というんですかね、主体的に高校３年生までと

いうことで全市町村が協力をしていっていると

いうふうにもお伺いをしておりますし、そうい

う意味で我々としても隣の県ではありますけれ

どもいろんな形で影響を受けているわけであり

ますから、ぜひそこら辺は状況を見ながら参考

にさせていただきたいというふうにも思います

し、中学校３年生までで一つの区切りではない

のかと申しあげたのは、それ以上は考えないと

いう意味ではもちろんありませんので、そうい

うことで先ほど申しあげましたけれどもいろん

な形で限られた財源を有効に活用していく、優

先順位をその都度その都度判断をしながら、よ

り効果的な事業を、あるいは子育て支援をして

くということで検討させていただきたいという

ふうに思いますし、またいろんな状況、この医

療費の問題についても他の先進事例なども参考

にさせていただきながら、大いに検討させてい

ただきたいというふうに思います。 

○國井輝明議長 遠藤議員。残り時間を考え、質

問願います。 

○遠藤智与子議員 ありがとうございます。 

  これで終わりだということでなくて、さらに

検討していくということでございました。大変

心強く思っております。 

  先ほどの大塩平八郎の言葉ではありませんけ

れども、寒河江市の子供がより幸せになること、

これは寒河江市の未来がより明るくなっていく

こと、これにつながっていくと思います。子供

の医療費が無料化だということで、ちょっとし

たけがでも、ちょっとした病気でもすぐかかれ

る、その結果病気が重たくならずに早目に治る、

こういうことがございます。総じて言えば、医

療費もかからなくなっていく、そういうことで

もございます。これは国保制度にも言えること

だと思います。寒河江市でのさらなる子育て支

援の充実を求めまして、私の一般質問をこれで

終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。 

○國井輝明議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 休 憩 午前１１時５５分  

 再 開 午後 １時００分  

○國井輝明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

 

渡邉賢一議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号７番から10番までにつ

いて、４番渡邉賢一議員。 

○渡邉賢一議員 渡邉賢一でございます。 

  初めに、市長への手紙や住民アンケートなど

による市民本位の佐藤市長２期目、市長初め執

行部の方々の御奮闘に心より敬意を表したいと

思います。 

  私は、今回初めて質問に立たせていただきま

す。足が震えているわけですが、２月から市民

の皆さんとの対話を通じて多くのことをお聞き

してまいりました。特に多かったのが議員数の

削減により議会と市民の皆さんの距離がますま

す広がったとの声であります。議員は誰がなっ

ても同じだという厳しい声もございました。そ
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うした声にも謙虚に耳を傾け、その乖離を少し

でも小さくするため、新人議員ではありますが、

これまでの行政経験と地域活動で育てていただ

いたお力で、即戦力となるよう頑張っていく決

意でありますので、なお一層の御指導、どうぞ

よろしくお願い申しあげたいと思います。 

  私は、観光と農業問題、雇用と労働問題、防

災・減災対策、平和行政の４点について質問を

させていただきます。制限時間の関係もありま

すので、多少はしょりますが、御容赦をいただ

きたいと存じます。 

  通告番号７番の「未来創成戦略とさくらんぼ

の都市
ま ち

独自の観光・農業の振興策について」で

ございます。５項目ございます。 

  おとといはＮＨＫのど自慢、そして観光さく

らんぼ園のオープンセレモニーも行われ、本格

的なさくらんぼシーズンの到来となりました。

一方で、農作業中の熱中症で農家の方がお亡く

なりになりました。そうした状況の中で、先日

開催された未来創成戦略外部有識者会議の資料

と具体のデータを踏まえ、未来創成戦略とさく

らんぼの都市
ま ち

独自の観光・農業の振興策につい

てお尋ねいたしたいと思います。 

  まず１つ目の原発事故による風評被害対策及

びＴＰＰ対策の現状についてでございます。 

  原発事故の影響で、現在も福島からの避難が

続いているわけでございまして、観光客は事故

前の数字にまだ満たないというふうに統計上言

われております。また、国によっては農産物の

輸入を禁止するというふうな状況もありまして、

まだまだ被害が続いているというふうに思って

います。 

  市内の観光業、農業の風評被害について、こ

れからもまだ影響を受けていくと思いますので、

損害賠償請求を国と東京電力に対して県と一緒

になって行うべきというふうに思っています。

それについて、市長の御見解をお聞きしたいと

思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 東日本大震災及び福島第一原発

事故による避難ということでもあるわけであり

ますが、現在でも県内には５月14日現在3,982

人、寒河江市内でも173名の方が避難している

状況であります。寒河江市におきましては、震

災発災直後から「絆！元気！寒河江」推進本部

ということで、全庁的な体制をつくって現在ま

で避難者支援、それから市内の放射線量の測定

などの対応をしてきているところであります。 

  お尋ねの風評被害の損害賠償請求の件につい

ても、これまで寒河江市としては給食あるいは

水道水にかかわる放射能物質検査の費用などに

ついて、それからＪＡ、農協のほうでは牛肉に

係る価格の下落分、あるいは検査費用などにつ

いて、そして御指摘がありました観光のほうに

ついては周年観光農業推進協議会は観光客減少

分などについて損害賠償請求を行ってきている

ところであります。今後も引き続き継続してい

くという考えでありますので、これについては

県や関係機関と十分連携をとりながら対応して

まいりたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。 

  今議会に向けて、市民の皆さんから、団体の

皆さんからも請願が出されているＴＰＰ、環太

平洋経済連携協定の参加についてです。平成25

年４月に国会決議が行われているわけですが、

これが遵守されないような状況と今なってきて

おり、明確にこれについては市長として反対を

表明すべきというふうに考えております。これ

についてはいかがお考えでしょうか。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 現在、ＴＰＰの交渉については

去る５月９日、安倍首相が日米においてまさに

最終的な出口が見えてきたというコメントを出

しているわけであります。また、５月23日には
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ＴＰＡ法案がアメリカ議会の上院で可決された

ということで、大きな山場を迎えているのでは

ないかというふうに認識しているところであり

ます。 

  これまでも申しあげてまいりましたが、ＴＰ

Ｐについては産業分野、それから地域経済に大

変大きな影響を及ぼすということでありますの

で、国民、そして市民に対して十分な情報提供

と説明が必要であろうというふうに思います。

その内容が一般市民に対して悪影響が出ないよ

うに国において万全な対応が求められていると

いうふうに考えているところであります。 

  そして、私としてはＴＰＰの内容が市民全体

の生活を著しく阻害する要因となる部分につい

ては反対せざるを得ないということを申しあげ

てきたところでございます。御案内のとおり現

段階でもＴＰＰの詳細な内容というものが国か

ら示されておりません。交渉の推移を注視しな

がら、一日も早い情報の開示、そしてその情報

に基づいて市民の皆さんに丁寧に説明をしてい

く、提供をしていくということが求められてい

るんだというふうに理解をしているところでご

ざいます。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひ市民に情報の開示がなるよ

うにお願いをしたいと思います。 

  また、最近では新たに蔵王山噴火警戒区域指

定によって、蔵王周辺の観光地は風評被害が深

刻になっております。市内における宿泊客やさ

くらんぼ狩りの観光客など、観光面での影響に

ついては本当に大丈夫なのかというふうな声も

出されており、現時点での状況などをお聞きし

たいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 私どもも渡邉議員と同様に影響

が出ないかということを大変心配しているわけ

でありますけれども、県内の宿泊施設あるいは

さくらんぼ関係団体などに確認をしているわけ

でありますけれども、現段階では蔵王山の噴火

による直接的な影響は認められていないという

状況でございます。しかしながら、全国各地で

火山の噴火などが続発しているなどということ

を踏まえますと、今後も気象台の最新の情報な

どを注視しながら、情報収集に努めながら、い

ざというときの対応も考えていかなければなら

ないというふうに考えております。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひよろしくお願いしたいと思

います。 

  ２つ目のさくらんぼ農家、これは生産人口に

ついてでありますが、これの現状、あるいは今

後、未来に向けて後継者育成対策について御質

問したいと思います。 

  データによりますと、25年後の人口が約３万

人という予測であります。農業分野を含む１次

産業はさらに深刻でありまして、1975年から

2010年までの35年間で約３分の１まで減少した

という結果であります。ある業界筋からいうと、

本当に１次産業、特に農家については絶滅危惧

業種じゃないかということまで言われておりま

す。現在の生産人口の平均年齢、または戸数に

ついてぜひお教えいただきたいと思います。 

  さらに、新規就農者が夢を持って農業ができ

るシステムづくり、後継者育成対策を進めてほ

しいというふうな声が多くありました。例えば

雨よけハウスや成木が既にあるような樹園地を

譲り受ける場合、更地にしなければ補助が受け

られないという、そうした厳しい要件がありま

して、県のオーダーメード方式のような実態に

合った補助要件、緩和策も進めてほしいという、

若い農家の皆さんからの声も出されております。

ぜひそうしたものも含め、市長の御見解をお聞

きしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 まず、最近の寒河江市のさくら

んぼ販売農家数でありますが、統計資料「山形
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県の農業」によりますと、平成17年から22年ま

での５年間で1,483人から1,296人ということで、

12.6％減少している状況であります。また、御

案内のとおり65歳以上の農業者の方が約65％と

いうことで、大変高齢化が進んでいる状況にあ

ります。こうした傾向は今後も続いていくとい

うふうに考えざるを得ない状況であります。 

  そうした現状の中で、寒河江市の農業を維

持・発展させていくためには、生産人口の維持

のための御指摘のような新規就農者の育成、そ

れから雇用労力の確保、さらに農作業の負担軽

減というのが大変急務になっているというふう

に認識をしているところであります。そのため、

後継者の育成対策として農業委員会と連携して

の優良樹園地のあっせん、それから担い手新規

就農支援事業を活用した生産基盤整備や賃貸借

料への補助など、さくらんぼ生産に参入しやす

い支援策というものを展開しているところであ

ります。 

  また、雇用労力の確保ということを申しあげ

ましたが、ＪＡと連携をいたしましてアグリヘ

ルパー制度の周知活動など、さくらんぼ農家の

支援も行ってきているところであります。さら

に、農作業の負担軽減のために低木仕立てなど

を導入した低労力モデル園地の整備、ことしか

らやろうとしておりますが、それから高所作業

車の導入に対する補助なども行いながら、負担

軽減の支援をしていくというところであります。 

  後継者の育成、それから生産人口の維持のた

めには、やはり農業所得の向上というのが最も

効果的な要因であるというふうに思っておりま

す。そういう意味で、寒河江の誇る紅秀峰のブ

ランド化、さらには生産拡大のための支援策の

一層の充実を図っていきたいというふうに思い

ますし、また特に新規就農者の方に対してはた

だいま御指摘のあった点なども踏まえて、農業

者の皆さん、あるいは農業団体などからも御意

見を頂戴して、新たな支援策というものを検討

していく必要があるというふうに認識しており

ます。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ありがとうございます。ぜひ進

めていただきたいと存じます。 

  ３つ目の観光客誘致のイメージアップ、また

効果的な交流人口の拡大に向けて御質問したい

と思います。 

  これまでいろんなイメージアップ作戦、例え

ば、ゆるキャラとかミスさくらんぼなど、一生

懸命頑張っておられます。多くの効果が上がっ

ているというふうに思っているんですが、これ

に限らず、イケメン男子や走る広告塔、例えば

さくらんぼランナーズのような結成、寒河江で

しか手に入らないような世界に一つだけのオリ

ジナルグッズ開発など、競合している自治体が

真似のできないようなさらに踏み込んだ新たな

視点も必要ではないかというふうに思っていま

す。これについて市長の見解を求めたいと思い

ます。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 寒河江市にはさくらんぼ、ある

いは慈恩寺ばかりでなくて、他にない、あるい

は他に誇れるようなすばらしい地域資源が数多

くあるというふうに認識をしております。その

豊富な寒河江の魅力というものを新たな視点か

らどのように生かして全国に発信していくかと

いうことが大きな課題であるというふうにも思

いますし、また住民参加による地域全体のもて

なしというものを進めていく中で、より地域の

利害を創出して、観光誘客に結びつけるという

ことも大変重要ではないかというふうに認識を

しております。ここ最近では、例えば青年会議

所が主催する「やきとりＢａｒ（バル）」であ

りますとか、「ツール・ド・さくらんぼ」など

については、地域資源を生かして新たな、そし

て独創的なイベントとして成長しているのでは

ないかというふうにも思いますし、また慈恩寺
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についても商工会青年部のつくった山形ＣＭ大

賞の受賞でありますとか、国の史跡指定によっ

て地域も盛り上がって、その歴史が身近に広

報・宣伝されて、新たな観光客誘致にもつなが

っているものというふうに思います。今後こう

した若い方々の斬新なアイデアなども十分取り

入れながら、寒河江らしいオンリーワンのまち

づくりというものを進めていく必要があるとい

うふうにも思います。御指摘の点なども含めて、

さらにイメージアップ、交流人口の拡大に向け

て積極的に取り組んでいきたいというふうに考

えております。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひよろしくお願いしたいと思

います。 

  もう一つが全国規模での広報、宣伝、情報発

信という点で言いますと、もっと観光業と農家

のコラボの商品を売り出してはどうかというふ

うに御提案をしたいと思います。例えば市内の

温泉旅館宿泊と朝摘みさくらんぼ、非常に今、

脚光を浴びているわけですけれども、そうした

朝摘みさくらんぼ狩りなどのプレミアム限定セ

ット商品と称して、寒河江でしか味わえないよ

うな、そういったものもいいのではないかとい

うふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 朝摘みさくらんぼについては、

昨年ですかね、デスティネーションキャンペー

ンなどでも大きく取り上げられ、話題になった

わけでありますけれども、その背景には朝摘み

のさくらんぼは新鮮でおいしいというところも

あって、また宿泊と結びついて滞在時間が長く

なるということで、非常に効果的ではないかと

いうことがあったようでありますが、寒河江市

においてはお聞きをすると既に平成18年ごろか

ら市内の宿泊施設において慈恩寺、田沢川の蛍

観賞ツアーとセットの朝摘みさくらんぼ狩りを

実施していたということであります。佐藤錦の

収穫時期と蛍観賞の時期がマッチングすること

から、６月中旬から７月上旬のシーズン中には

ツアーバス10台相当の観光客の宿泊の実績があ

ったというふうに聞いているところであります。

そういう意味で、ぜひこれからもこうした取り

組みを進めていきたいというふうにも思います

し、寒河江ならではのプレミアム感というもの

を付加して、差別化を図って、新たな取り組み

も進めていく必要があるというふうに思います。

もちろんそれには温泉組合あるいは周年観光農

業推進協議会などとも十分連携をしながら、商

品化していくということに努めていきたいなと

いうふうに考えております。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひこれまた進めていただきた

いなというふうに思っています。 

  ４つ目、道の駅周辺の環境整備、交通安全施

設や案内板についてでございます。 

  約四半世紀、25年ぐらい経過するんでしょう

か、あのチェリーランドができて、国道112号

線の信号あるいは横断歩道も設置されず、ここ

に来た観光客が危険な横断をしなければならな

いというふうに現在なっています。特に高齢者

の横断は非常に危険でありまして、せっかく朝

日連峰、月山、葉山という大パノラマのビュー

スポットである二の堰親水公園、遊歩道、水車

小屋などへの案内板がほとんどなくて、観光客

がよくわからずに迷子になっているケースが

多々ございます。このことから、ぜひ信号機や

横断歩道、観光案内板の設置等、観光客への安

全・安心とおもてなしの環境整備を進めていく

べきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御指摘の点、我々も非常にそこ

ら辺はこれから配慮をしていかなければならな

いというふうにも思っておりますが、御案内の

とおり信号機と横断歩道というのは市が設置す

るわけにもいきませんし、公安委員会が設置を
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するということになりますが、特に信号機など

については交差点において相互対象道路のそれ

ぞれ入れ込む車の数というのが１時間当たり

300台以上ないとなかなか信号機をつけられな

いというような基準があるそうであります。も

ちろん112号は300台なんですが、その入り込む

道路がそうなっていないというような御指摘を

受けました。また、横断歩道については信号機

のような基準はないけれども、必要性、安全性

などを総合的に判断して設置をしていくんだと

いうようなお話でありました。そういう意味で、

我々も現時点ではなかなか難しいというふうな

感触を持ったところでございます。 

  また、観光案内板については、現在道の駅正

面の112号と市道の交差点の西側に二の堰親水

公園の案内看板が１基配置されているところで

ありますが、なかなか見えづらいというような

ところもありますし、この二の堰親水公園とい

うのは私も思いますけれども大変優秀なといい

ますか、大変いい観光資源というふうにも思い

ます。これからの誘客のためにも、あるいはに

ぎわいを創出していくためにも、案内看板など

を設置するということについて意を用いていき

たいというふうにも思いますし、また信号機、

さらには横断歩道などについても公安委員会の

ほうにもぜひ働きかけをしていって、何とか御

理解をいただければなというふうに思っている

ところであります。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひよろしくお願いしたいと思

います。地元の市民の皆さんからは、いろんな

イベントがふるさと総合公園のほうに皆持って

いかれるというふうなことがありまして、そう

いった面にもぜひ御配慮いただきながら、バラ

ンスのいい開催をお願いしたいと思います。 

  さて、最後５つ目ですが、県の「世界一さく

らんぼ」等の次世代プロジェクト、きのうも会

議が行われたようですけれども、これとの連携

についてでございます。 

  メジャーデビューから産地での普及まで約20

年と言われている新品種開発でございます。次

世代のさくらんぼ、いわゆる大粒系とかポスト

佐藤錦としての話題の「世界一さくらんぼプロ

ジェクト」、これとの連携をもっと進めていく

べきですし、共同開発など紅シリーズに頼らず

市独自の研究開発もさらに進めていくべきだと

いうふうに考えるわけですけれども、市長の御

見解をお聞きしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 きょうの新聞にも載っておりま

したが、県のほうでは今年度から新たに新品種

の開発、それから国際宅配制度の構築、機械収

穫の研究などを主な内容とする「さくらんぼ世

界一プロジェクト」というものを始動させると

いうことであります。お話をお聞きしますと、

この主体になりますのは、寒河江市にあります

園芸試験場ということであります。今、紅秀峰

というのがそういうふうに寒河江ではいろんな

ブランド化を進めておりますけれども、ほかの

県でも新たな品種の開発などをしているわけで

あります。青森県のホームページを見ますと、

大玉でおいしいさくらんぼ新品種ジュノハート、

これは紅秀峰とアメリカンチェリーをかけ合わ

せたんですね。ことしの７月ごろからデビュー

をしたいなどということが書いてありましたが、

そういう意味でこれはだんだん大玉系になって

いく、そして海外展開など県のほうでも推進し

ていくということでありますから、そういう意

味ではアメリカンチェリーに対抗できるような

品種を開発していきたいという意気込みだとい

うふうに思います。我々としても大変そこは賛

成でありますし、そういう意味でぜひ県とも協

力をしていきたいというふうに思いますし、地

元に園芸試験場があるわけでありますから、試

験研究ということになればやっぱり人材、そう

いう施設というものが充実をしている県の園芸
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試験場のほうでしていただくというのがいいの

かなというふうにも思っておりますけれども、

ぜひそこら辺は我々市としても協力をさせてい

ただきたいというふうに思います。 

  ことしから、先ほども申しましたけれども農

協さんと連携をしてさくらんぼのモデル園地と

いうものの整備を市のほうで計画をしていると

ころであります。さらには、寒河江市では輸出

などについても台湾は３年目を迎えるわけであ

りますけれども、ことしまたオファーがありま

して、台湾以外にも持っていくという計画であ

りますので、そういう意味でぜひこうした輸送

の面でのいろんなノウハウも一緒に研究できる

のかなというふうにも思っているところであり

ますので、ぜひ県とともに目指していきたいと

いうふうに考えております。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 これまで輸入自由化に勝ち残っ

たわけですので、これらを踏まえ、ぜひさらに

研究を進めていただきたいなというふうに思っ

ております。よろしくお願いします。 

  さて、次の通告番号８に移りたいと思います。 

  若者定住のための雇用創出と健康で安心して

働き続けられる職場の拡大についてでございま

す。これについては４点お尋ねしたいと思いま

す。 

  １つ目、企業誘致の現状と雇用創出について

でございます。 

  未来創成、特にその中でも若者定住のために

は雇用対策こそが最重要政策と言われておりま

す。市政概況の御報告にもございましたけれど

も、市内の雇用の現状についてどうなっている

かお聞きしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 雇用の状況としては、定例会冒

頭で御報告いたしましたが、ことし４月のハロ

ーワーク寒河江管内の有効求人倍率は0.92倍と

いうことでありますが、常用における有効求人

倍率は西村山郡の0.96倍に対して寒河江市は

1.10倍ということで、西村山管内全体では寒河

江市が高くなっているというような状況でござ

います。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 その中でも、２番目に書きまし

たけれどもバイオマスエネルギーなどを利用し

た持続可能な資源活用の企業誘致を図り、さら

に産業育成に向けて進めていくべきだというふ

うに思っています。寒河江市周辺には豊富な西

村山地域山間の森林資源がございます。これに

ついては県でも力を入れているわけであります。

資源活用した産業分野に雇用を確保していくの

が一番効果的だというふうに思っています。例

えばこれによって農業用の加温ハウスでの活用、

ペレットボイラーなどの普及拡大をしながら、

市として後押しすべきというふうな声もござい

ます。ぜひこれが進むように、市長の御見解を

お聞かせいただきたいと存じます。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 バイオマスエネルギーというの

は、化石燃料に比べてＣＯ２が少ない自然エネ

ルギーであるわけでありますので、地球環境に

優しい新たなエネルギー源として利活用が期待

されているということは御案内のとおりであり

ます。 

  環境エネルギー関連分野につきましては、国

においてもバイオマスエネルギーなどの導入促

進というものを進めているわけでありますので、

今後進展が期待される分野であるため、我々と

しても企業誘致などについてもそういった関連

の企業などにも働きかけをしているところであ

りますし、資源もあるわけでありますから、ぜ

ひその資源を活用した事業展開などもさせてい

ただければなというふうにも思います。また、

ことしから市の老人福祉センターのボイラーを

ペレットボイラーにかえさせていただいて、そ

ういう資源を活用して実際進めていくなどとい
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うことで事業を展開させていただいているとこ

ろであります。できる限りそういった企業誘致、

あるいは事業化に向けた支援を寒河江市として

も取り組んでいきたいというふうに考えており

ます。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 市長もおわかりのとおり、暖か

さが違うというか、化石燃料と木材では。その

違いをぜひわからない方には広くＰＲしていた

だき、またさっき言った農業などへの展開も含

めて施策としていただきたいというふうに思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  続いて３つ目、ここからは労働環境の課題な

んですが、市内企業における育児休業など子育

て支援制度の理解と休業の取得拡大に向けてで

ございます。 

  これについては、現在国のほうで残業代ゼロ、

いわゆる働かせ放題とか、雇用の金銭解決制度、

首切り自由という、そうした労働法制の改悪が

行われようとして、これに反対する請願も今出

されているわけでございます。今ある制度すら

知らない事業所、労働者が多いため、こうした

育児休業などの広報をもっと力を入れていくべ

きだというふうに思っています。男女共同参画

社会を実現するためにも、優良モデル事業所を

指定するなどして、男女の育児休業の取得率向

上をさらに図っていくべきだと思うんですが、

市長の御見解をお聞きしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 この件については、ことし３月

に公表されました平成26年度ワーク・ライフ・

バランス及び男女共同参画に関する県民意識調

査報告書によりますと、育児休業制度の利用者

数は48.1％にまだとどまっている低い状況であ

ります。こうした労働関係の各種制度の周知と

いうのは、仕事と家庭の調和を図る取り組みを

進めていく上では大変重要だというふうに考え

ているところであります。 

  現在、女性も男性も働きやすい環境づくりを

推進するための山形いきいき子育て応援企業認

定制度というのがありますが、この認定を受け

た企業というのは県内で617あるわけでありま

すけれども、寒河江市内には34社ございます。

中でも日東ベストさんは市内で唯一優秀企業の

認定を受けているところでございます。また、

次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度と

いうのもございまして、山形労働局管内では19

社、そのうち市内では株式会社山形富士さんが

認定を受けているというような状況であります。

ぜひこうした認定企業の活動というものを市と

しても大いにＰＲをして、これらの活動を周知

していきたいというふうに思います。 

  今年度の事業として、企業経営者並びに人事

担当者などを対象に女性が輝く職場づくり推進

セミナーというものを市で開催させていただき

ます。各種制度の周知を図るとともに、男女と

も育児休業取得率の向上なども含めた職場環境

の改善、整備への取り組みの機運醸成を図って

いく考えでございます。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひ推進セミナーの開催、これ

をきっかけに取得が拡大されるようにお願いを

したいと思っています。 

  続いて、４つ目の市職員の心身の健康増進並

びに労働条件改善に向けてでございます。 

  これについては、ぜひ市長の足元から改善を

していただきたいという趣旨で、時間外勤務の

現在の実態、年次有給休暇や夏期休暇などの取

得状況などをお聞きしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 平成26年度の状況について御報

告申しあげますが、時間外勤務の実施状況につ

いては、職員１人当たりの年間平均は51時間で

あります。また、最も多くの時間外勤務をした

職員の年間実施時間数は360時間でございまし

た。年次有給休暇の取得状況については、26年
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度実績で１人当たり年間平均8.3日、夏期休暇

は年間３日間取得することができますけれども、

１人当たり年間平均2.9日の取得というふうに

なっております。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 県では、前知事時代からの行き

過ぎた行政改革などによって、大幅な人減らし

が進んで、過労死や突然死を含む現職死亡ある

いはメンタル疾患で長期病休者が増大している

という実態がございます。市の職員の皆さんの

労働安全衛生上、こうした取り組みと心身の健

康増進策、今数字はお聞きしたわけですけれど

も、まだまだサービス残業とか土日出勤などで

振り替えがとれない方なども中にはいらっしゃ

るとお聞きしているんですけれども、そうした

心身の健康増進策についてもっとどういうふう

に進めていこうとしているのかお聞きしたいと

思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 市職員への労働安全衛生の取り

組みと心身の健康増進策についてお答えをした

いと思います。 

  現在、市職員でメンタル疾患により特別休暇

などを取得している職員は１人でありますが、

当該職員は現在「試し出勤」を実施中でありま

す。そういったことで、自宅や病院で静養して

いる職員はいないわけであります。 

  また、長期間労働への対応でありますけれど

も、例えば選挙事務とか災害の対応などで短期

間に長時間の労働を行った場合などについては、

産業医の面接指導などについて説明を行って、

必要な措置を講じていくことにしているところ

であります。 

  今後とも各職員に対するカウンセリング体制

の周知、さらには所属長及び健康管理担当者へ

のメンタルヘルス研修派遣、さらには産業医か

らのアドバイスなどをいただきながら、職員の

健康増進に努めてまいりたいというふうに考え

ているところでございます。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひ労働安全衛生対象職場にな

っているわけですので、月１回の労使の話し合

いなども含め、県では進んでいるわけですので、

市としても実施していただきたいなというふう

に思っています。 

  最後に、ワーク・ライフ・バランス、先ほど

市長からもありましたけれども、これをしっか

り保持して、人間らしい働き方となるようにし

ていくこと、意識改革が必要だというふうに思

っています。そのために、人員配置の適正化、

時間外勤務縮減と年次有給休暇や各休暇の完全

取得ができるような職場づくりに配慮すべきだ

と思いますけれども、いかがでしょうか。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 まず、人員配置については今年

度行財政改革指針の見直しというものをさせて

いただくことになっておりますので、今後のそ

れぞれの事務事業量の把握、あるいは業務の改

善などを行いながら、適正配置を進めていきた

いというふうに考えております。 

  それから、時間外勤務の縮減については、時

間外勤務取扱要綱にのっとって、所属長におい

ては事務量の的確な把握、それから事務の配分

などを適正に行うことはもちろんでありますし、

また事務処理の合理化及び能率化などについて

も意を用いて、正規の時間内に事務を処理する

よう指導・監督していただくということにして

いるところでありますし、今後ともそういう形

で進めていきたいというふうに思います。また、

職員においても職務を遂行していくに当たって

勤務時間内に事務を処理するよう努めていくよ

うにさらにお願いをしたいというふうに思って

おります。 

  やむを得ず週休日あるいは時間外に勤務を命

じていく場合などにおいても、週休日の振り替

えでありますとか、時差勤務などを行って、職
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員の健康の維持・増進に努めていきたいという

ふうに考えているところであります。 

  先ほども申しあげましたが、短期間に多量な

事務などが発生した場合、これまでも係や課を

超えて協力しながら業務に取り組んできたとい

う経緯がありますので、今後とも横の連携を密

にしながら、時間外勤務の縮減に一層取り組ん

でまいりたいというふうに思います。 

  年次有給休暇、それから夏期休暇の取得状況

は先ほど申しあげましたが、課長会などでも逐

次取得状況などを説明して、計画的な業務管理

による連続的な年休の取得促進でありますとか、

取得しやすい職場環境づくりなどにも意を用い

ていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひよろしくお願いしたいと思

います。地方公務員法改正によって、評価制度

などの導入なども予定されているそうですけれ

ども、こうした問題についてもまた別途御質問

させていただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

  続いて、通告番号９番、防災・減災対策と安

全安心のまちづくり推進についてでございます。 

これについては７点ほどお尋ねしたいと思って

います。 

  １つ目の袋小路の除雪対策及び空き家・空き

地の利活用についてでございます。 

  このところ豪雪が続いておりまして、除雪費

もかなり膨らんでいるとお聞きしております。

市内の袋小路には老人世帯が非常に多く住まわ

れているというふうな状況で、当該地は市道認

定のならない私道で、除雪も雪押し場というふ

うになって、スペース確保が困難なところが多

いわけでございます。老人世帯は体力が低下し

ていて、各家庭の入り口さえ除雪がままならず、

冬期の災害時には袋小路に緊急車両が入れない

ような事態も想定されます。冬期間だけでも雪

置き場として空き家・空き地の借り上げができ

ないものかというふうな声が出されております

ので、お聞きしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 袋小路のところについては、主

に私道になっている場合が多いということ、御

指摘のとおりでありますが、私道の除雪につい

ては関係者の同意を得て町会長さんなどから申

請をいただいて、そして除雪を行っているわけ

であります。その際、雪押し場の確保をお願い

しているところでありますが、困難な場所もあ

るということでありますので、申請のときに近

くに利用できる場所を探すなど、事前の打ち合

わせをさせていただいて、除雪作業を進めてい

る状況でございます。 

  高齢者世帯も多いというようなお話でありま

したが、今後ますます高齢者世帯がふえていく

ということも予想されるわけでありますので、

我々としても除雪制度のさらなる充実というも

のを進めていかなければなりません。除雪とい

うのは言ってみれば一つの災害的な要素が多々

あるわけでありますので、災害は何としても克

服しなければいけないというふうに思いますの

で、さらなる制度の充実、さらに狭い袋小路で

の雪押し場の確保をするための御指摘の空き地

を借り上げるなどの手法などについても、これ

から検討していきたいというふうに考えており

ます。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひよろしくお願いしたいと思

います。 

  ２つ目のこういう対象不動産の固定資産税の

減免特例制度を新設できないかという点でござ

います。 

  今、市長からありましたように町会長初め、

町会段階で借り上げの協力が得られないという

ふうな状況がありまして、これは不動産所有者

の税制上のメリットがないためというふうな率
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直な声が出されています。地方税法にはこうい

った特例がないために、寒河江市独自に条例を

制定して、若干固定資産税の税収は下がると思

いますけれども、軽減をすべきというふうに考

えますけれども、市長の御見解をお願いしたい

と思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御質問にもありましたけれども、

固定資産税の減免については地方税法に基づい

て市税条例及び市条例規則で規定をしていると

いうことでありますが、現在の内容の中では一

つには公益のため直接占用する固定資産という

のがありまして、それについては減免の対象に

なるということでありますが、この公益のため

直接占用する固定資産というのは集会所や児童

公園、さらには学校法人など以外の者が設置し

た幼稚園で保育に供する固定資産などというこ

とになっておりますので、御質問の町会などで

雪置き場として空き地を借り上げた場合という

のは現在の制度では対象にならないというふう

になっているところであります。 

  我々としては、先ほど申しあげましたけれど

もぜひ何とか地域の、とりわけ袋小路の除雪な

どについて困っている状況なども十分把握しな

がら、またいろいろ調べてみますと先進事例な

どもほかの県の自治体などでもあるようであり

ますから、その辺を調査をさせていただきなが

ら、その減免特例制度について検討していくこ

とを進めていきたいなというふうに考えており

ます。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 非常に誠意ある前進回答、あり

がとうございます。ぜひよろしくお願いしたい

と思います。 

  そして、３つ目の自主防災組織整備について

でございます。この現状と今後の防災訓練実施

に向けた課題ということで、２点お聞きしたい

と思います。 

  現在、袋小路も含め自主防災組織の組織率、

あるいは防災訓練が行われたか否かの実績、こ

うしたものはどうなっているかお伺いしたいと

思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 自主防災組織というのは、地区

民の相互扶助の精神に基づいて地区単位で防災

活動を行うことによって地震、水害、火災、そ

の他の災害による被害を最小限に食いとめ、自

分たちの地域は自分たちで守るという共助の取

り組みを行うという大変重要な組織だというふ

うに理解をしております。 

  寒河江市の自主防災組織の整備状況は、平成

27年３月現在で62組織となっております。町内

会の数で言いますと201町内会のうち142町内会

が加入しております。世帯数に対する組織率で

言いますと78％ということになっております。

ぜひこれを100％を目指して今頑張っていると

ころでございます。 

  27年度におけるいろいろな活動状況でありま

すが、防災訓練の状況については37組織で実施

をしております。そのほか、会議、パトロール

などを含めますと41組織で活動を行っていただ

いているところであります。防災訓練の主な内

容については、消火器を使った初期消火訓練、

避難訓練、炊き出し訓練、それから防災用機器

点検、操作訓練などが多かったと聞いておりま

す。これからもぜひ100％を目指しながら、自

主防災組織の連絡協議会という組織があります

から、そこを通じて各組織の活動の充実、訓練

の実施の呼びかけをさらに進めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 万一の災害に向けた訓練という

ものは大事ですし、市内全域で組織率100％を

目指すと今市長からありましたけれども、ぜひ

進めていただきたいと思います。市民のさまざ

まな職種の方々からも御協力をいただかないと、
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これは進んでいきませんので、こういった点に

ついてもぜひよろしくお願いしたいと思います

けれども、いかがでしょうか。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 訓練というのは大変大事なわけ

でありますけれども、昨年度各地区の防災訓練

には90の町会の方から参加をしていただきまし

たが、全体の半分以下という状況であります。

ぜひ全地域で防災訓練が実施できるように進め

ていかなければならないというふうに思います。 

  寒河江市では、毎年10月の第１日曜日に寒河

江市の防災訓練を持ち回りでさせていただいて

おります。今年度は高松地区が会場となってお

りますけれども、地元の自主防災組織はもちろ

ん参加していただくことになりますが、各地区

の防災組織の方々からもぜひ見ていただいて、

各地区の防災訓練に役立てていただきたいなと

いうふうに思っているところでございます。そ

ういう意味で、寒河江市では各地区の防災研修

会、それから防災訓練などの事業に対して補助

制度もつくっておりますので、ぜひ多くの方が

訓練に参加していただければというふうに思い

ます。 

  また、その際アドバイスする人が、スペシャ

リストが必要だということであれば、今年度か

ら危機管理室に防災対策専門員というものを配

置させていただきましたので、スペシャリスト

としての訓練へのアドバイスなどもできるとい

うふうに思いますので、その訓練の充実に御活

用いただければというふうに思っているところ

であります。 

○國井輝明議長 渡邉議員。質問時間残り５分で

す。 

○渡邉賢一議員 ４つ目のひとり暮らしの老人の

方の救命救急の体制整備についてでございます。 

  現在自己申請となっている災害時要支援者の

登録制の現状を、特に一番社会的弱者と言われ

ているこの方々の登録状況をお聞きしたいと思

います。また、町内会、例えば消防団とか民生

委員の方々だけでは救出するのが非常に困難だ

というふうな声が出されております。隣組が緊

急通報を受けた後の初動訓練、こういったもの

が非常に大事だというふうに言われておりまし

て、この体制整備が必要なわけですけれども、

ぜひこうしたところについての市長の御見解を

お聞きしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 現在の名簿登録者というのは市

内で808名というふうになっております。内訳

については、要介護３以上の方と障害者の方が

それぞれ22％、高齢者ひとり暮らしの方が31％、

高齢者のみの世帯が25％というふうになってい

るところであります。 

  御指摘のとおり、各地区の民生児童委員の方、

あるいは町内会長さんなどから御協力をいただ

くということになりますが、その方だけではも

ちろん災害時に機能を果たしていくということ

にはならない可能性もあるわけでありますので、

そういった場合なども含めて、日ごろから地域

の中でお互いが助け合い、いざというときには

隣組の皆さんからも協力をしていただいて、と

もに助け合い守っていくという共助の意識を高

めていくというふうにしていかなければならな

いというふうに考えておりますので、そういっ

た我々の活動も進めていきたいというふうに考

えております。 

○國井輝明議長 渡邉議員。 

○渡邉賢一議員 ぜひ万一のためによろしくお願

いしたいと思います。 

  時間の関係もありますので、（５）に入らせ

ていただきますが、公民館整備事業等について

の現状でございます。災害時に避難所となる地

区公民館、分館の整備状況について、予算、決

算の中にもありましたけれども、今の状況につ

いてお聞きしたいと思います。 

○國井輝明議長 草苅教育長。 
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○草苅和男教育長 本市では、地域の公民館、以

下分館と申しあげますけれども、分館の自主事

業及び生涯学習の推進を図るため、分館を整備

する場合、公民館整備事業費補助金交付規程に

よりまして補助金を交付しております。補助対

象となる事業は、これまでは分館の新築、増築、

駐車場舗装などでありましたけれども、平成25

年度からは耐震改修を、さらに平成26年度から

はバリアフリー改修も補助対象に加えたほか、

分館を構成する戸数別に補助率を定め、少ない

戸数の分館の負担軽減を図るなど、市民の要望

を踏まえて制度の見直しを行ってきたところで

あります。 

  分館の耐震化につきましては、市内61分館の

うち耐震化の調査対象となる分館は18分館であ

りますが、平成26年度までに全分館で耐震診断

を実施しておりまして、全ての分館が「倒壊す

る可能性が高い」という耐震基準の評点であり

ます0.7未満という結果でございました。それ

を踏まえまして、平成26年度に４分館で耐震改

修を実施いたしまして、来年度も３分館で耐震

改修を計画しているようであります。 

  また、バリアフリー改修については、手すり

の取りつけや段差の解消、床材の変更、扉の取

りかえ、洋式便器への取りかえなどが対象とな

るものであります。今年度は２分館で改修予定

でありますが、引き続きそのほかの分館におい

ても本事業を活用し、安全・安心な施設整備を

推進していただくよう支援してまいりたいと考

えております。 

○國井輝明議長 以上で渡邉議員の質問を終わり

にさせていただきます。 

 

   散    会    午後２時０１分 

 

○國井輝明議長 以上をもちまして本日の日程は

終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 
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   議事日程第３号       第２回定例会 

   平成２７年６月４日（木）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 一般質問 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第３号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時３０分 

 

○國井輝明議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員は、10番沖津一博議員で

あります。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第３号によって進め

てまいります。 

 

一 般 質 問 

 

○國井輝明議長 日程第１、引き続き一般質問を

行います。 

  通告順に質問を許します。 

 

 

 一般質問通告書 

 平成２７年６月４日（木）                        （第２回定例会） 

番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口減少問題につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本市にとりましても人口減少は深刻で

ある。 

（１）昭和29年合併以来、人口動態はど

のように変化しているのか。 

（２）現況について 

（３）行政区画整理・区画整理組合・民

間住宅団地などによる開発行為も本

市は他と比較しても進んでいるかと

思うが、転入者と転出者の変化は。 

（４）本市も本年度より「さがえ未来創

成課」が創設され、５月22日に「さ

がえ未来創成戦略」の策定に向けた

14番 

木 村 寿太郎 

市 長 
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番号 質 問 事 項 要          旨 質  問  者 答 弁 者 

 

 

 

 

 

１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

国史跡指定を受け

て今後の慈恩寺観

光について 

外部有識者会議の初会合が開かれた

が、この人口減少については、どの

ような内容説明であったのか。 

（５）全国どこの自治体も抱える課題と

思うが、本市の今後の施策について 

 慈恩寺は市制施行60周年の記念すべき

年に国史跡指定を受け 

（１）指定を受けた後の成果について 

（２）今後の施設計画や振興について 

 

 

 

 

 

市 長 

教 育 長 

 

 

１３ 

 

 

１４ 

 

 

 

 

１５ 

 

 

 

寒河江市国民健康

保険税条例の改正

案について 

住みやすいまちづ

くりについて 

 

 

 

市民主権の市政運

営について 

（１）医療費の適正化について 

（２）税負担の軽減について 

 

（１）左沢線と山形新幹線の乗り継ぎに

係る待ち時間短縮による利便性の向

上について 

（２）首都圏における市内企業の社員募

集に係る情報発信等の支援について 

（１）任命書や当選証書等の氏名に敬称

を用いることについて 

（２）損害賠償の額の決定等の議案に係

る請求者に敬称を用いることについ

て 

15番 

内 藤   明 

市 長 

 

 

市 長 

 

 

 

 

市 長 

選挙管理委員長 

 

 

１６ 

 

 

 

 

歴史のまちづくり

について 

 

 

 

 「地域の特徴、伝統を生かした魅力」

の競い合う時代、個性的なまちづくりの

ために、特に慈恩寺、平塩熊野神社、寒

河江八幡宮を活かしたまちづくりについ

て 

８番 

石 山   忠 

市 長 

教 育 長 

 

 

 

 

 

木村寿太郎議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号11番、12番について、

14番木村寿太郎議員。 

○木村寿太郎議員 おはようございます。 

  ４月の統一地方選挙において、２名の定数減

があり、またベテラン議員の５名の方が退任さ

れ、ちょっと寂しくなるかと思いましたけれど

も、新人議員、優秀な４名の方がこの議会に参

加することになりまして、大変うれしく思って

おります。私も振り返ってみれば４年ぶりの一

般質問でございますので、いろいろ間違うこと

も多少あるかと思いますけれども、お許し願い

たいと思います。 

  それでは、私は新政クラブの一員として、ま

たこの質問に関心をお持ちの市民を代表し、私

の考えも含め、通告番号11番、人口減少につい
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て、12番、国史跡指定を受けての今後の慈恩寺

観光についてをお伺いいたしますので、市長、

教育長の答弁をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

  今まさに人口減少時代に入った日本とは対照

的に、世界の人口は72億5,000万人を超え、１

分に137人、１日で20万人、１年で7,000万人ふ

え続けております。 

  しかし、現在の日本人口は１億2,688万人で、

国交省の資料によると日本の歴史背景の人口は

鎌倉幕府政治時には757万人、江戸幕府政治時

には1,227万人、さらに明治維新時には3,300万

人と言われ、1900年、明治33年には4,384万人

となり、20世紀までの100年間に約8,000万人ふ

え、現在に至っております。 

  その後、2005年をピークに人口減少が始まり

ました。昨年４月に国立社会保障・人口問題研

究所が公表した将来推計人口は、2060年には

8,674万人まで減少すると言われております。 

  山形県の人口は、2010年の116万8,924人から

2040年には83万5,554人まで減少すると推計さ

れており、約71.5％に落ち込むようであります。

そのうち、人口が４割以上落ち込む自治体が県

内では35市町村のうち13町村、65歳以上の高齢

化も24市町村で４割超えとなり、実情は地方ほ

ど深刻でございます。過疎、限界集落、地域コ

ミュニティーの崩壊、消滅可能都市など、実態

を示す言葉が重くのしかかってきておるわけで

ございます。 

  本市におかれては、昭和29年に合併以来、人

口動態はどのように変化し、合併当時の２町５

村の各地区の人口と世帯数をまずお聞きしたい

と思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 皆様、おはようございます。 

  木村議員からは人口動態ということで、合併

以降の変化について御質問がありましたので、

お答えをしたいと思います。 

  昭和29年のデータ、後ほど申しあげますけれ

ども、資料によりますと国勢調査などもあって、

昭和30年のデータがありますので、そこからお

答えをしたいというふうに思います。 

  資料を見ますと、出生率と死亡率を比較する

いわゆる自然動態では、昭和30年のデータでは

479人の増と、こういうことでありました。要

するに出生者数が多いと、こういうことですね。

また、転入・転出を比較します社会動態では

991人の減ということでありました。転出者が

多いと、こういうことであります。 

  この自然動態、死亡と出生の変化を見ると、

平成15年に出生数より死亡数が多くなって、自

然減に転じているところであります。一方、社

会動態の変化というのは直線ではありませんの

で、昭和50年と51年、平成５年から平成16年ま

での間は転入が転出を上回る、いわゆる社会増

になっている状況であります。平成17年以降に

ついては、平成20年だけ社会動態が増加してい

ますが、それ以外については平成17年以降、社

会動態及び自然動態ともに減少している状況で

あります。 

  合併当時の昭和21年11月１日の２町５村の各

人口と世帯数というお尋ねでありましたが、当

時の資料によりますと人口については寒河江町

が１万4,940人、世帯数については2,548世帯で

あります。西根村については人口が4,975人、

世帯数が787世帯、柴橋村については5,916人、

世帯数が966世帯、高松村については4,626人、

世帯数758世帯、醍醐村については2,228人、世

帯数365世帯、白岩町については人口6,457人、

世帯数が1,077世帯、三泉村については2,965人、

世帯数485世帯というふうになっております。

これはそれぞれ記載しておりますので、これを

合計してみましたところ、全体では４万2,107

人、世帯数は6,986世帯というふうになってい

るようであります。 

○國井輝明議長 木村議員。 
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○木村寿太郎議員 ありがとうございました。 

  そんなに大きくは変化していないということ

でしょうけれども、現況の各地区の人口と世帯

をお伺いし、その後質問させていただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 それでは、現在の状況はどうな

っているかということでありますが、最新の平

成27年４月末現在の住民基本台帳に基づいて人

口を申しあげますと、総数４万2,111人であり

ます。うち寒河江地区については２万3,670人、

西根地区については4,684人、柴橋地区につい

ては5,199人、高松地区については2,957人、醍

醐地区については1,212人、白岩地区について

は2,792人、三泉地区については1,597人となっ

ております。 

  世帯数についても申しあげますと、総数は１

万3,568世帯であります。寒河江地区について

は7,959世帯、西根地区については1,419世帯、

柴橋地区については1,566世帯、高松地区につ

いては838世帯、醍醐地区については340世帯、

白岩地区については917世帯、三泉地区につい

ては529世帯というふうになっているところで

ございます。 

○國井輝明議長 木村議員。 

○木村寿太郎議員 ありがとうございました。 

  人口だけ比較しましても、わずか４名だけ増

加になっているということでございますけれど

も、この数字が60年も同じ地区の数でもありま

すし、減少の差が大きく変動しているというこ

とはございませんので、やはりこのような数字

は合併した地区でも本当に変わらないわけでご

ざいまして、県内どころか全国的にも珍しいの

ではないでしょうか。当然のことでございます

けれども、全体を見てみますと寒河江地区がや

っぱり人口では３割ぐらいふえているようです

し、西根、柴橋地区はほぼ同じで、一番少なく

なっているのは幸生、田代地区を控えておりま

す白岩地区が約６割近く減少しているわけです。

それを見ますと、本当に地域差が大きいんだな

という感じがしているところでございます。 

  さて、世帯数は6,500世帯ぐらいふえており

まして、ますます核家族化しているのかなとい

う感じがしているところでございます。 

  次に、2013年６月に国立社会保障・人口問題

研究所より発表され、本市の人口も2010年と比

較して2040年には24.6％落ち込み、３万1,946

人まで減少すると推計しているわけでございま

すが、死亡率と出生率の差である自然動態と、

転出者数と転入者数の差である社会動態のこの

２つの要因が人口の減少に大きく影響すると思

われますが、どのように捉えているのか市長の

見解をお伺いしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 最新の状況、先ほどお答えをし

ましたけれども、人口動態のデータから言いま

すと最新のデータでは平成25年、寒河江市内で

すけれども、自然動態については出生数が315

人、死亡数が467人ということで、自然動態は

マイナス152人ということになっております。

社会動態のほうも転入が1,127人、転出が1,170

人ということで、マイナス43人というのが最新

の人口動態ということであります。そういった

ところから考えますと、まず社会動態のほうは

平成20年は除いて傾向としては転入より転出が

上回るという、減少傾向が続いています。これ

はもちろん寒河江市だけの特徴ではありません。

全国の地方が抱えている傾向だというふうに思

っております。 

  また、自然動態における出生数というのは

年々減少傾向にあると。逆に死亡数は増加傾向

にあるというふうになっているわけであります。

寒河江市の人口の年齢別構成、ピラミッドを見

ていきますと、死亡者数というのは今後も増加

を続けていくんだろうというふうに思います。

そういった意味で、出生数より死亡者数のほう
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が上回っていく傾向というのは、自然動態が減

少するという傾向はこれからも避けられないの

ではないかというふうに推測をしているところ

でございます。 

○國井輝明議長 木村議員。 

○木村寿太郎議員 ありがとうございました。 

  県の資料をいただいて、私見てきたんですが、

年齢別の転入・転出者数の１年間、平成24年10

月から25年９月までの資料を見てみますと、県

外への転出者数は高校を卒業する18歳から19歳

と、大学などを卒業し就職する20歳代前半の若

者が多く、県外からの転入者は大学などを卒業

する20歳代前半の若者が多いわけです。18歳か

ら24歳の年代においては、県外への転出が

6,926人で、県内への転入者3,514人を大きく上

回っております。転出超過数の全体の約９割を

占めるそうでございます。このことが本県人口

の減少の大きな原因の一つではなかろうかと思

っております。県の統計年鑑をちょっと見せて

もらったんですが、仮に本市においても県の資

料のように転出人口の９割が18歳から24歳まで

であれば、この10年間で本市ではマイナス

1,691人であります。その年代の90％である

1,521人が転出していることになるわけです。

あくまでもこれは想像ですけれども。 

  内閣府の調査・研究によると、子供の出生か

ら18歳までの１人当たりの子育てにかかる費用

は学校教育費、福祉・医療関係費、租税支出等

の公費負担が約1,600万円だそうです。そのほ

かに親の負担が約1,475万円。合計3,075万円の

費用がかかると内閣府では推計しているようで

ございます。これは資料としてはちょっと古い

んですけれども。単純に掛け算をすれば本市に

おいても年間５億円に近い数字がはじき出され

ます。18歳から24歳までこの地で育て上げた財

産が何かするりと抜けていくような感じがして

いるのは私ばかりではないと思います。 

  最近の学校基本調査によれば、大学進学率は

51.5％に達しており、20年前の平成６年には

30.1％だったことを考えると、全国的に高学歴

化が進んでいるわけでございます。高学歴の学

生は、知的労働者の職層を求めます。そのよう

な職種は東京を初めとする大都市に集中してお

り、地方では圧倒的に不足しているわけでござ

います。しかし、地方から関東圏に子供さんが

進学するには、相当の学費がかかり、進学を断

念せざるを得ないという家庭が多くなると思わ

れます。それには、卒業後にＵターンができる

ような環境状況を整え、県、行政、そして民間

企業とタイアップし、返済のない奨学金とか、

そういう制度を設けないと18歳から24歳の転出

はなかなか免れないのではないのでしょうか。 

  さて、本市でも行政区画整理とか土地区画整

理組合、民間住宅地などにある開発行為も他市

と比較して見劣りはしないと思いますが、転入

者への効果はどのような効果があるのか、まず

お聞きしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 木村議員御案内のとおり、寒河

江市におきましても、これまで区画整理事業あ

るいは公社によります宅地開発などを断続的に

進めてきた経緯があるわけであります。最近の

事例で申しあげますと、土地区画整理事業とし

ては、ほなみ団地を造成したところであります

が、これは結果として市外から109名の方が転

入していただいているというような状況になっ

ております。また、それ以前に公社で造成をし

たみずき団地もあるわけでありますが、これも

調べてみたところ市外からの転入者が221名、

ですからほなみで市外からは109名、みずきで

221名ということでありますから、この２つの

住宅団地造成によって合わせて330名の市外か

らの転入者を受け入れることができたというふ

うに考えておりますので、そういった転入者の

増については効果が多大であったというふうに

理解しております。 
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○國井輝明議長 木村議員。 

○木村寿太郎議員 ありがとうございました。 

  そのように大変な効果があったように思われ

るわけでございますけれども、特に民間団地な

んかは個人情報があるものですからなかなか調

べるのが大変かと思いますけれども、確認通知

をもらったり、あるいは建てれば税務課にも関

係しますし、あと市民生活課と連絡し合いなが

ら、そこら辺の数字も的確に捉えていく必要が

十分あるかと思いますので、今後よろしくお願

いしたいと思います。 

  それから、本市においては他市では余り実施

していない子育て定住建築補助金制度があり、

２年目かと思いますが、その効果はどのような

状況でございましょうか。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 子育て支援の一環として、子育

て定住住宅建築事業補助制度というのを、実は

平成23年度から創設をして、市外から市内に住

宅を建築される方に対して支援をしてきたとい

うことであります。これまでの実績を申しあげ

ますと、平成23年度から26年度までの４年間で

21世帯、65名の方が寒河江市内に移り住んでこ

られているということであります。27年度も引

き続き制度を実施しているところでありますけ

れども、これまでの実績、経験からして、支援、

対象の要件であります市外での居住期間を３年

以上から１年以上というふうに短縮をして、よ

り利用しやすくしたところでございます。その

結果として、去る５月20日から運用を開始した

ところでありますけれども、５月末までの約10

日間で10世帯の方から申し込みが既にあったと

いうことでございます。人数にすると35名の方

が寒河江市内に定住をしていただくという見込

みになっているところであります。５年目に入

るわけでありますけれども、この事業によって

20代、30代の若い世代を中心に合わせますと31

世帯100名の方が寒河江市内に定住あるいは定

住見込みだということでありますので、この事

業についても大いに効果が出ているのではない

かというふうに認識をしているところでござい

ます。 

○國井輝明議長 木村議員。 

○木村寿太郎議員 今の報告を受けましても、５

月20日から10日間で約10世帯があって35名がふ

えたということで、大変な効果があると思いま

すし、当然こうなれば予算的にも補正予算も組

まなければならないんじゃないかといううれし

いことでございますので、その辺もぜひ考慮し

ていただきたいと思います。 

  それから、私の要望なんですけれども、これ

に加えて三世代同居者に対する補助金制度なん

かがあれば、子育てや在宅介護などには大いに

役立つんじゃないかと思いますし、福祉関係に

も多大な効果が出るんじゃないかと思いますの

で、その辺もぜひ考慮してほしいと思います。 

  それでは、次の質問に移りますけれども、私

ら議員として全国を視察する中で、住宅地は郊

外化し、中心市街地が寂れ、人口が減少し、空

洞化現象が始まっております。それを戻そうと

しても、なかなか回復基調になっていないのが

相当かと思われます。 

  本市では、平成９年に作成された寒河江都市

計画マスタープランがあり、今年度は中間見直

し時期と聞いております。そのマスタープラン

の中での人口減少はどのようにお考えでしょう

か。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 都市計画マスタープランにつき

ましては、都市計画、まちづくりに関する基本

的な方針を総合的に、あるいは体系的に示すも

のであるわけでありまして、その計画の実現に

向けた土地利用、あるいは道路、公園など総合

的なまちづくりに関する方向性を示す指針であ

るというふうになっているわけであります。 

  より具体的に申しあげますと、例えば土地利
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用の主な誘導の方向としては、一つには定住人

口増加のための、先ほど来申しあげております

けれども、御質問にもありましたが、住宅団地

整備などによる住宅地を供給するための住居系

の用途をどうしていくか、それから大型商業施

設を誘導するための商業系の用途をどうしてい

くか、さらには新たな雇用の受け入れ先となる

企業を誘致するための工業系の用途をどうして

いくかなど、それぞれの用途の計画を立ててい

くということになりますが、今回そういった意

味で、ほぼ20年近くなるわけでありますから、

改めて見直しをしていくというふうになろうか

というふうに思います。 

  また、先ほど来御質問にもありますけれども、

交流人口を拡大していくためには、そのほかに

道路でありますとか公園なども含めて都市の居

住空間とか環境空間を整備していくということ

のその適正な配置などについても大いに見直し

をしていくということに今しているところであ

りますので、御理解をいただきたいなというふ

うに思います。 

○國井輝明議長 木村議員。 

○木村寿太郎議員 ありがとうございました。 

  そのような形で、マスタープランの中間見直

しに入るわけでございますので、目標は37年度

までというようなことでお伺いしていますけれ

ども、ぜひそのような形に進めるよう御期待を

申しあげたいと思います。 

  次に、（４）を質問させていただきます。 

  本市も本年度より「さがえ未来創成課」が創

設され、５月22日に「さがえ未来創成戦略」の

策定に向けた外部有識者会議の初会合が開かれ

ましたが、人口減少についてはどのような内容

の説明であったのかをお伺いしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 ５月18日、前にも申しあげまし

たが、庁内に本部を立ち上げまして、御指摘の

とおり５月22日にさがえ未来創成戦略に係る外

部有識者会議の第１回の会合を開催させていた

だきました。 

  会議に当たっては、市のほうから寒河江市人

口ビジョンの人口動態分析などを委員に御説明

をしたところでありますが、具体的には先ほど

木村議員の御質問にもありましたけれども社人

研、国立社会保障・人口問題研究所の推計によ

る寒河江市の将来の人口予測、2040年には約３

万2,000人に減少していく、その内訳としては

年少人口及び生産年齢人口が減少する一方で、

老齢人口は増加をしていくというような状況を、

グラフなどを用いながら御説明をしたところで

ございます。先ほども申しあげましたけれども、

近年の傾向として自然動態が減少していくとい

うことが続いていく、あるいは社会動態も減少

していくなどという内容についても御説明を申

しあげたところでございます。 

  委員のほうからは、寒河江市からの転出にか

かわるより詳細な分析が必要だというような御

意見も頂戴したところでありますので、次回の

第２回を６月の下旬に予定しておりますけれど

も、いろんな御意見を踏まえながら開催をして

いきたいというふうに考えているところでござ

います。 

○國井輝明議長 木村議員。 

○木村寿太郎議員 ありがとうございました。 

  今の報告にありましたように、寒河江市内に

おいては地区別によっては大きな変化があるわ

けでございますけれども、将来的に見ても人口

減少を考えるなら、当然先ほどのマスタープラ

ンじゃないですけれどもまちづくりにも大きく

影響するんじゃないかと思いますし、その辺も

マスタープランにも含めて、再度申しあげます

けれどもよろしくお願いしたいと思います。 

  このように急激な人口減少が進めば、地方自

治の運営にも大きく影響するし、全国的に見て

人口増に成功した参考例などがあるのか、そし

て本市としても今後どのような施策が考えられ
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るのかをお聞きしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 日本の人口、先ほど来議論にな

っておりますけれども、日本全体からいくと

2008年、平成20年がピークで減少傾向になって

おります。大都会に先行して地方で人口減少が

進んでいくということになっているようであり

まして、2008年が日本全体、その前の2005年、

平成17年が寒河江市の今のところピークの人口

だったと、そういうことになっているわけであ

ります。 

  御指摘のとおり他方、積極的ないろんな活動、

誘客活動でありますとかまちづくりなどによっ

て人口の増あるいは人口減少が縮小している事

例などもあります。例えば北海道のニセコ町、

あるいは軽井沢町など、そういう事例がありま

すし、全国的に見ますと三大都市圏を除いては、

これは2013年のデータでありますけれども、人

口が増加した市町村というのは148団体あると

いうふうに聞いているところであります。 

  なぜこういう市町村が人口問題を克服しつつ

あるのかということは、なかなかその要因とい

うのは一概には言えませんけれども、内閣府の

報告書「地域の経済2014年」によりますと、人

口が増加している市町村では周辺に比べて有効

求人倍率などが高くなっている場合が多い、あ

るいは子育て世代の人口割合が高くなっている

場合が多いなどという分析の報告もなされてい

るところであります。我々としても何とかこう

いう先進の自治体の例なども十分分析をしなが

ら、先ほど来お話ありますけれども一つにはや

っぱり仕事、雇用というものが大事であります

から、仕事をつくり出して、安心して働くこと

ができるような施策というのが大事であります。

東京、大都会に出ていった人が戻ってくる、そ

して働けるということが大事でありますから、

というふうに思います。２つには、やはり交流

人口の拡大なども、寒河江が魅力ある住みやす

いまちだということで寒河江に向かう人の流れ

を何とかつくっていこうということも、そうい

う施策も必要かというふうに思いますし、３つ

目はやはり若い人が未来に希望を持って、子供

を生み育てられるような子育て環境の整備など

も大変大事だと、こういうふうに思っていると

ころであります。そういう意味で、その３つの

大きな施策の柱などを十分頭に入れながら、未

来志向の施策を大いに検討していきたいという

ふうに考えているところでございます。 

○國井輝明議長 木村議員。 

○木村寿太郎議員 ありがとうございました。 

  ３つの柱の未来志向を考えた施策を今後も続

けていくという力強い答弁をいただきました。

ありがとうございます。 

  政府は、人口減少対策に向けての基本理念を

示した「まち・ひと・しごと創生法案」など創

成関連法案を可決し、50年後を見越した長期ビ

ジョンの策定を進めているということでありま

すが、人口動態を正確に把握することが非常に

重要であると思います。その結果、地方の人口

減少の主な要因は、今市長も申しあげましたよ

うに若年層の東京への流出であり、それがさら

に自然減をもたらしているのではないかと思わ

れます。それには、やはり少子化対策や地方の

雇用機会の増加などが重要課題であることはも

ちろんでございますけれども、合計特殊出生率

の上昇も大切であります。しかし、子供を産め

る世代、25歳から39歳までの女性年代の上昇は

なお大切であると思っております。そして、２

日の一般質問で市長が答弁したように、子供の

医療費無料化などは当然国策でやるべきであっ

て、国と地方の分担というものははっきりしな

ければならないんじゃないかと思います。 

  私が最初に申しあげたように、過疎、限界集

落、地域コミュニティーの崩壊、消滅可能都市

など負のスパイラルばかりを申しあげましたが、

何もしなければこうなるということで、ただ推
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計はあくまでも推計で、萎縮したり諦めたりし

ないで、前向きに多角的に対策を考えて、展望

を切り開いていただくようお願い申しあげまし

て、この質問を終わらせていただきます。 

  次に、通告番号12番、国史跡指定を受けて今

後の慈恩寺観光についてを申しあげます。 

  政府も平成20年10月に観光振興を目指し、そ

して少子高齢化の切り札として内外の観光交流

人口の拡大に向けて観光庁を設立してから早い

もので５年も経過し、円安やビザの簡易発行な

どの効果があらわれ、昨年のインバウンド観光

客は1,340万人を超え、明るい兆しが見え始め

ております。東京オリンピックが開催される

2020年までには倍増の2,500万人を見込んでい

るとのことであり、大いに期待をしているとこ

ろでございます。 

  本市も全市一丸となり、慈恩寺の国史跡指定

を目指し、見事それも市制施行60周年という記

念すべきときに受けることができ、市長初め当

局並びに教育委員会に敬意を表したいと思いま

す。 

  さて、国史跡指定を受けて今後の慈恩寺観光

についてをお伺いいたします。 

  指定に向けて、秘仏公開やいっぷく庵など、

その他いろいろな催事を重ね、イメージを売り

やすくなったかと思いますが、拝観客なども含

めた効果はどのようだったか、まずお聞きした

いと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 昨年のデスティネーションキャ

ンペーンに合わせまして慈恩寺御開帳が行われ

ましたけれども、６月１日から７月21日までの

51日間でありました。拝観者数は３万5,274人

ということでありました。その前の年もプレＤ

Ｃということで、慈恩寺秘仏展というのが開催

されましたけれども、４月28日から７月15日ま

で79日間でありました。拝観者数は１万5,738

人ということで、去年の御開帳より大幅に拝観

者がふえたというふうに理解をしているところ

でございます。そうした流れを引き継ぐように、

ことしも「慈恩寺の美仏と阿弥陀仏たち」とい

うことで、５月23日から７月20日まで秘仏公開

がされているところでございます。 

  また、そのほか山形広域観光協議会で昨年の

７月５日から11月30日まで149日間ということ

でありますが、山寺立石寺、若松寺、慈恩寺で

は「三寺まいり」という企画がありまして、拝

観者数は全部で約1,600人ということでありま

す。そのうち、三寺をめぐり終えた結願者とい

うのは1,000人であったというふうに言われて

おりまして、大変人気が高かったということで

ありますので、ことしもまた５月23日から11月

30日まで実施されているというところでありま

す。 

  地元の受け入れ体制というんですか、取り組

みなども去年はしていただきました。地元慈恩

寺観光振興会の事業としていっぷく庵というも

のでおもてなし料理というのを提供していただ

きました。4,605食でありました。また、ＪＲ

の高松駅からのレンタサイクルについても設置

をしましたけれども、貸し出し状況は102台と

いうことでありました。それから、華の醍醐

「慈恩寺・秋花祭り」、参加者は約500名、それ

からこれも数年やっておりますけれども、大み

そかの花火大会、600発の花火打ち上げなどと

いうことで約１万5,000人の参加者があるとい

うことで、大変多くの方に去年は１年を通して

お越しいただいたのではないかというふうに思

います。昨年の国史跡指定というのは、大変そ

ういう意味で全国的に「寒河江の宝」から「日

本の宝」になったということで、地元にとりま

しても大変な起爆剤になっているというふうに

も思いますし、ことしもさらにその機運を高め

ていくために関係者ともども努力をしてまいり

たいというふうに考えております。 

○國井輝明議長 木村議員。 
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○木村寿太郎議員 ありがとうございました。 

  いろいろな催事によって、このようににぎや

かにお客さんがいらっしゃるということは大変

ありがたいことで、リピーターを狙うというの

が私は観光業にとっては一番大切だと思います。

宣伝費をかけなくても、わざわざパンフレット

を発行しなくてもこういうふうに来ていただけ

るんですから、こんなありがたいことはないわ

けでございますので、ぜひその辺にも力を入れ

ていただきたいと思います。 

  時間の関係上、前に進みますけれども、地元

の協力体制も今市長からも報告がありましたよ

うに大変協力的で、前向きに進んでいるという

力強いお言葉をいただきましたので、次の２番

目の施設計画や振興についてをお伺いしたいと

思います。 

  ５月18日に慈恩寺「悠久の魅力」向上基本計

画推進協議会が開かれたということでございま

すけれども、どんな内容で、どんな御意見があ

ったのかをまずお聞きしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 慈恩寺「悠久の魅力」向上基本

計画推進協議会でありますけれども、国史跡に

なった慈恩寺を核とした観光、それから産業の

振興、地域づくりなどを推進するという組織で

ありまして、本山慈恩寺、それから地元の運営

委員会、観光振興会などを中心にして、市内の

各界各層の代表18名で構成をしているところで

ございます。 

  先月18日の会議では、初めに慈恩寺「悠久の

魅力」向上基本計画に基づく市あるいは関係各

団体の今年度の事業などについて協議が行われ

たところでございまして、続いて先ほど申しあ

げましたが５月23日からの「美仏と阿弥陀仏た

ち」の公開、秘仏展の取り組み状況について協

議がなされたというふうに聞いております。ま

た、期間中のいっぷく庵の運営でありますとか、

メニューなどについてもいろいろ協議がなされ

ているところでありまして、さらにサポーター

の募集などについても提案があったというふう

に聞いております。そして、ことしのいろんな

コンサートの取り組み、あるいはサポーターの

状況などについても意見交換がなされたという

ふうに聞いているところであります。そうした

協議の最後で、教育委員会のほうからことし２

月に視察された福井県の勝山市の国史跡、白山

平泉寺旧境内の取り組み状況について報告がな

されたというふうに聞いているところでありま

す。 

○國井輝明議長 木村議員。 

○木村寿太郎議員 今お話があったように、慈恩

寺「悠久の魅力」向上基本計画推進協議会でい

ろいろ話し合われたということでございます。 

  次の観光物産協会とのかかわりに関しては、

私も観光物産協会の総会に出席して、いろいろ

なお話をお伺いしましたので、ちょっとこれは

割愛させていただきます。 

  最後に、国史跡指定を受けた後にインフラ整

備を含めた整備計画はどうなっているのかを教

育委員長にお尋ねいたします。 

○國井輝明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 史跡の整備、これは史跡を適

切に保存いたしまして、次世代へと確実に伝え

ていくことが大切であると。保存のみならず、

活用していくことも重要になります。このため、

史跡の保存管理の基本方針や整備の長期構想な

どを定める史跡慈恩寺旧境内保存管理計画を今

年度から２カ年で策定する予定でありまして、

間もなく有識者や地元関係者で構成する史跡慈

恩寺旧境内保存管理計画策定委員会というもの

を立ち上げてまいりたいと考えております。史

跡の施設の整備につきましては、関係団体等の

御意見を伺いながら、保存管理計画策定委員会

で検討し、保存管理計画の中に位置づけていく

ことにしているというところであります。 

○國井輝明議長 木村議員。 



 - 78 -

○木村寿太郎議員 ありがとうございました。 

  スタートする前には、有利な補助金制度が大

分あるというふうにお聞きしていますし、私ど

もは何年後になるかわかりませんがそれを大い

に期待しなくてはならないわけでございますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

  そして、観光については寒河江市でも十分い

ろんな形で進めようと思っているわけでござい

ますけれども、やはり何だかんだ言っても地元

の皆さんの観光客を迎えるホスピタリティー、

それこそが一番大事だと思います。だから、慈

恩寺を幾ら皆さんここで頑張ってやったとして

も、市民に知れ渡って、市民の一人一人が慈恩

寺のよさを売る気持ちがなければ、絶対今後観

光には結びついていかないと思いますし、ぜひ

そのような機会を大いに設けて頑張っていかな

ければなりませんので、他人ごということでは

なくて、皆さん大いに頑張っていただいて、こ

の寒河江市の発展に寄与できればと思っており

ます。そして、最終的には先ほど市長からもあ

りましたように天童の若松寺、山寺とか、それ

から出羽三山等を加えながら、世界遺産に結び

つけるような、そんな体制づくりをぜひつくっ

てほしいものだと私どもは期待しているところ

でございます。そんな期待を込めながら、私の

一般質問を終わらせていただきます。ありがと

うございました。 

 

内藤 明議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号13番から15番までにつ

いて、15番内藤 明議員。 

○内藤 明議員 おはようございます。 

  去る４月26日に行われました市議会議員の選

挙を経て、この質問席にまた立つことができま

して、私の喜びとするところでありますけれど

も、市民の皆さんには心から感謝を申しあげた

いというふうに思います。 

  なお、先日の当選証書付与式の際に、市長の

祝辞の中にありましたが、「議員も市民との中

でさまざまな公約をしてきているので、ぜひそ

の実現に向けて頑張ってほしい」と、こういう

ふうなお話がございました。私も市民の願いを

いっぱい背中に背負ってきておりますので、ぜ

ひよろしくお願いしたいというふうに思ってい

るところでございます。 

  それでは、通告番号の13番、寒河江市国民健

康保険税条例の改正について、市長にお伺いを

したいと思います。 

  去る５月27日に、平成30年度に国民健康保険

の運営主体を市町村から都道府県に移すことを

柱にした医療制度改革関連法案が参議院本会議

で賛成多数で可決成立をいたしました。この関

連法は、国保の財政基盤の強化をうたってはお

りますけれども、大阪社会保障推進協議会事務

局長で衆議院厚生労働委員会の医療保険制度関

連法案審議の参考人として出席した寺内順子さ

んは、「国保の都道府県化は厚労省の悲願だっ

た。しかし、都道府県下で国保料は安くならな

い」と断言して、その理由として「納付額を示

された市町村は、納付率が９割であっても納付

額は10割になるようにするだろう。そこで保険

料が上げられる懸念がある」と述べておられま

す。そして同法は、企業の健保組合や公務員の

共済組合の負担をふやすなど、加入者や患者の

負担増につながる見直しが含まれているほか、

患者の負担増では入院時の食事代を段階的に引

き上げ、18年度には現行１食260円を460円にす

るなど、国民の中にも反対の多い内容となって

おります。 

  さて、本題に移りますけれども、さきの議員

懇談会におきまして、寒河江市国民健康保険税

条例の改正点について説明がなされました。そ

れによりますと、27年度の１人当たりの税額で

26年度と比較し9.7％増で、１世帯当たり7.6％

の増と試算しておられます。また、改正理由と
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して１、国保税軽減幅の拡大、所得・固定資産

税の減による国保税の減、２、退職者医療制度

の廃止に伴う交付金の減、３、がん、循環器系

疾患等の増、医療技術の高度化による保険給付

費の増など、３点を挙げておられます。しかし、

その主なものは制度の変更であったり、現行制

度のもとでの減収であったりすることから、国

保税の納税者全体から賛同を得るには難しい状

況にあるというふうに思います。 

  そこで、初めに医療費の適正化という点でお

伺いをしたいと思いますが、適正化については

これまでレセプト点検や適正受診の指導など各

種施策を講じられているというふうに思います

けれども、ここでは後発医薬品、ジェネリック

医薬品についてお尋ねをしたいと思います。 

  現在、医療機関で処方されている医薬品の中

で、後発医薬品がある割合はどのぐらいなのか、

まずお答えをいただきたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 医療機関で処方された医薬品の

中で後発医薬品がある割合につきましては、近

年の状況を申しあげますと平成23年度が

62.99％、24年度が62.46％、25年度が64.56％、

26年度が66.46％という状況になっております。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 次に、その中でジェネリック医

薬品が処方された使用率について伺いたいと思

います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 後発医薬品がある医薬品の中で、

後発医薬品が処方された使用率については、平

成23年度が44.03％、24年度が50.86％、25年度

が53.48％、26年度が62.81％ということで、

年々使用率が上がってきている状況になってお

ります。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 お聞きしますと結構高い使用率

になっているようでありますけれども、なおや

っぱり引き上げる必要があるというふうに思い

ますが、それぞれ今までも後発医薬品を使うこ

とについて努力をされてきているというふうに

思いますけれども、その対策について改めて伺

いたいというふうに思いますが、一つは医療機

関への対応策について伺いたいと思います。ど

のようになされているのか、お答えを願いたい

と思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 医薬品の処方というのは、申し

あげるまでもなく医師の医療行為でありますこ

とから、市としてはこれまで後発医薬品の使用

促進について特別な要請などは行っておりませ

んでしたが、処方箋が先発医薬品限定でなけれ

ば、薬局において薬剤師が患者に対して後発医

薬品の薬効あるいは先発医薬品との費用の差額

などの説明を行いながら、患者に選択をしても

らっているという状況であります。しかしなが

ら、今後御指摘のようにさらに後発医薬品の普

及促進というものを図っていくためには、医療

機関の理解と協力が不可欠でありますので、国

保連合会などを通じて医師会などに要請しても

らえるよう働きかけてまいりたいというふうに

考えております。 

○國井輝明議長 内藤議員 

○内藤 明議員 ぜひそのような対応策をお願い

したいというふうに思います。聞くところによ

りますと、医師によっては先発医薬品のほうが

効率がいいというふうに思われている方もある

というふうにお聞きをしておりますので、それ

でまたその薬を勧められるというふうな患者の

お話なんかも伺っておりますので、ぜひそうし

たことについての対応策をお願いしたいなとい

うふうに思っているところでございます。 

  次に、被保険者についての対応策はどのよう

になされているのかをお尋ねしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 改めて申しあげるまでもないわ
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けでありますけれども、ジェネリック医薬品、

後発医薬品というのは先発医薬品の特許が切れ

た後に、同じ有効成分でつくられる薬でありま

す。効き目や安全性は新薬と同じと厚生労働省

が認めたものでございます。また、値段も新薬

の３割から６割と安くなっているわけでありま

すけれども、患者さんによっては「飲みなれた

薬のほうがいい」と言う方もいらっしゃるよう

でありますし、値段が安いと効き目がよくない

ような気がするというような先入観を持たれる

方もいらっしゃるようでありますので、こうし

た誤解や不安を払拭して、後発医薬品の普及を

進めていくことが大事でありますので、市にお

きましては、毎年８月に被保険者証を更新する

際に一緒に後発医薬品に関するチラシや、また

後発医薬品の使用を希望する意思表示用のシー

ルをあわせて同封をして、シールを保険証やお

薬手帳に張ってもらうことによって後発医薬品

使用の割合を引き上げようというふうに努めて

いるところであります。また、市報であります

とか、１市６町の共同広報紙「みんなの国保」

などに後発医薬品についての記事を掲載したり、

さらには「福祉のまち大会」などにおいてポス

ターあるいはチラシを配布したりというふうに、

広報に努めているところでございます。 

  また、毎年３月と10月の年２回、後発医薬品

の差額通知を行って、経費節減効果についての

理解を深めることによって、使用促進を図って

いるところであります。 

  加えて、子育て支援医療など福祉医療の受給

者の方についても、後発医療品の使用について

理解と協力をお願いしていく必要があるという

ふうに考えているところでございます。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 次に、医療費が高くなっている

原因というものに例えば高齢者の皆さんである

とか、そうした方々で、もちろんさまざまな病

気を抱えてのことだというふうに思いますけれ

ども、複数の医療機関を受診されて、薬を処方

されている被保険者にあっては無駄が多いとい

うふうなことが指摘をされております。そこで、

多重受診をされている方に対する対応について

はどのようになさっているのか伺いたいと思い

ます。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 現在、国におきまして１人の患

者の方の薬の服用歴をまとめて管理する、いわ

ゆる「かかりつけ薬局」の推進というものを目

標に掲げているところでございます。この方針

によって、患者に対して複数の医療機関から出

されます処方箋を一つの薬局において一元的に

把握・管理することが可能になるということで

ありまして、飲み合わせによる副作用を未然に

防止する、あるいは医療費の適正化にもつなが

るということであります。寒河江市としても、

ぜひこの制度の普及に努めていきたいというふ

うに考えているところでございます。 

  複数の医療機関を受診して薬を処方されてい

る方を実際ピックアップして指導するというよ

うなことは現在やっておりませんけれども、今

後健診の結果、あるいはレセプト情報などを有

効活用することによって、疾病予防対策あるい

は医療費の適正化に向けた対応などについても

検討していく必要があるというふうに考えてお

ります。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 ありがとうございます。 

  私は医療費の適正化といいますか抑制を図る

ためには、ジェネリック医薬品の使用率を引き

上げていくことが大きな課題になるんじゃない

のかなというように思っております。そのため

に、引き上げる目標率を定めていくことが大事

なんじゃないのかなというふうに思っていると

ころでありますが、そう思っていた矢先に時を

同じくして去る５月26日に経済財政諮問会議で

厚生労働大臣は医療費の抑制策としてジェネリ
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ック医薬品の普及率を16年度末で60％、20年度

末で80％とするという目標を設定したというふ

うにマスコミで報じられております。このよう

に、一定の目標を設定しながら後発医薬品の使

用率を引き上げていくということが重要なこと

だというふうに思いますけれども、市長の御見

解をいただきたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 御案内のとおり、厚労省により

ますと2015年度の国の医療費の見込みは約46兆

円、2020年には54兆円になるというところであ

りまして、そのうちの約２割が薬剤費であると

いうふうに言われておりますが、御質問のよう

に後発医薬品の普及割合が80％ということにな

りますと、医療費は約１兆3,000億円の削減に

なるというようなことが言われているところで

ございます。そういう意味で、年々増加する社

会保障費を何とか抑制する一つの方策として後

発医薬品の普及というのは大きな役割を果たし

ていくというふうに私どもも認識をしていると

ころであります。 

  ただ、実際に後発医薬品の使用割合を高めて

いくということになりますと、保険者の皆さん

のみならず行政機関、もちろん医療機関、それ

から調剤薬局の皆さん、被保険者の皆さんの協

力が欠かせないわけであります。ぜひ皆さん方

の理解と協力をいただきながら進めていくとい

うことが大事だろうというふうに思います。 

  目標年次の設定につきましても、国の状況な

どを十分参考にしながら検討していきたいとい

うふうに考えております。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 次に、国保税の負担軽減につい

て伺いたいと思いますけれども、初めにここ最

近５年間の本市における国保税の収納率の状況

についてお伺いをいたします。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 国保税のここ５年間の収納状況、

現年分でありますけれども申しあげますと、平

成22年度が91.85％、平成23年度が91.7％、平

成24年度が91.97％、25年度が92.55％、26年度

は４月末現在でありますけれども91.76％とい

うふうになっております。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 これは一般分ですよね。例えば

退職者分と合わせたやつですか。合算したやつ

ですか。（「合算です」の声あり） 

  それでは、滞納分は含まれているんですか、

これについて。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほども申しましたけれども、

これは現年分で、滞納繰り越し分は入っており

ません。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 滞納分も含めますともう少し上

がるのかなというふうに思いますけれども、そ

れは置いておきます。 

  次に、税負担の公平性の確保という視点で伺

いたいと思いますが、収納率の向上対策につい

てどのようになされているのか伺いたいと思い

ます。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 国保税の収納率向上対策につい

ては、基本的に先ほど若干御指摘がありました

が増加傾向にある収納未済額の解消、そして運

営基盤の強化という観点から４つの対策を実施

しているところでございます。 

  １つには、納税相談等の充実ということであ

りまして、毎週月曜日に窓口業務を午後６時半

まで延長して、納税相談などを行っているわけ

であります。また、特別納税相談日として５月、

12月、３月の年３回、日曜日を含む１週間、平

日は午後７時まで延長して、日曜日は午後４時

まで納税相談などを行うなど、相談体制の充実

を図っているところでございます。 

  ２つ目は、滞納整理の促進を図るということ
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でございます。滞納整理におきましては、滞納

処分の執行停止の的確な運用、悪質な滞納者に

対しては差し押さえ等の毅然とした処分を行っ

ているところでございます。 

  ３つ目の対策としては、納税コールセンター

の活用でございます。新規滞納者発生の未然防

止と、累積滞納者の抑止を図るため、電話での

納付の案内を行っているところでございます。 

  ４つ目の対策としては、納付環境の整備とい

うことでございます。国保税の納付が平成26年

度からコンビニでの納付が可能となっているわ

けであります。時間や場所を気にせずに納付が

できるというふうになっているところでありま

す。 

  こうした対策などを通じて、今後とも収納率

の向上につながるよう対策を講じてまいりたい

というふうに考えておるところでございます。

そして税の公平感が失われることのないよう、

鋭意努力して、国保税の確保に努めてまいりた

いというふうに考えております。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 いろいろ御努力なさっているこ

とについてはお伺いをいたしました。それでも

なおやっぱり滞納者がいるということは大変残

念なことでありますけれども、先日遠藤議員の

御質問にもあったかというふうに思うんですが、

ちょっと私聞き漏らしたので、滞納件数と滞納

額がここでおわかりになれば教えていただきた

いと思いますが、おわかりになりますか。現在

の。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 滞納繰り越し分を申しあげます

と、件数で2010件、金額で２億3,717万7,855円

というふうになります。これに現年分が合わさ

るということになります。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 その中から不納欠損額が出てい

くんだろうというふうに思いますけれども、国

民健康保険の健全財政化と安定的な運営につい

ては、重要事業の要望等にもありますけれども、

国に対する健康保険事業の公費負担割合の引き

上げの要望というのは私も当然のことであると

いうふうに思っておりまして、これは喫緊の課

題であります。国保事業を賄うためには増税と

いうのも一つの方法ではありますけれども、と

いうよりもこれまでは全国の市町村、つまり保

険者にあってはこれが普通のやり方だというこ

とで行われてきたというふうに私も思っており

ます。しかし、最近では先日もありましたとお

り納税者の大変厳しい台所事情があって、増税

を行わずに一般会計から繰り入れをするという

ような保険者がふえております。本市において

も、さきの３月定例会でも行われましたけれど

も、予算の中で市税収入のところを見るまでも

なく、非常に納税者の課税所得が伸び悩んでい

るというようなことを見ますと、さらにこれに

加えて国保の給付基金が底が見えるといいます

か、そういう状況にあるわけでありますから、

この際一般会計よりダイレクトに国保財政に繰

り入れをして、納税者の負担軽減を図るべきで

はないのかなと、こういうふうに私は思ってい

るところでございます。このことについて、市

長の御見解を伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 一般会計からの繰り出しについ

ては、さきの遠藤議員の御質問にもお答えをし

ましたが、国民健康保険の制度に基づいて保険

税あるいは国、県の支出金などで財源を賄って

いくということがまず基本だろうというふうに

思っております。６月補正でも国保の基金のほ

うに1,000万円ということで、当初ではペナル

ティー分として2,000万円ということで、合わ

せて3,000万円を繰り出しさせていただいてお

りますけれども、何とかそういう厳しい財政状

況を支援していくということで、我々も努力を

させていただいております。そういう意味で、
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御質問のような直接的な繰り出しなどについて

は、議会のほうでも我々もこれから一緒に議論

をしていくべき課題の一つになるのではないか

というふうに考えているところであります。そ

ういう意味で、現時点では先ほど来お話があり

ましたけれども、本来的な国の制度としてやっ

ぱり国庫の負担率を上げていくということにつ

いて強く要望しながら、またこれから予定され

る県への運営主体の移管などについて、ぜひ

我々は市町村あるいは被保険者の負担増になっ

ていかないようなことを要望し、あるいは見守

っていく必要があるというふうにも思います。 

  また、市自体として取り組む課題としては、

先ほどお話し申しあげましたけれども収納率の

確保あるいは向上策、あるいは医療費の適正化

などを進めながら、さらには疾病予防、健康づ

くり対策を強化していきながら、適正な医療水

準というものを図っていく、努めていくという

ことが必要かというふうに認識をしております。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 市長が今お答えになりましたと

おり、その基本的な考え方は私もわかります。

そうであってほしいというふうに思いますけれ

ども、しかしだんだん地方の納税者は大変な状

況があるわけでありまして、全国的に見ますと

先ほど私が申しましたように一般会計から法定

外という形で繰り入れるところが大変多くなっ

てきております。これは理由は簡単でありまし

て、市長もすぐおわかりになるというふうに思

いますけれども、医療給付費が上がる一方で、

それに反して納税する側の被保険者はだんだん、

さっき言いましたように課税所得が少なくなっ

ていくと。そしてまた加入している方々が自営

業者あるいは年金生活者、それから職のない

方々、あるいは非正規の労働者などが多くおら

れまして、その上に年齢も高くなってきている

ということで、なかなか先ほど申しあげました

ように課税所得が上がらないというようなこと

からして、その上で国庫負担金がずっと減じら

れてきているというような状況の中で、これ以

上住民の負担をふやすことはできないというよ

うなことから、住民の生活の破壊を招くんじゃ

ないかということで、そうした対応が全国的に

なされてきているということは御承知かという

ふうに思いますけれども、そういうことに対す

る市長の御見解といいますか、ほかの自治体で

はこうやってるんだよということに対する市長

の御見解を承りたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 全国的に見ますといろんなそう

いう取り組みを進めている自治体も多々あると

いうことは承知をしているところでありますし、

我々もそういう意味で何とか負担の軽減を図る

ための知恵を絞りながら繰り出しをさせていた

だいている状況であります。そういうことを実

施しながら、国のほうに声を大きくして要望し

ていくという状況であります。いろんな取り組

み状況なども十分これからも見させていただき

ながら、市として本来的な市民の安全・安心な

生活を守るための施策というものがどうあるべ

きかということを踏まえて、いろいろ対応を検

討していく必要があるというふうに認識をして

おります。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 いろいろと対応を検討させてい

ただきたいというようなことでありますけれど

も、最近は余り言わなくなりましたけれども、

一般会計から国保等へ財政を投入すると、そう

でない保険に加入している方々から不公平感が

出てくるというようなことがずっと言われてお

りました。最近は余りそうは言わなくなりまし

たね。やっぱり昨今の状況が反映されているの

かなというふうに思っているわけでありますが、

つまり私は、最後のとりでだと市長も言われた

ことが、要望書にも書いてありましたけれども、

そういうふうに思っています。一つのセーフテ
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ィーネットであるというような国保という考え

方からすれば、市民にも理解を得られるという

ふうに思いますね。そして、いつか退職をなさ

った後とか国保に加入するという状況からすれ

ば、それは市民にも理解が得られるというふう

に思うところでありますけれども、つまり企業

会計と特別会計は違いますけれども、市立病院

の運営とさほど違わないというふうに私は思う

んですね。国民健康保険というふうに銘打って

いますけれども、最近は市民健康保険というふ

うに言ってもよさそうな形に変わりつつあるな

と思っているんですね。そのような全国的な状

況を見ると。したがって、それぞれの市町村で

負担率も違いますし、運用の面でも違うところ

が出てきておりますので、ぜひさらに御検討い

ただきたいというふうに思っているところであ

ります。 

  なお、先ほど答弁に一般会計からの繰り入れ

についてもいろいろ議会の中で御議論いただき

たいという話がございました。私も議会の中で

議論するのはやぶさかではありません。大変結

構なことだというふうに思っていますけれども、

というよりもただ単に一般会計からの繰り入れ

が是か非かということではなくて、私は逆に市

長に御提言をさせていただきたいというふうに

思いますけれども、一般会計からそうした法定

外繰り入れも検討する中で、例えば秋田県の横

手市でやっているような、国保事業の財政健全

化計画というのをつくっておりますけれども、

比較的短い、実施期間が２年間ぐらいのものを

つくっているわけでありますけれども、そうい

うものを議会側に示していただきまして、そこ

の中で議論をさせていただくというのが一番い

いのではないのかなというふうに思いますので、

ぜひそうしたものを早急につくっていただいて、

議論をする場をつくっていただくようにお願い

をしたいというふうに思います。30年には県に

移管といいますか、保険者が変わるわけであり

ますから、まずは年月もまだ少しあります、し

たがって市民の負担ができるだけ少ないような

形で進めていただきますように、そうした健全

計画のようなものをつくっていただくことをお

願いしまして、そのことについての御見解を伺

いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 国保財政の健全化、我々も非常

に願っているところでありますので、そうした

先進的な取り組みなどについては大いに研究を

させていただいて、参考にしていきたいという

ふうに考えておるところでございます。 

○國井輝明議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は11時15分といたします。 

 休 憩 午前１１時００分  

 再 開 午前１１時１５分  

○國井輝明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  内藤議員。 

○内藤 明議員 続いて、通告番号14番の住みや

すいまちづくりということでお尋ねをしたいと

思います。 

  初めに、左沢線と山形新幹線の乗り継ぎにか

かる待ち時間短縮による利便性の向上について

お尋ねをいたしたいと思います。 

  住みやすいまちづくりを進めることは、定住

人口や交流人口をふやすことにつながるとされ、

多くの自治体で競い合うように施策が実施され

ているところであります。そうした中で、本市

のような地理的な条件にあるところは、首都圏

などからの定住人口や交流人口をふやす上でロ

ーカル線への乗り継ぎの待ち時間が最大のネッ

クだという指摘があります。最近は待ち時間が

少し短くなっているような気もしますが、それ

でも40分もの乗り継ぎ時間をとられたのでは、

どうしても敬遠されがちであるというふうに言

われております。左沢線と山形新幹線の発着ホ

ームの移動距離や、障がい者の方々のことなど
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を考えれば、一定の待ち時間は必要であります

けれども、ＪＲ東日本株式会社等に要請をする

などして、対応を講ずべきであるというふうに

思いますけれども、市長の御見解を伺いたいと

思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 現在、通常のダイヤでのＪＲ左

沢線と山形新幹線の山形駅での乗り継ぎ時間は、

上りで平均26分、下りで平均38分というふうに

なっておりますが、特に午後に東京駅を出発す

る山形新幹線については、最終を除いて左沢線

との乗り継ぎでは山形駅における平均待ち時間

が45分を超えるということで、大変不便を来し

ておりまして、左沢線の利用拡大を図る上から

も解決しなければならないというふうに認識を

しているところでございます。 

  これまで沿線及び西村山の２市６町で構成を

いたしますＪＲ左沢線対策協議会におきまして、

ＪＲ東日本仙台支社と左沢線の営業所に対して

乗り継ぎ時間の改善を初め、さまざまな課題に

ついて、左沢線の利便性向上について毎年要望

をしてきたところであります。先月の15日には、

ＪＲ東日本の仙台支社を訪問いたしましたが、

その際にも乗り継ぎ時間の改善について改めて

要望をしてきたところでございます。 

  こうした要望に対して、ＪＲとしては山形駅

と北山形駅間の線路を左沢線と仙山線で共用し

ているため、仙山線の列車ダイヤも考慮する必

要があること、また線路が単線構造になってい

るため、線路の行き違いに必要な時間等も考慮

した列車ダイヤとする必要があることなど、さ

まざまな制限があるために、早急に改善するこ

とは難しいという返事をこれまでいただいてい

るところでありますが、我々としては何とか御

指摘のように利便性の向上、住みやすいまちと

いう意味での公共交通機関のＪＲ左沢線をさら

に利用しやすくしていく必要があるというふう

に考えております。そういう意味では、市民あ

るいは沿線住民の念願でありますので、引き続

き協議会、さらには関係機関と一体となって要

望活動を展開してまいりたいというふうに考え

ております。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 確かに今市長が答弁されたとお

り、特に下りの乗り継ぎが非常に不便を来して

いるという状況があるようでございます。私も

ここで時刻表を見させてもらっているんですが、

上りは最近比較的よくなったというふうに市民

の方々も申されておりますし、またいろんなか

かわりで寒河江に来られる方もそういうふうに

言われております。そういうことで、さらにい

ろいろな対応をしていただきたいというふうに

思っているところでありますけれども、寒河江

との交流人口をふやしていくことは非常に重要

なことでありますから、ぜひそこをさらに今後

力を加えていただいて、御要望をお願いしたい

というふうに思っております。技術的にどうに

もならないというのであればそれはいたし方な

いことでありますけれども、これまでとは違っ

てやっぱりＪＲもサービス業に徹するというよ

うなことだろうというふうに理解をいたしてお

りますので、そうしたところについてはさらに

沿線住民を代表する形で御要望いただきたいと

いうふうに思っているところであります。 

  私らもそんなに上京する機会なんてありませ

んけれども、やっぱり40分という時間になりま

すと、例えば天童を通過して新庄まで行く列車

に乗りますと、天童で駅にとめますと、例えば

車で天童まで行って、そこから往復して天童に

また帰ってきて寒河江まで帰ってくる時間帯で

すと、もう家に到着しているんですね、その待

ち時間の中で。ですから、そういうふうなとこ

ろでの不便さも感じているようでありますし、

特に首都圏から来る人は、向こうの電車は５分

あるいは３分置きに来るわけでありますから、

40分、50分となりますと非常に苦痛を感じると
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いうふうなことをよく言われております。そう

いうことで、さらなる住みやすいまちというこ

とで、さらに交流人口や定住人口をふやすとい

うふうな意味からして、重大な施策であるとい

うふうに思いますので、さらに力を加えていた

だきたいというふうに思います。 

  次に、市内企業の社員募集に係る情報発信等

の支援について伺いたいと思います。 

  寒河江市内には技術的にすぐれた企業も多く

あり、首都圏からの学卒の優秀な専門職を求め

たいと希望している会社もあるというふうに伺

っております。しかし、一企業としての情報発

信には限界があるために、首都圏において定期

的な就職説明会などを実施するような支援策が

欲しいというふうなことが言われております。

県外から市内の企業に職を求めることは、定住

人口をふやすだけでなく、専門職としての将来

も嘱望されますし、ひいては企業の発展にもつ

ながることが期待されるわけであります。本市

でも希望する企業を募るのだとして、首都圏に

おいて求人情報を発信する支援策を講じてはど

うかというふうに考えますが、市長の御見解を

伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 27年４月のハローワーク寒河江

発表の寒河江市内における有効求人倍率、専

門・技術職種では2.15倍、生産工程職種では

1.11倍、輸送・機械運転職種では1.77倍という

ふうに高い水準を保っているところであります。

また、早急に社員や優秀な専門職を求める企業

においては、ハローワーク寒河江管内だけでな

くて広く県内外に求人をしているという状況の

ようでございます。 

  市におきましては、現在県が設置をする県外

に居住する方がＵターン、Ｉターン就職を希望

する方の相談に応じる山形県Ｕターン情報セン

ター、そしてＵターン、Ｉターン就職希望者に

対して県内企業の求人情報の提供を行い、企業

の求人開拓を後押しする「やまがた21人材バン

ク」を通して求人企業あるいは求職者双方にウ

ェブサイトや電子メールなどを用いて情報提供

を実施しているところであります。 

  また、県のほうでこの11月に新たに立ち上げ

る就活情報サイトがあるわけでありますけれど

も、首都圏などの学生に市内の企業を知ってい

ただく大変大きな有効な機会でありますので、

寒河江中央工業団地振興協会など関係団体を通

じて広く企業のほうから登録をしていただき、

積極的に活用していきたいというふうに考えて

いるところであります。 

  そういうことで、市としては市単独でよりも

少し県全体として大きくこういうことをしてい

ったほうが優秀な学生も集まりやすいというこ

とで、規模を拡大した取り組みが有効というふ

うに考えておりますので、県や国の関係機関と

情報を共有しながら、市報あるいは市のホーム

ページなどで都内や県内を会場に行われる就職

面接会あるいは就職ガイダンス開催などのお知

らせを行うなどして、支援を続けていきたいと

いうふうに考えております。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 市長が答弁されたとおり、やっ

ぱり集まるほうからしても規模が大きいほど集

まりやすいといいますか、いろんな職種がある

というふうに思いますので、ぜひそういうふう

に対応をお願いしたいというふうに思います。 

  次に、市民主権の市政運営ということでお尋

ねをしたいと思いますが、初めに各種審議会等

の委員に対する任命書や、あるいは当選証書等

の氏名に敬称を用いることについてお尋ねをし

たいと思います。 

  このことについては前にも申しあげたことが

あるんですが、私は市民主権と言われるこの時

代にあって、こうした書類の市民に敬称を用い

ないということに少し違和感があります。役所

の長い慣習があって、そのようにしているもの
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というふうに思いますけれども、この際そうし

た市民に対して敬称を用いるようなことをして

はいかがというふうに思いますが、市長の御見

解を伺いたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 審議会などの委員等を依頼する

場合、もともと「委嘱」という用語が使われて

いたというふうにも思いますが、現在は任命と

いうことであります。これは市の職員が職や地

位につける場合に用いられると、任命というこ

とであります。公務員法の規定によりまして、

審議会の委員なども公務員というふうになった

ために、市の職員と同様に「任命」の用語が用

いられるようになったというふうに解説をされ

ているところであります。そういった関係から、

審議会等の委員の任命書については現在の市の

職員の任命書と同様に様式上は敬称を記載しな

いということが通例になっているというふうに

も思います。ただ、実際は民間の学識経験者な

どを任命する場合には必要に応じて敬称を記載

することができるというふうになっているとこ

ろでございますし、実際の辞令交付式で名前な

どを読み上げる際には敬称の記載の有無にかか

わらず敬称を用いているというのが実態かとい

うふうにも思います。今後、御指摘の点もあり

ますので、他の市の対応などを調査もしていき

ながら、敬称を記載する方向で検討していきた

いというふうに考えております。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 同じようなことで、選挙管理委

員長にもお尋ねしたいと思いますが、さきの当

選証書付与式の際にも同じようなことを私は感

じておりましたので、同様の質問をさせていた

だきたいと思います。 

○國井輝明議長 兼子選挙管理委員長。 

○兼子昭一選挙管理委員長 当選証書へ敬称等を

用いることについて、現在の対応について申し

あげます。 

  当選証書とは、選挙に当選したことを証明す

るため、当選人に選挙管理委員会から交付され

る「証書」であることは御案内のとおりであり

ます。また、「証書」とは文字等をもって何ら

かの事実を表示し、その表示された内容が証拠

となり得るものとされておりますので、感謝状

等とは違い、当選証書には敬称を記載しないこ

ととするのが通例であると認識いたしておりま

す。このことから、当選証書への敬称は記載し

ないこととしておりますが、お名前を読み上げ

る際には敬称を用いているところであります。

今後は他の選挙管理委員会での対応等を調査し、

研究してまいりたいと考えておるところでござ

います。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 委員長から大変おかたい回答を

いただきましたけれども、そんなにかたく考え

ることはないと私思っているんですが、つまり

証書に書いていないことを読まれて、名前に敬

称がついていないのに、例えば私の場合ですと

「内藤 明殿」と、こういうふうに委員長おっ

しゃるんですね。じゃあ何でそんな呼び方をさ

れるのか、逆に私疑問に思うんですが、今の時

代にあって、証書とはそういうものだろうとい

うふうに私も思います。別に敬称なんかついて

いなくても証書にはなるわけでしょう。という

ふうに私は思うんですよ。ですから、ほかの自

治体ではどういうふうになっているかわかりま

せんけれども、そうしたことの気持ちを、つま

り敬称をつけて呼ばれた気持ちを大事になさっ

て、ぜひ御検討いただきたいというふうに思い

ます。 

  最後に、損害賠償の額の決定に係る議案等の

中で、請求者に敬称を用いることについてお尋

ねをしたいというふうに思っております。 

  通常、損害賠償の請求は過失割合の少ないほ

う、あるいは相殺して過失の小さいほうが請求

するものであって、そういう意味では敬称があ
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ってしかるべきだというふうに思います。とこ

ろが議案書にはこうした敬称がありません。請

求者がこれを目にしたら、気分を害するんじゃ

ないのかなと思います。今、いろんな形で情報

が流れますので、議案書の作成等にあっては役

所に一定の書式があるのかどうかわかりません

けれども、損害賠償の額の決定に係る請求者の

氏名等にも私は敬称を用いるような形で改めて

はどうなのかなというふうに思っているわけで

ありますが、市長の御見解を伺いたいと思いま

す。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 損害賠償の場合の敬称を議案書

に記載するということについては、これまで事

実関係をあらわすことに主眼を置いて、敬称を

略して議会に諮ってきたという経緯があろうか

というふうに思いますが、御指摘の点なども十

分理解できる点がございますので、今後いろい

ろ他の事例なども調査をして、研究していかな

ければならないというふうに思います。他の事

例という点で言いますと、個人情報保護の観点

から自治体の判断によって議案書の中に請求者

の住所、氏名を記載しないというところもある

ようであります。そうした方法もいろいろ調査

をしながら検討して、もちろん議会のほうにも

御相談をさせていただきながら、よりよい方法

に向けて検討していきたいというふうに考えて

いるところであります。 

○國井輝明議長 内藤議員。 

○内藤 明議員 今までいろんな形で研究したり

御検討されたりすることが多々あるというよう

なことで御答弁をいただきました。ぜひ私の意

のあるところを酌んでいただいて、前向きな結

果になることを御期待して、私の一般質問を終

わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

石山 忠議員の質問 

 

○國井輝明議長 通告番号16番について、８番石

山 忠議員。 

○石山 忠議員 ６月定例会の最後の一般質問と

なりました。よろしくお願いしたいと思います。 

  通告番号16番、歴史のまちづくりについて。 

  地域の特徴、伝統を生かした魅力の競い合う

時代、個性的なまちづくりのために特に慈恩寺、

平塩熊野神社、寒河江八幡宮を生かしたまちづ

くりについてお伺いをいたします。 

  私は、今般の市議会議員選挙において「市民

の目線で心豊かに暮らせるまちに」を信条とし

て、人づくり・まちづくり・夢づくりを進め、

自信が持てる寒河江をつくるために取り組むこ

とを訴えてまいりました。そこで、このたびは

市民が幸せを感じるための夢づくりとして、伝

統文化の継承・保存の観点から質問させていた

だきます。 

  市長は、平成27年度の市政運営の要旨の中で、

歴史と文化を生かし、新たな文化を育む人づく

りとして、昨年国の史跡に指定された慈恩寺旧

境内や、慈恩寺のみならず大江氏関連の史跡や

古文書を初め、無形民俗文化財などの保存・伝

承に取り組むことを述べられています。 

  まず、慈恩寺について、市長初め関係各位の

御努力により国の史跡指定を受けられましたこ

とについて敬意と感謝を申しあげます。 

  京都国立博物館の主任研究員は、「慈恩寺は

東北では平泉と並ぶ文化財の宝庫。慈恩寺を知

らない学芸員はいない」と断言されていますし、

美術界でも「慈恩寺を知らないのはもぐり」と

言う方もいるそうです。 

  そこで、慈恩寺「悠久の魅力」向上基本計画

推進協議会が５月18日に開催されたと伺ってい

ますが、協議を踏まえて今後の文化財としての

慈恩寺振興についてどのようにお考えなのかお



 - 89 -

伺いいたします。 

  なお、慈恩寺観光については木村議員も御質

問なさっておりますので、重複を避けた範囲で

お願いしたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 先ほども御答弁申しあげたわけ

でありますけれども、慈恩寺「悠久の魅力」向

上基本計画推進協議会については、慈恩寺「悠

久の魅力」向上基本計画の推進のためにことし

の２月２日に発足をいたしました。 

  今後の慈恩寺の振興策については、御案内の

とおり国史跡区域内の整備と、その周辺の整備

というものを計画的に進めていくことにしてい

るところであります。 

  国史跡区域内については、今年度と来年度に

「史跡慈恩寺旧境内保存管理計画」というもの

を策定して、国の指導を得ながら、史跡の整備

と保存・管理に取り組んでいくことにしている

ところであります。 

  また、史跡の周辺の整備については、さきの

基本計画に基づいてさまざまな事業を推進して

いくということにしているわけでありますが、

特に早期建設の要望が強いガイダンス施設につ

いては、できれば今年度概要をまとめていきた

いというふうに考えているところであります。 

  今後基本計画と、それから２カ年で策定をす

る保存管理計画の調整を十分図りながら、ある

程度長期的な視点なども踏まえて、地元の皆さ

んとも一体となって整備を進めていきたいとい

うことを基本的に考えているところでございま

す。 

○國井輝明議長 石山議員。 

○石山 忠議員 御答弁ありがとうございます。 

  今の御答弁の中で、区域内については保存計

画、それから周辺については基本計画に基づい

て進めてまいるというお話を伺いました。進め

るに当たりまして、史跡指定というのは出発だ

というふうに思います。これから正念場を迎え

るのかなと。そのための基本計画であり、ある

いは保存計画であろうと思いますので、ぜひ検

討の状況等を公開しながら、住民参加により身

近な計画の作成がなされることを御期待申しあ

げたいと思います。特に慈恩寺は仏像群のみな

らず建造物においても、また地元の棟梁の心意

気でつくった三重塔など、他に類を見ないさま

ざまな史跡がございますので、ぜひそれらにつ

いての保存計画あるいは振興策をぜひしっかり

と進めていただきたいということを御要望申し

あげたいと思います。 

  続いて、平塩熊野神社についてお伺いをいた

します。 

  熊野神社は日本最大級の神像、伝十王像や仏

像を鋼で刻んだ平安末期の銅鏡２面のほか、平

塩舞楽を伝える慈恩寺とあわせ、寒河江の持つ

全国有数の歴史史跡と言われています。文化財

としての熊野神社の振興策と、あわせて平塩で

は舞楽の後継者や特に稚児舞の後継者に不安を

抱えているとお伺いをしました。貴重な文化遺

産の伝承のために、どのように取り組んでいか

れるのかお伺いをしたいと思います。 

○國井輝明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 本市には、国指定無形民俗文

化財であります慈恩寺舞楽、県指定無形民俗文

化財としての平塩舞楽など３件、市指定無形民

俗文化財として幸生田植え踊りなど７件があり

まして、それぞれ地域の皆さんが保存会を組織

して保存・伝承活動に熱意を持って取り組んで

おります。 

  教育委員会といたしましても、文化財の保

存・活用を図るために文化財保護事業費補助金

交付要綱を設けまして、国や県と連携しながら

保存会等による文化財の修理や保存事業を支援

しているところでございます。 

  御指摘の平塩舞楽の後継者の問題につきまし

ては、少子高齢化など社会全体が抱える問題と

密接にかかわっておりまして、他の保存会にも
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共通する課題であるというふうに認識しており

ます。まずは保存会において地域住民も交えた

話し合いや、積極的な後継者確保、人材育成の

取り組みを進めていただくことが肝要と考えま

すが、平塩舞楽は県指定文化財でもありますの

で、教育委員会といたしましても県と協議しな

がら、保存会の伝承活動を支援してまいりたい

と思っております。 

○國井輝明議長 石山議員。 

○石山 忠議員 文化財の伝承というのは限られ

た地域になる場合が多うございます。そういっ

た意味では、今教育長から御答弁ありましたよ

うに、平塩地区のみ、あるいは氏子のみという

ことでの伝承、継承というのは、少子高齢化の

時代は大変難しくなっているのかなというふう

に思っています。また、県指定の文化財と市指

定の文化財、取り扱いが相当違いますけれども、

これについては後ほど触れさせていただきます

が、ぜひ地域の状況等をつぶさにお調べになっ

た上、さらにお話し合いを進めた上で、氏子の

みでなくて続けられるような、そういった保存

会の組織のあり方もあるのではないかなどとい

うことも御提言をしながら進めていただければ

ありがたいなというふうに思っています。 

  続いて、寒河江八幡宮についてお伺いいたし

ます。 

  寒河江八幡宮は建久２年、1191年、寒河江荘

地頭、大江広元公の長男、親広公が鎌倉鶴岡八

幡宮を勧請したことに由来すると言われていま

す。寒河江大江氏の支配は、第18代高基まで実

に395年の長きにわたるもので、その間、寒河

江城の西方に八幡宮を置き、鎌倉八幡宮で行わ

れておりました豊饒への流鏑馬儀式を取り入れ

るなど、小鎌倉と言われる城下町を整備しまし

た。寒河江市民のよりどころである寒河江八幡

宮の歴史の伝承についての取り組みについてま

ずお伺いをしたいと思います。 

○國井輝明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 寒河江八幡宮の歴史の伝承に

ついてでありますが、大江氏ゆかりの文化財が

ございますけれども、大江氏というのは御案内

のとおり鎌倉時代から戦国時代までの約400年

間にわたって寒河江地方を支配いたしまして、

多くの大江氏関係の文書や絵図など貴重な文化

財が残されております。 

  現在、大江氏ゆかりの文化財としては、寒河

江大江氏家臣の郷目貞繁の絵図や、大江寒河江

城図、天分本大江系図など７件が市の有形文化

財に、また13代大江知広、同夫人の墓地が市の

史跡に指定されております。 

  大江氏ゆかりの文化財については、教育委員

会において歴史文化財保存業務の中で調査を進

め、必要とあれば市文化財保護委員会に審議を

委ねまして、引き続き指定による保存伝承を図

ってまいりたいと考えております。 

  また、寒河江八幡宮に関しては、平成23年に

県指定無形民俗文化財になった「寒河江八幡宮

流鏑馬」のほか、市指定有形文化財の「寒河江

八幡宮本殿及び拝殿」、同じく八幡宮所有の

「流鏑馬図」など、貴重な文化財が県や市の指

定を受けて保存、活用が図られております。特

に流鏑馬につきましては、流鏑馬保存会の要望

を受けまして、市としても後継者の育成、伝承

活動を積極的に支援するため、今年度「流鏑馬

伝承事業」に対して助成することにしていると

ころでございます。 

○國井輝明議長 石山議員。 

○石山 忠議員 大江公のゆかりの文化財等につ

いて御紹介をいただきましたけれども、保存業

務の中で対応してまいりたいということでござ

いました。先ほどの熊野神社とも関連があるの

ですけれども、やはりあの神社において、ある

いは氏子においてさまざま苦労がなされており

ます。それについても十分把握をしていただき

たいなということを申しあげながら、次に進み

たいと思います。 
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  これらの文化財、有形、無形を問わず保存・

伝承の取り組みのためには歴史資料館というの

が必要になってくるのではないかなということ

は前から言われておりましたし、私も思ってお

ります。 

  寒河江八幡宮の前の通りは流鏑馬通りの名称

を用いるなど、八幡宮に縁の深い六供町、特に

八幡宮にかかわる六供集や山伏修験の中心であ

った旧服装学院の跡地の活用について伺ってま

いりたいと思います。 

  この跡地利用については、なか保育所の移転

の話題もあるようですけれども、保育所につい

てフローラ内に開設するなどということも検討

してはいかがでしょうか。そのことを含めて、

御見解を賜りたいと思います。 

○國井輝明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 それでは、まず歴史資料館の

建設について私からお答えを申しあげたいと思

います。 

  歴史資料館の建設につきましては、以前から

歴史美術館の整備構想がございまして、そのこ

とをおっしゃられていることと存じます。ただ、

昨年12月議会の一般質問で市長がお答えしてお

りますように、寒河江服装専門学校跡地の有効

利用につきましては、庁内で検討されていると

ころでありますので、一緒になって対応を考え

てまいりたいというふうに思っております。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 私のほうからは、なか保育所に

ついてフローラ内に開設してはどうかというよ

うな御提案でありますけれども、保育所の設置

に関しては現在は県の保育所設置認可等事務取

扱要領というものに基づいて設置をしていると

いうことでありまして、それによりますと保育

所としては独立した建物とするという規定があ

るわけであります。そういう意味からすれば、

なか保育所をフローラ内に設置をするというこ

とについては県が示しております設置の要件に

は満たさないというふうになるのではないかと

いうふうに考えているところでございます。 

○國井輝明議長 石山議員。 

○石山 忠議員 旧服装学院の跡地の利活用につ

いて、特に歴史のまちをつくっていく、あるい

は関連の深い地域に特に有望なといいますか、

使いやすい土地ができたということが一つの歴

史資料館的なものをつくってはどうかという発

案でございましたし、それに合わせて保育所は

独立した建物でなければいけないということが

あったんですが、市民との触れ合いなど、そう

いったちょっとこれまで例のないような保育施

設というのも検討の課題になるのかなというこ

とでお伺いしたところでございました。特に歴

史資料館等についてはぜひ実現できるように御

努力をお願いしたいというふうに思います。 

  次に、平成22年11月に寒河江八幡宮流鏑馬保

存会、寒河江市観光協会、寒河江市商工会の３

会長名で要望いたしましたグリバーに流鏑馬馬

場の設置についてをお伺いいたします。 

  先ほど教育長からもありましたように、これ

まで流鏑馬保存会や奴保存会、氏子青年神輿会

に対し、後継者育成のため、寒河江ふるさと塾

形成事業や、県指定無形民俗文化財寒河江八幡

宮流鏑馬伝承事業での御支援に感謝をしながら、

さらに伝統文化の継承・発展のために馬場の設

置実現のために取り組まれることをお願いした

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 グリバーさがえに流鏑馬場、流

鏑馬の馬場を設置するという御質問であります

が、先ほど石山議員からもありましたが、平成

22年11月22日に流鏑馬保存会、それから市の観

光協会、それから商工会の３会長連名で要望を

いただいているところであります。要望の内容

としては、先ほど御質問にもありましたが、グ

リバーさがえの利用の一つの手段として伝統あ

る民俗文化財の流鏑馬を観光資源として活用し
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たいという趣旨であります。その馬場をどこに

設置するかということについても、管理棟のあ

る堤防のり面下と、水面広場の間の平場を利用

して、延長350メートル、幅２メートルの区間

に砂を敷いて、水面広場側に的を射るという構

想のようでございました。この堤防ののり面は

御案内のとおり傾斜が緩やかについております

から、流鏑馬を鑑賞するにも最適だというよう

なことで、この場所をぜひお願いしたいという

ような御要望であったわけであります。 

  現在、御案内のとおりグリバーさがえについ

ては24年に完成をして、25年から河川敷の特徴

ということでカヌーなどを中心にしてイベント

等多彩な事業を展開しているところでございま

す。今後ともさらに利用を拡大していく、推進

していくために、多目的な利活用を一層考えて

いかなければならないというふうにも思います。 

  市としては、先ほど教育長が答弁いたしまし

たように、流鏑馬保存会に対しては後継者育成

のための支援というものをことしから始めてお

りますが、この馬場の設置についてもその支援

の状況などを十分、取り組み状況なども見きわ

めながら、今後関係者と協議を重ねていく必要

があるというふうに考えているところでありま

す。 

○國井輝明議長 この際、暫時休憩いたします。 

  再開は午後１時といたします。 

 休 憩 午前１１時５９分  

 再 開 午後 １時００分  

○國井輝明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  石山議員。 

○石山 忠議員 流鏑馬馬場についての御答弁、

ありがとうございました。 

  流鏑馬保存会では、民俗文化財の継承・発展

のために、通年の鍛錬として流鏑馬の馬場が欲

しいという話があったのですが、先ほども申し

述べましたように、教育委員会の御厚意といい

ますか御努力によりまして伝承事業の補助を受

けたということで、今年は馬をリースの形で借

用いたしまして、１カ月程度子供たちとともに、

あるいは一般市民のために教室等を開きながら、

自分たちの技術アップのために努力をしてまい

りたいという考え方でいるようでございます。

これらの一つのよりどころとして、グリバーの

多目的利活用の一つの形として実現に御支援を

いただければありがたいなというふうに思いま

す。 

  以上、地域の特徴、伝統を生かした魅力の競

い合う時代と言われる今日、寒河江市を代表す

る３つの文化財を核として、個性あふれるまち

づくりを進めることが、市長が市政運営の要旨

で述べられておられます「歴史と文化を生かし、

新たな文化を育む人づくり」につながるものと

思います。 

  このように、すぐれた歴史遺産を持つ寒河江

市にとっては追い風が吹いていると捉え、大げ

さな表現かもしれませんが寒河江市の改造計画

について述べてみたいと思います。 

  「寒河江は明るく近代的なまちに一変したが、

半分物足りない」という感想を漏らした友人が

いました。「多くの人たちが築いてきたまちの

記憶、歴史のにおいが足りない」と言うのです。

まちの品格を高めるためには、文化財の宝庫、

歴史遺産のまちとして文化力アップが必要だと

思います。 

  そこで、市の顔である駅前あるいは駅舎に鎌

倉武士や勇壮な流鏑馬の姿を駅舎の外装デザイ

ン、またはモニュメントに採用してはいかがで

しょうか。内部にも慈恩寺のほか平塩の神像や

伝承されてきた文化財の迫力ある写真を掲示し

てはいかがでしょうか。さらに、市役所ロビー

を活用し、ミニ展示場を開設できないものでし

ょうか。御所見を承りたいと思います。 

○國井輝明議長 佐藤市長。 

○佐藤洋樹市長 何点か御質問をいただきました
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が、私からは駅前のデザインあるいはモニュメ

ントの採用についてお答えをしたいというふう

に思います。 

  御案内のとおり、寒河江駅あるいは駅前につ

いては、左沢線の利用のみならず、さまざまな

面で、特に駅前の広場については市民の憩いの

場所として利用していただいているわけであり

ます。例えば「神輿の祭典」でありますとか、

あるいは年間５回ほどするんですかね、「チェ

リーマルシェ」でありますとか、また地元の盆

踊り大会などということで、にぎわいを創造し

て、イベント会場として利用していただいてい

るわけであります。 

  先ほどモニュメントという御質問でありまし

たけれども、モニュメントについては駅の南側

の噴水の中にさくらんぼのモニュメントがある

わけであります。北側には無限のエネルギーの

象徴としてのホルサがあるわけでありますね。

まずそういった形で、何とか駅前の品格をつく

っているというふうに思います。 

  また、駅だけでなくてその周辺などについて

歴史的な整備ということであれば、駅から八幡

宮、それから流鏑馬の馬場をめぐるコースとい

うことで、平成22年度にヒストリーロードをつ

くったところであります。これは寒河江の基礎

をつくった、先ほど来お話ありましたけれども

大江氏の史跡など寒河江の歴史をめぐる散策路

になっております。 

  それから、フローラ寒河江前から寒河江八幡

宮の入り口までの道路は流鏑馬通りということ

でありまして、流鏑馬通りについてはまちづく

りの委員会などをつくって、門前町の歴史と文

化の香る町並みを形成していくという取り組み

を進めてきております。あんどんや流鏑馬をモ

チーフにしたのぼり旗、そしてことしにはＬＥ

Ｄの街路灯なども設置をして、門前町のイメー

ジアップに努めてきているというふうに思いま

す。 

  御質問の鎌倉武士や勇壮な流鏑馬の姿を駅舎

あるいは駅前の広場にデザインまたはモニュメ

ントとして設置をしてはどうかということであ

ります。スペースの関係もありますけれども、

地元のまちづくり推進委員会、あるいは「神輿

の祭典」のフィナーレの場所でもありますから、

神輿会などとも十分意見交換をしながらしてい

く必要があるというふうに考えておりますので、

御指摘の点については今後の研究課題というふ

うにさせていただければというふうに思います。 

○國井輝明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 私からは文化財の写真掲示、

それから市役所ロビーのミニ展示場のことにつ

いてお答えをしたいと思います。 

  昨年、市制施行60周年を記念いたしまして、

寒河江市再発見事業というのを実施いたしまし

た。市役所では、白岩ののぼり旗展、市立図書

館では平塩熊野神社展、ハートフルセンターで

は慈恩寺三カ院展などを開催いたしまして、多

くの市民の方々に市内のすぐれた文化財を見て

いただく機会を提供したところであります。い

ずれも大変好評を博したというところでありま

す。 

  また、寒河江駅自由通路には、慈恩寺の国史

跡指定の機運を盛り上げるとともに、山形ＤＣ

に向けて慈恩寺の木造十二神将立像などの迫力

ある写真パネルを展示したところでございます。 

  ただし、これらの公共施設につきましては、

スペース等の問題もございまして、常設するの

は難しい面もありますので、今後とも機会を捉

えて文化財の写真等の展示などを検討してまい

りたいと考えております。 

○國井輝明議長 石山議員。 

○石山 忠議員 最初にミニ展示場のことでちょ

っとお話しさせていただきますが、白岩ののぼ

り旗等いろいろな市の伝承物について展示の機

会を設けられたということは承知しております

し、それらについてはたくさんの方々が見に来
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られたということも存じ上げているつもりです。

ただし、常設というふうになってきますとなか

なか難しいのかなということで、取っかえ引っ

かえできるものとすれば市のロビー等の活用と

か、あるいは図書館というとなかなか難しいん

でしょうけれども、不特定多数の方々がいつで

も見られるような準備をする、そういったこと

も取り組みとしては大きく効果があるのではな

いかということを思ったから申しあげたところ

でございました。 

  次に、市長のほうからも答弁がありました。

ヒストリーロードとか、あるいはグリーナリー

ロードとかアートロードとか、過去にこのこと

について御質問したことがありましたけれども、

これらについても市民の方たちが十分その内容

を理解しているかどうかということについては

大変な疑問を持ってございます。さらに、現在

市内各所にある史跡などの注意標に加えて、わ

かりやすい説明板等を設置するということも考

えてはいかがかなというふうな思いを持ってい

たところでございます。 

  そんなことで、展示場については通年誰でも

いつでも見られるような対応ができないものか

ということ、それから説明板という必要性をど

のように捉えておられるかについて御見解を賜

りたいと思います。 

○國井輝明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 展示場につきましては、これ

からいろいろな観点から検討を加えて、よりよ

い展示の仕方などを考えさせていただきたいと

いうふうに思っております。 

  それから、市内にございます標柱の説明板の

件でございますが、教育委員会が所管する文化

遺産に係る標柱としては、昭和61年度から３カ

年で実施した「ふるさと歴史百選」事業により

まして設置したものがございます。これは市民

の投票をもとに、ふるさとのすぐれた文化遺産

を100カ所選定いたしまして、地権者の御理解

と御協力のもと、100基の標石を設置いたしま

して、先人のすぐれた文化遺産を長く後世に伝

えようとするものでございます。あわせて、

「ふるさと歴史百選」の解説書を発刊いたしま

して、市民の郷土の歴史に関する理解を深める

ことに大いに役立てていただいたものと思って

おります。 

  標柱に説明板を設置してはとの御意見であり

ますが、標柱のほかにさらに広いスペースが必

要であることや、土地所有者の理解を得なけれ

ばならないこと、事業費などの課題も多いこと

などから、今後これまでの解説書の改訂も含め、

文化遺産の説明の仕方などを十分に研究させて

いただきたいと思っております。 

○國井輝明議長 石山議員。 

○石山 忠議員 今、各所で新しいまちづくりを

進めている自治体が多くございますけれども、

それらの中でいろいろな標柱を立てたり、ある

いは文化財のみならずその地域のことを紹介す

るものがたくさん出ていますけれども、相当い

ろんな形で工夫をして、場所をとらない、ある

いは石柱にはめ込む、いろんな方法をとってい

るようでございます。そんなことで、今教育長

の話では検討を加えるということでございます

ので、ぜひそういった事例なども参考にしなが

ら、誰が来てもその地域がわかる、ものがわか

る、歴史がわかる、そんな取り組みを進めてい

ただければありがたいというふうに思います。 

  まちづくりは市と市民の主体的な努力が基本

だと思います。地域づくりの第一歩は、歴史を

知ることからスタートすることにより、地域愛

が高まり、地域への愛が湧いてまいります。市

民がまちをつくり、まちが市民をつくるのです。

地元学、寒河江学を進め、寒河江人をつくるこ

とが地方創生、寒河江創生に結びつくと考えて

います。 

  そんな中で、これは昭和63年に大江公入部

800年祭の際に小学校の副読本的につくられた
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冊子がございますけれども、これらも歴史を知

る上では大変貴重なものかなと思いますし、タ

イムリーなものかと思います。そんなことで、

これらも宇井 啓先生たちが監修をしてつくっ

ていますけれども、これも地元を知るという意

味では大変有効なものではないかと、寒河江人

をつくるための大きな手だてになるのではない

かというふうに思います。豊臣秀吉や徳川家康

は歴史で習いますけれども、大江広元、親広は

習いません、なかなか。そんなことで、地元学

のすすめ、いろんな形で努力をされていること

は存じていますし、いろんな講座がすぐ満杯に

なると好評なことも存じ上げております。そん

なことでも、こんなものがあるんだと、寒河江

ふるさとの歴史大江公物語、こんなことも取り

組みの中に含められたらよろしいのではないか

ということを御提案申しあげておきたいと思い

ます。 

  熊野神社、慈恩寺、寒河江八幡宮のほか、多

くの史跡や田植え踊りや獅子舞など、先ほど教

育長の答弁にもありましたけれども、民俗芸能

も数多く、生活に根差した伝統行事も多くあり

ます。さらに、臥龍太鼓などそれぞれの努力で

歴史をつくってきた団体もありますが、後継者

や経費などそれぞれが課題を背負っていると伺

っています。多くの歴史的財産を保存・伝承す

るために、市指定文化財に限る寒河江市文化財

保護条例のほか、例えば一つの例ですけれども

慈恩寺保存条例のような文化財保護のための対

策、ルールを定め、恒久的な財政支援を図るべ

きと考えますけれども、いかがでしょうか。 

○國井輝明議長 草苅教育長。 

○草苅和男教育長 御案内のとおり、地方自治体

は文化財保護法及び条例に基づきまして、その

区域内に存する重要な文化財の保存と活用に必

要な措置を講ずることとなっております。本市

においては、文化財保護法の規定に基づきまし

て、文化財保護の基本となる寒河江市文化財保

護条例を定め、市指定の有形無形文化財等の指

定等について規定しているところであります。

また、あわせまして文化財保護事業費補助金交

付要綱というのを定めまして、文化財を管理及

び修理、保存する事業を行う文化財の所有者等

に対して補助金を交付し、文化財の保存と活用

を図るための活動を支援しているところでござ

います。 

  なお、この補助金交付要綱では、法や条例の

趣旨を踏まえまして、市内に存する文化財であ

れば国や県の指定であるか否かにかかわらず、

これまでも補助対象としてきておりまして、今

後とも国や県と連携しながら、財政支援を行っ

てまいりたいと考えておりますので、御理解を

賜わりたいと思います。 

○國井輝明議長 石山議員。 

○石山 忠議員 補助金の交付要綱等でいろいろ

と文化財に対する支援はありますけれども、こ

こでは申しあげませんが額についてはなかなか

厳しいものがあるというふうに理解をしており

ます。そのために、他制度あるいは国県の制度

等の活用について、いろいろと御支援あるいは

御努力をされているということも存じ上げてお

りますけれども、それ以上地域の実情というの

は大変厳しゅうございますので、いろいろと情

報などを提供していただきながら、各文化団体

の、あるいは文化施設、そういったものの継

承・発展にこれまで以上の御支援を賜りたいと

いうふうに要望申しあげます。 

  まとめとして、まとめるためには要点は３つ、

３つしか覚えていないとは中坊元日弁連会長の

話だそうですが、寒河江には全国に誇るべき歴

史資産がある、これが１つ目です。２つ目、寒

河江の顔である寒河江駅を中心に文化力を高め、

歴史のまちを打ち出す。３つ目、市と市民が連

携して、まちを知る運動を進める。 

  日本文化、和の文化に国内のみならず世界の

注目が集まっています。今をチャンスと捉え、
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歴史のまちづくりに取り組まれることを望みま

して、質問を終わります。ありがとうございま

した。 

 

   散    会    午後１時２０分 

 

○國井輝明議長 以上をもちまして本日の日程は

終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 
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   議事日程第４号       第２回定例会 

   平成２７年６月５日（金）  午前９時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 議第４２号 平成２７年度寒河江市一般会計補正予算（第１号） 

 〃  ２ 議第４３号 平成２７年度寒河江市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 〃  ３ 議第４４号 寒河江市国民健康保険条例の一部改正について 

 〃  ４ 議第４５号 寒河江市国民健康保険税条例の一部改正について 

 〃  ５ 議第４６号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の一部変更について 

 〃  ６ 議第４７号 寒河江市公共下水道寒河江市浄化センターの建設工事に関する協定の締結に

ついて 

 〃  ７ 議第４８号 平成２６年度西村山地区視聴覚教育協議会会計歳入歳出決算の認定について 

 〃  ８ 請願第２号 ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）交渉における国会決議の厳守を求める請願 

 〃  ９ 請願第３号 ＴＰＰ交渉に関する請願 

 〃 １０ 請願第４号 ＴＰＰ交渉に関する国会決議の実現に関する請願 

 〃 １１ 請願第５号 雇用の安定を求める請願 

 〃 １２ 請願第６号 年金積立金の安全かつ確実な運用に関する請願 

 〃 １３ 請願第７号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるための２０

１６年度政府予算に係る請願 

 〃 １４ 請願第８号 「戦争法」に反対する請願 

 〃 １５ 質疑 

 〃 １６ 予算特別委員会設置 

 〃 １７ 委員会付託 

   休  憩 

   再  開 

 〃 １８ 寒河江市議会予算特別委員会正副委員長の互選結果報告について 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第４号に同じ 

 

 

 

   再    開    午前９時３０分 

 

○國井輝明議長 おはようございます。 
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  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員は、10番沖津一博議員で

あります。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、議事日程第４号によって進め

てまいります。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 日程第１、議第42号平成27年度

寒河江市一般会計補正予算（第１号）から日程

第14、請願第８号「戦争法」に反対する請願ま

での14案件を一括議題といたします。 

 

質     疑 

 

○國井輝明議長 日程第15、これより質疑に入り

ますが、所属する委員会の審査案件に関する質

疑は極力控えるとともに、概括的な質疑にとど

めていただくようお願いいたします。 

  初めに、議第42号平成27年度寒河江市一般会

計補正予算（第１号）に対する質疑はありませ

んか。内藤議員。 

○内藤 明議員 第７款の商工費の関係でお尋ね

をしますが、具体的な内容について教えていた

だきたいと思います。 

○國井輝明議長 秋場商工振興課長。 

○秋場礼子商工振興課長 お答えいたします。 

  企業誘致推進事業の補助金に係る補正予算で

ございますけれども、株式会社マイスターが用

地を取得いたしましたので、それに対する補助

金を追加して計上したものでございます。 

○國井輝明議長 ほかに質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第43号平成27年度寒河江市国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）に対する質疑

はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第44号寒河江市国民健康保険条例の

一部改正についてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第45号寒河江市国民健康保険税条例

の一部改正についてに対する質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第46号辺地に係る公共的施設の総合

整備計画の一部変更についてに対する質疑はあ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第47号寒河江市公共下水道寒河江市

浄化センターの建設工事に関する協定の締結に

ついてに対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第48号平成26年度西村山地区視聴覚

教育協議会会計歳入歳出決算の認定についてに

対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、請願第２号ＴＰＰ（環太平洋経済連携

協定）交渉における国会決議の厳守を求める請

願に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、請願第３号ＴＰＰ交渉に関する請願に

対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、請願第４号ＴＰＰ交渉に関する国会決

議の実現に関する請願に対する質疑はありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、請願第５号雇用の安定を求める請願に

対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、請願第６号年金積立金の安全かつ確実

な運用に関する請願に対する質疑はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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  次に、請願第７号教職員定数改善と義務教育

費国庫負担制度２分の１復元をはかるための

2016年度政府予算に係る請願に対する質疑はあ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、請願第８号「戦争法」に反対する請願

に対する質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

予算特別委員会設置 

 

○國井輝明議長 日程第16、予算特別委員会の設

置についてお諮りいたします。 

  議第42号については、議長を除く15人を委員

に選任して構成する予算特別委員会を設置し、

これに付託の上審査することにしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第42号については、議長を除く15

人を委員に選任して構成する予算特別委員会を

設置し、これに付託の上審査することに決しま

した。 

 

委 員 会 付 託 

 

○國井輝明議長 日程第17、委員会付託でありま

す。 

  このことにつきましては、お手元に配付して

おります委員会付託案件表のとおり、それぞれ

の所管の委員会に付託いたします。 

 

 

 

 

 

 

 委員会付託案件表  

委 員 会 付 託 案 件 

総務産業常任委員会 

議第４５号、議第４６号、

議第４７号、請願第２号、 

請願第３号、請願第４号、 

請願第５号、請願第８号 

厚生文教常任委員会 

議第４３号、議第４４号 

議第４８号、請願第６号 

請願第７号 

予算特別委員会 議第４２号 

 

○國井輝明議長 この際、暫時休憩いたします。 

 休 憩 午前 ９時３６分  

 再 開 午前 ９時５５分  

○國井輝明議長 休憩前に引き続き会議を再開し

ます。 

 

寒河江市議会予算特別委員会 

正副委員長の互選結果報告に 

ついて 

 

○國井輝明議長 日程第18、寒河江市議会予算特

別委員会正副委員長の互選結果報告についてで

あります。 

  休憩中に予算特別委員会が開催され、正副委

員長が互選されましたので、御報告いたします。 

  予算特別委員長、石山 忠議員、予算特別副

委員長、佐藤耕治議員。以上でございます。 

 

   散    会    午前９時５５分 

 

○國井輝明議長 本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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平成２７年６月１２日（金曜日）第２回定例会 

 

○出席議員（１６名） 

   １番  國  井  輝  明  議員     ２番  古  沢  清  志  議員 

   ３番  佐  藤  耕  治  議員     ４番  渡  邉  賢  一  議員 

   ５番  伊  藤  正  彦  議員     ６番  遠  藤  智 与 子  議員 

   ７番  太  田  芳  彦  議員     ８番  石  山     忠  議員 

   ９番  阿  部     清  議員    １０番  沖  津  一  博  議員 

  １１番       登 代 子  議員    １２番  工  藤  吉  雄  議員 

  １３番  柏  倉  信  一  議員    １４番  木  村  寿 太 郎  議員 

  １５番  内  藤     明  議員    １６番  杉  沼  孝  司  議員 

○欠席議員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  丹 野 敏 晴  副 市 長 

草 苅 和 男  教 育 長  兼 子 昭 一  
選挙管理委員会 
委 員 長 

木 村 三 紀  農業委員会会長  菅 野 英 行  
総務課長（併）
選挙管理委員会
事 務 局 長 

月 光 龍 弘  政策企画課長  伊 藤 耕 平  
さがえ未来創成
課 長 

宮 川   徹  財 政 課 長  松 田 幸 彦  税 務 課 長 

小 林 友 子  市民生活課長  芳 賀 弘 明  建設管理課長 

森 谷 孝 義  下 水 道 課 長  原 田 真 司  
農林課長（併）
農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

秋 場 礼 子  商工振興課長  松 田   仁  
さ く ら ん ぼ 

観 光 課 長 

阿 部 藤 彦  健康福祉課長  佐 藤 浩 之  高齢者支援課長 

竹 田   浩  子育て推進課長  小 畑 広 明  
会 計 管 理 者 
（兼）会計課長 

軽 部 賢 悦  水道事業所長  土 屋 恒 一  病 院 事 務 長 

山 田 健 二  学校教育課長  荒 木 信 行  生涯学習課長 

大 沼 孝一郎  監 査 委 員  安孫子 和 広  
監 査 委 員 
事 務 局 長 

○事務局職員出席者 

丹 野 敏 幸  事 務 局 長  佐 藤   肇  局 長 補 佐 

山 田 良 一  局 長 補 佐  渡 邊 拓 也  総 務 係 長 
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   議事日程第５号        第２回定例会 

   平成２７年６月１２日（金）  予算特別委員会終了後開議 

 

   再  開 

日程第 １ 寒河江市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 

 

  （予算特別委員会付託関係） 

日程第 ２ 議第４２号 平成２７年度寒河江市一般会計補正予算（第１号） 

 〃  ３ 予算特別委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃  ４ 質疑・討論・採決 

 

  （総務産業常任委員会付託関係） 

日程第 ５ 議第４５号 寒河江市国民健康保険税条例の一部改正について 

 〃  ６ 議第４６号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の一部変更について 

 〃  ７ 議第４７号 寒河江市公共下水道寒河江市浄化センターの建設工事に関する協定の締結に

ついて 

 〃  ８ 請願第２号 ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）交渉における国会決議の厳守を求める請願 

 〃  ９ 請願第３号 ＴＰＰ交渉に関する請願 

 〃 １０ 請願第４号 ＴＰＰ交渉に関する国会決議の実現に関する請願 

 〃 １１ 請願第５号 雇用の安定を求める請願 

 〃 １２ 請願第８号 「戦争法」に反対する請願 

 〃 １３ 総務産業常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 １４ 質疑・討論・採決 

 

  （厚生文教常任委員会付託関係） 

日程第１５ 議第４３号 平成２７年度寒河江市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 〃 １６ 議第４４号 寒河江市国民健康保険条例の一部改正について 

 〃 １７ 議第４８号 平成２６年度西村山地区視聴覚教育協議会会計歳入歳出決算の認定について 

 〃 １８ 請願第６号 年金積立金の安全かつ確実な運用に関する請願 

 〃 １９ 請願第７号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるための２０

１６年度政府予算に係る請願 

 〃 ２０ 厚生文教常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 ２１ 質疑・討論・採決 

 

日程第２２ 議会案第３号 ＴＰＰ交渉に関する意見書の提出について 

 〃 ２３ 議会案第４号 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元に係る意見書の提
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出について 

日程第２４ 議案説明 

 〃 ２５ 質疑・討論・採決 

 〃 ２６ 常任委員会及び議会運営委員会の閉会中における委員会調査申出並びに委員派遣承認要求

について 

   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第５号に同じ 

 

 

 

   再    開    午後１時５５分 

 

○國井輝明議長 ただいまから本会議を再開いた

します。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  ここで、本日の会議運営について議会運営委

員長報告を求めます。工藤議会運営委員長。 

   〔工藤吉雄議会運営委員長 登壇〕 

○工藤吉雄議会運営委員長 本日の会議運営につ

いては、去る６月11日、議会運営委員会を開催

し協議いたしましたので、その結果について御

報告申しあげます。 

  初めに、本日追加されます案件について申し

あげます。 

  追加案件は、寒河江市選挙管理委員会委員及

び補充員の選挙について、議会案第３号ＴＰＰ

交渉に関する意見書の提出について、議会案第

４号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度

２分の１復元に係る意見書の提出について、常

任委員会及び議会運営委員会の閉会中における

委員会調査申出並びに委員派遣承認要求につい

ての４案件であります。 

  追加案件の取り扱いについては、初めに日程

第１で寒河江市選挙管理委員会委員及び補充員

の選挙についてを行うこととしました。さらに、

日程第22、議会案第３号及び日程第23、議会案

第４号を一括上程した後、日程第24で議案説明、

日程第25で質疑・討論・採決を行い、日程第26

で常任委員会及び議会運営委員会の閉会中にお

ける委員会調査申出並びに委員派遣承認要求に

ついてお諮りすることとしました。 

  以上、よろしくお取り計らいくださるようお

願い申しあげ、御報告といたします。 

○國井輝明議長 お諮りいたします。 

  本日の会議運営は、ただいまの議会運営委員

長報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議運営は議会運営委員長報

告のとおり決定いたしました。 

  本日の会議は、議事日程第５号によって進め

てまいります。 

 

寒河江市選挙管理委員会委員 

及び補充員の選挙について 
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○國井輝明議長 日程第１、寒河江市選挙管理委

員会委員及び補充員の選挙を行います。 

  初めに、選挙の方法についてお諮りいたしま

す。 

  寒河江市選挙管理委員会委員及び補充員の選

挙は、地方自治法第118条第２項の規定により

指名推選の方法によりたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は指名推選によることに

決しました。 

  次に、指名の方法についてお諮りいたします。 

  寒河江市選挙管理委員会委員及び補充員の指

名は、議長において行いたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議長において指名することに決しま

した。 

  最初に、寒河江市選挙管理委員会委員を指名

いたします。 

  寒河江市選挙管理委員会委員には、児玉憲司

氏、昭和21年12月20日生まれ、寒河江市西根２

丁目４番５号、尾形賢美氏、昭和23年７月12日

生まれ、寒河江市大字日田523番地、秋場 元

氏、昭和25年１月28日生まれ、寒河江市仲谷地

１丁目４番地の４、伊藤志保子氏、昭和26年12

月26日生まれ、寒河江市小沼町126番地、以上

の方を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま指名いたしました方を寒河江市選挙

管理委員会委員の当選人と定めることに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました児玉憲司

氏、尾形賢美氏、秋場 元氏、伊藤志保子氏が

寒河江市選挙管理委員会委員に当選されました。 

  次に、寒河江市選挙管理委員会補充員を指名

いたします。 

  寒河江市選挙管理委員会補充員には、荒木隆

一氏、昭和22年８月10日生まれ、寒河江市大字

柴橋979番地の７、輕部秀子氏、昭和22年10月

１日生まれ、寒河江市大字白岩261番地、大泉

啓子氏、昭和25年３月８日生まれ、寒河江市高

田３丁目188番地、奥山健一氏、昭和29年８月

25日生まれ、寒河江市大字白岩2458番地の２、

以上の方を指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま指名いたしました方を寒河江市選挙

管理委員会補充員の当選人と定め、補充の順位

についてはただいま指名した順とすることに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、ただいま指名いたしました荒木隆一

氏、輕部秀子氏、大泉啓子氏、奥山健一氏、以

上の方が寒河江市選挙管理委員会補充員に当選

されました。 

  なお、その順位は指名を読み上げた順による

ことに決しました。 

  ただいま寒河江市選挙管理委員会委員及び補

充員に当選された方に対し、会議規則第32条第

２項の規定により告知することにいたします。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 日程第２、議第42号平成27年度

寒河江市一般会計補正予算（第１号）を議題と

いたします。 

 

予算特別委員会の審査の 

経 過 並 び に 結 果 報 告 

 

○國井輝明議長 日程第３、予算特別委員会の審
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査の経過並びに結果報告であります。 

  予算特別委員長報告を求めます。石山予算特

別委員長。 

   〔石山 忠予算特別委員長 登壇〕 

○石山 忠予算特別委員長 予算特別委員会にお

ける審査の経過と結果について御報告申しあげ

ます。 

  本委員会に付託になりました案件は、議第42

号平成27年度寒河江市一般会計補正予算（第１

号）であります。 

  ６月５日、委員15名中14名出席のもと委員会

を開会し、議第42号を議題とし、質疑の後、各

分科会に分担付託し審査することにいたしまし

た。 

  各分科会の審査の経過については、本日再開

されました委員会で詳しく報告されております

ので省略させていただきますが、各分科会とも

原案を了とすべきものと決した旨の報告があり

ました。 

  各分科会委員長報告の後、委員長報告に対す

る質疑を行い、討論を終結し、採決に入りまし

た。議第42号を採決の結果、全会一致をもって

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で予算特別委員会における審査の経過と

結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第４、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議第42号平成27年度寒河江市一般会

計補正予算（第１号）を採決いたします。 

  本案に対する委員長報告は可決であります。 

  本案は、委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第42号は原案のとおり可決されま

した。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第５、議第45号寒河

江市国民健康保険税条例の一部改正についてか

ら日程第12、請願第８号「戦争法」に反対する

請願までの８案件を一括議題といたします。 

 

総務産業常任委員会の審査の 

経 過 並 び に 結 果 報 告 

 

○國井輝明議長 日程第13、総務産業常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  総務産業常任委員長報告を求めます。太田総

務産業常任委員長。 

   〔太田芳彦総務産業常任委員長 登壇〕 

○太田芳彦総務産業常任委員長 総務産業常任委

員会における審査の経過と結果について御報告

申しあげます。 

  本委員会は、６月５日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  付託されました案件は、議第45号、議第46号

及び議第47号、並びに請願第２号から請願第５

号まで及び請願８号の８案件であります。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第45号寒河江市国民健康保険税条

例の一部改正についてを議題とし、当局の説明

を求め質疑に入りましたが、質疑もなく、採決

の結果、全会一致をもって原案のとおり可決す

べきものと決しました。 
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  次に、議第46号辺地に係る公共的施設の総合

整備計画の一部変更についてを議題とし、当局

の説明を求め質疑に入りましたが、御報告する

質疑もなく、採決の結果、全会一致をもって原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第47号寒河江市公共下水道寒河江市

浄化センターの建設工事に関する協定の締結に

ついてを議題とし、当局の説明を求め質疑に入

りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「汚泥棟を工事するに当たり、その

期間中は汚泥処理がとまるということなのか。

そのまま稼働しながら工事できるということな

のか」との問いがあり、当局より「現在２台あ

る汚泥脱水機の１台を交換するということで考

えておりますので、汚泥処理の運転はとめずに

工事を進めていくことになります」との答弁が

ありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、請願第２号ＴＰＰ（環太平洋経済連携

協定）交渉における国会決議の厳守を求める請

願、請願第３号ＴＰＰ交渉に関する請願、及び

請願第４号ＴＰＰ交渉に関する国会決議の実現

に関する請願については、同様の趣旨の請願で

あるため、一括議題とすることをお諮りし、異

議なく了承されたため、請願第２号、請願第３

号及び請願第４号を一括議題とし、担当書記に

よる請願文書朗読の後、審査に入りましたが、

質疑、意見等もなく、討論に入りました。 

  討論の内容を申しあげます。 

  委員より「３つの請願があるわけですが、そ

れぞれの団体から強い危機感を持って最終局面

に向けてはしっかり国会決議を守って農業を守

ってくるという趣旨だと思いますので、賛成を

していただきたい」との意見がありました。 

  討論を終結し、請願第２号、請願第３号及び

請願第４号を一括して採決することをお諮りし、

異議なく了承されたため、一括採決とし、採決

の結果、請願第２号、請願第３号及び請願第４

号は全会一致をもって採択すべきものと決しま

した。 

  次に、請願第２号、請願第３号及び請願第４

号が採択すべきものと決しましたので、請願第

２号、請願第３号及び請願第４号に係る意見書

について、請願第２号、請願３号及び請願第４

号の請願が同様の趣旨であることから、一つに

まとめて提出することをお諮りし、異議なく了

承されたため、担当書記による意見書案朗読の

後、審査に入りましたが、質疑、意見等もなく、

採決の結果、全会一致をもって意見書案のとお

り議会案を提出することに決しました。 

  次に、請願第５号雇用の安定を求める請願を

議題とし、担当書記による請願文書朗読の後、

審査に入りましたが、質疑、意見等もなく、討

論に入りました。 

  討論の内容を申しあげます。 

  委員より「残業代がゼロになって、結婚もで

きない、あるいは家庭をもつくっていけないと

いうことがあれば、人口増にはつながらないと

思います。また、事業主が金銭さえ出せば解雇

できるという厳しい制度が国会の中で議論され

ていますが、地域雇用を促進する立場からも反

対であり、この請願については賛成すべきだと

思います」との意見がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成少数をもっ

て不採択とすべきものと決しました。 

  次に、請願第８号「戦争法」に反対する請願

を議題とし、担当書記による請願文書朗読の後、

審査に入りましたが、質疑、意見等もなく、討

論に入りました。 

  討論の内容を申しあげます。 

  委員より「寒河江市のすくすくさがえっこ宣

言など、子供たちを生き生きと生み育て、社会

に出すということに日夜奮闘している中で、そ

うした子供たちを戦場に追いやるようなこと、
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また自衛隊がさらに危険な場所で防衛するため

の必要最小限の範囲を超えて戦争に加担するよ

うなことに結果的になってしまっては大変なこ

とになりますので、この請願には賛成すべきと

思います」との意見がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成少数をもっ

て不採択とすべきものと決しました。 

  以上で、総務産業常任委員会における審査の

経過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第14、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

  確認いたします。遠藤議員、何号について。

（「請願第８号への賛成討論です」の声あり） 

  渡邉議員は何号について。（「請願第５号と請

願第８号のそれぞれ賛成討論です」の声あり） 

  伊藤議員。（「請願第８号への反対討論です」

の声あり） 

  阿部議員。（「請願第５号への反対討論です」

の声あり） 

  それでは、討論に入ります。 

  初めに、請願第５号雇用の安定を求める請願

について、渡邉議員の発言を許します。 

   〔渡邉賢一議員 登壇〕 

○渡邉賢一議員 まず、この労働法制改悪に向け

て反対の請願が出されているわけですが、私は

賛成の立場で討論をさせていただきたいと思い

ます。 

  まず初めに、人口減にストップをかけ、若者

の定住促進、雇用創出や、ひと・まち・しごと

の地方創生へのかけ声とは裏腹に、今政府は成

長戦略の名のもとに働く者の雇用を脅かすよう

な労働者保護ルールの改悪、解雇ルールや労働

時間ルールなどの緩和でありますけれども、こ

れを行おうとしているわけであります。 

  職業を持つ９割が雇用労働者である雇用社会

日本において、働く者の犠牲の上に成長戦略を

描くことなど、決して許されるものではないと

思っています。労働者保護を後退させ、格差社

会をさらに拡大させるという、こうした動きに

ついては断固反対すべきであり、その趣旨がこ

の請願に含まれているというふうに思っていま

す。 

  次に、市民の方々、特に私と同じくらいの親

御さんや、あるいは民間の会社で臨時社員で働

いている方、就活している若者から御意見をい

ただいてきました。 

  まず１つは、正社員である程度の賃金が保障

されないと将来の生活設計は立てられない、結

婚や子供を産み育てるためにはきちんとした正

社員、正職員が前提であって、幾ら婚活イベン

トに来い来いと言われても、それは絶対無理と

いうふうな声であります。 

  ２つ目は、市の直営から指定管理者や独立行

政法人、そうした民営化が進めば、残念ながら

賃金が下がり、休みもなくなる、同じ職種で首

都圏から地元に帰ってきたいんだけれども、そ

うした条件では無理だというふうな声がありま

した。 

  ３つ目、民間企業にはもっと公共事業をふや

すべきだ、専門職の公務職場をもっとふやして

ほしい、市役所の職員をたくさん募集してほし

い、そうした声も出されているわけであります。 

  １番から３番まで、これは全て雇用及び賃金、

労働条件の確保が絶対条件ということでありま

す。 

  さて、６月２日の一般質問で、市長よりこれ

らに関連してバイオマス発電など持続可能な自

然エネルギーの活用による企業誘致、育成、農
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業分野への活用や雇用確保、市の職員の心身の

健康を守るための労働安全衛生活動の充実や適

正な人員配置と年次有給休暇など計画的な取得

促進について前向きな御答弁がありましたが、

これらの法案はこれに逆行するものだというふ

うに思います。 

  さて、それぞれの各論に入るわけですけれど

も、１つ目、いわゆる残業代ゼロで働かせ放題

のホワイトカラー・エグゼンプションの法案で

あります。現在、労働時間に関しては１日８時

間以内、１週間40時間以内、それ以上働かせた

ら残業代を払うという基本的なルールがござい

ます。しかし、今政府は多様で柔軟な働き方の

名のもとに、一定年収以上の労働者をその労働

時間ルールの対象外にする制度を導入しようと

しているわけであります。このホワイトカラ

ー・エグゼンプションと呼ばれる制度が仮に導

入されるとなれば、対象となる労働者は労働時

間に関する基本的かつ最低限のルールの保護さ

え受けられなくなってしまいます。結果として、

ただでさえ問題となっている長時間労働に拍車

がかかる、また過重労働による精神疾患や過労

自殺、過労死などがふえて、健康、安全を害す

る事態を招くことも火を見るより明らかであり

ます。ホワイトカラー・エグゼンプションのよ

うな制度は絶対導入すべきではないというふう

に思いますし、日本では毎年100名を超える方

が過労死で亡くなっている、こうした現実を直

視すれば、残業代ゼロ制度をつくり出すことで

なく、逆に長時間労働を抑制し、過労死ゼロを

実現するための実効ある仕組みこそが必要だと

いうふうに考えています。 

  また、昨年の通常国会において過労死防止に

関する国の責務などを定めた過労死等防止対策

推進法が成立しているわけでありまして、こう

した立法府である国会の意思を政府は重く受け

とめ、過労死防止に向けた長時間労働抑制策こ

そ実現すべきだというふうに思っています。 

  ２つ目の解雇の金銭解決制度についてであり

ます。 

  政府は、不当に首にされた労働者が裁判所に

訴えて、解雇は無効だというふうな判決をかち

取っても、その後会社がお金さえ払えば結局こ

の労働者を首にできるという制度を導入しよう

としているわけであります。こうした解雇の金

銭解決制度が仮に導入されるとすれば、違法な

解雇であっても労働者は職場に戻れないという

ことになりますし、会社にとってはお金さえ払

えば労働者をいつでも解雇できるというふうな

制度になってしまう、会社は裁判で負けるリス

クなどお構いなしに解雇を行うようになってし

まうと、こうしたことがまかり通るような気が

してならないわけであります。 

  そのほか、関連してではありますけれども、

限定正社員の問題であります。請願にはないわ

けですけれども、同様な限定正社員という制度

において勤務場所や仕事の内容を限定して限定

正社員になった場合、正社員なのにいとも簡単

に解雇できるような仕組みも出されております

し、きょうのニュースにもありましたとおり労

働者派遣法の改正法案の中でも派遣期間の制限

を撤廃して、労働者の正社員採用の道がだんだ

ん狭まるような、そうした労働者にとってはま

すます働きにくくなる、一方で事業主が使い捨

て同様なことも可能になっていく法案が議論さ

れているわけです。こうしたことも含めて、私

は反対すべきだと思います。 

  結びとなりますけれども、雇用の確保と働き

やすい職場の拡大こそが若者の定住化や地域活

性化につながって、ひいては「夢集い 人・緑

輝くさくらんぼの都市
ま ち

」をつくることにつなが

っていくというふうに思います。残念ながら労

働法制改悪によって働きにくくなる、働く権利

が阻害されていくことになって、私たちが目指

していくこの施政方針に合致していないという

ことは明らかであります。改悪することに断固
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反対するとともに、請願の趣旨に賛成をするも

のでございます。 

  以上、請願賛成の討論を終わりたいと思いま

す。御清聴ありがとうございました。 

○國井輝明議長 次に、反対討論について阿部議

員の発言を許します。 

   〔阿部 清議員 登壇〕 

○阿部 清議員 私は、このたび議案として提出

されている雇用の安定を求める請願第５号につ

いて、反対の立場から討論をさせていただきま

す。 

  請願内に「労働法制を改悪し、雇用を不安定

化させようとしている」とありますが、変革を

求める多様な働き方を望む若者が多い現代社会

の中でも、労働者派遣法の改正により派遣会社、

派遣先の雇用責任が果たされていないために、

雇用期間が30日以内のいわゆる日雇い派遣の原

則禁止や、派遣会社のマージン率などの派遣料

金が明示され、関係者への情報提供が義務化さ

れました。また、労働者派遣契約の解除の際は、

新たな就職先の確保や休業手当等の支払いに要

する費用負担措置の義務化などを明記し、さら

に法律の名称に派遣労働者の保護、雇用の安定

を目的規定に明記しております。 

  一定の有期雇用の派遣労働者については、本

人の希望により無期雇用への転換推進措置とし

て無期雇用労働者として雇用する機会の提供、

転換を推進するための教育訓練の実施などの措

置をとることが含まれております。また、派遣

労働者の賃金決定には派遣先労働者との均衡待

遇の確保が派遣会社において義務化されました。 

  また、雇用対策にしましても、地域雇用対策

については、地域仕事創造プランの推進として

実践型地域雇用創造事業の拡充により、人口減

少等に伴う雇用課題に対応するため、地域資源

を活用した雇用の機会の創出と必要な人材の育

成・確保を図る取り組み、それから若年者雇用

対策については、正社員実現加速プロジェクト

の推進として総合的かつ体系的な若者雇用対策

の充実に向けた法的整備や、非正規雇用労働者

の正社員転換や処遇改善に取り組む事業者への

支援等の拡充もなされております。 

  また、政府が月内に策定する新たな成長戦略

の中には、所得や生産性向上のため、非正規労

働者の正社員化による女性の活躍にもバックア

ップをしていることなどを含め、派遣労働者の

保護と雇用の安定を図るための法改正でありま

すので、本請願の採択に反対であります。 

  以上です。 

○國井輝明議長 ここでもう一度確認させていた

だきます。 

  遠藤議員、請願８号については反対、賛成。

（「賛成です」の声あり）わかりました。 

  それでは、請願第８号について、初めに賛成

討論について遠藤議員の発言を許します。 

   〔遠藤智与子議員 登壇〕 

○遠藤智与子議員 私は、請願第８号「戦争法」

に反対する請願について賛成の立場で討論いた

します。 

  2015年５月20日の国会党首討論を見て、私は

耳を疑いました。日本共産党志位委員長の「ポ

ツダム宣言に明記されている過去の日本の戦争

は間違った戦争だったという認識はあります

か」という質問に対して、安倍首相は「私はま

だその部分をつまびらかに読んでいないので承

知しておりません。論評は差し控えたい」と述

べたのです。議場が波のようにざわつきました。

「戦後レジームからの脱却」を唱える首相が、

戦後世界の出発点となった宣言すら読んでいな

いと公言したことに、衝撃が広がった瞬間です。 

  今進めようとする集団的自衛権の行使とは、

日本への武力攻撃がなくても米国が世界のどこ

であれ戦争に乗り出した際に、その戦争に自衛

隊を参戦させるものです。「日本の戦争の善悪

の判断もできない総理に、米国の戦争の善悪の

判断ができるはずがない。戦争法案を出す資格
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はありません」とさらに迫った志位委員長の言

葉に、「そのとおり」と共感の声を発したのは

私だけではなく、全国での反響はインターネッ

ト上でも話題の記事、その１位になったほどで

す。 

  戦争法案は新しく制定を目指す一法案、国際

平和支援法案と、現行10法の一括改定案で構成

されています。この法案には３つの大きな問題

があります。１つは後方支援です。これは国際

的には兵たんと呼ばれ、1999年の国会質問で政

府は戦時国際法上軍事攻撃の目標になることを

認めています。米国がアフガニスタン戦争やイ

ラク戦争のような戦争に乗り出した際、自衛隊

がこれまで戦闘地域とされた場所まで行って米

軍などに弾薬補給などの軍事支援、つまり後方

支援をするということは、非戦闘地域に限ると

いうこれまでの歯どめを取り払って、世界のど

こでも自衛隊を派兵できる仕組みにすることで

す。こうなると、自衛隊が相手側から現実に攻

撃され、応戦し、殺し殺される危険が決定的に

高まることは明らかです。 

  ２つは、ＰＫＯ国連平和維持活動法改定案の

問題です。同案は形式上停戦合意があっても実

際には戦乱が続いている地域で自衛隊による治

安維持活動を可能にしていることです。2001年

から14年の間、アフガニスタンに展開した国際

治安支援部隊ＩＳＡＦは、米軍など各国軍で構

成し、治安維持が主任務でしたが、実際には米

軍主導の対テロ掃討作戦と混然一体となり、約

3,500人が戦死いたしました。こんな活動まで

参加すれば、ここでも自衛隊が殺し殺される戦

闘に加わることになりかねません。 

  そして３つには、武力攻撃事態法などを改定

し、日本がどこからも攻撃されていないのに集

団的自衛権を発動して米国の戦争に参戦させよ

うとしていることです。「国連に加盟してから

今日まで、日本政府が米国の武力行使に国際法

上違法な武力行使として反対したことが一度で

もあるか」との志位委員長の質問に、安倍首相

は「反対したことはない」と答弁しています。

こんな政府では、米国が無法な戦争に乗り出し

ても、言われるままに集団的自衛権を発動しか

ねません。 

  小説「小さいおうち」で直木賞を受賞した作

家の中島京子さんは、「今、「平和」や「安全」

ほどひどい扱いを受けている言葉はありません。

戦争をする口実に「積極的平和主義」とか「平

和安全法制」とか、ジョージ・オーウェルの小

説「1984年」の独対体制「ビッグ・ブラザー」

の有名な標語「戦争は平和なり」そっくりで

す」と語っています。今国会に提出された国際

平和支援法案と平和安全法制整備法案の２法案

は、まさしく「平和は戦争なり」と言うべき、

私たち国民の命をないがしろにする憲法違反そ

のものであり、制定を断念すべきと考えます。 

  どうか皆さん、いつの時代でも戦争は起きる

ものだと手をこまねいていることは、私たち議

員の力をみずから否定しているに等しい行為だ

と言わざるを得ません。この請願第８号にこぞ

って賛成していただき、地方から「戦争反対。

若者を戦場に送るな」の声を御一緒に発信して

いこうではありませんか。このことを心から呼

びかけまして、私の賛成討論といたします。あ

りがとうございました。 

○國井輝明議長 次に、反対討論について伊藤議

員の発言を許します。 

   〔伊藤正彦議員 登壇〕 

○伊藤正彦議員 私は、今回の請願第８号「戦争

法」に反対する請願への反対討論をさせていた

だきます。 

  今回提出されております法案につきましては、

自衛のための措置を無制限に認めているという

ものではなく、あくまで外国の武力攻撃によっ

て国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底

から覆されるという急迫不正の事態に対処し、

国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない



 - 111 - 

措置として初めて容認されるものというふうに

言っており、そのことは当然でありまして、他

国に与えられた武力攻撃を阻止することで、そ

の内容とするいわゆる集団的自衛権の行使とい

うものは憲法上許されないというのは当然だと

いうふうに説明をしております。 

  昨今の国際情勢を見てみますと、パワーバラ

ンスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊

兵器などの脅威により、我が国を取り巻く安全

保障環境が根本的に変容し、変化し続けており

ます。これらの状況を踏まえれば、今後他国に

対して発生する武力攻撃であったとしても、そ

の目的、規模、態様等によっては我が国の存立

を脅かすことも現実的に起こり得る世の中にな

っていることも事実です。諸外国の核開発ある

いはミサイル開発を考えてみてもそうです。そ

ういった基本的考えのもとに、今回の法案を政

府は提出しているわけです。 

  今回の請願の内容を見てみますと、まず１つ

はこれまで自国防衛以外の目的に行使できなか

った自衛隊の力を米軍等の求めに応じて自由に

行使できるようにするものというふうにありま

すけれども、今述べました基本的考え方からも

わかるとおり、自国防衛の目的というものを逸

脱するものではありません。他国を防衛するた

めの武力行使、それ自体を認めるものではなく、

あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守る

ため、すなわち我が国を防衛するためのやむを

得ない自衛の措置として一部限定された場合に

おいて他国に対する武力攻撃が発生した場合を

契機とする武力の行使を認めるにとどめるもの

というものです。したがいまして、他国を防衛

するための武力行使ではなく、あくまでも我が

国を防衛するためのやむを得ない必要最小限の

自衛の措置にとどまるものであるとしているわ

けです。また、自衛権行使の新３要件というも

のを明確に示して、しっかりと縛りをかけてい

るわけで、自由に行使できるようにする内容の

ものではなく、戦争を準備するための戦争法案

には当たらないと考えます。 

  ２つ目に、「政府は長年にわたって憲法９条

下において許容されている自衛権の行使は我が

国を防衛するための必要最小限の範囲にとどま

るべきとして、集団的自衛権の行使や他国軍の

武力使用との一体化を憲法違反としてきまし

た」というふうに請願書にありますけれども、

自衛権の行使として我が国を防衛するための必

要最小限の範囲にとどめるために新３要件とい

うものを定めて、しっかりと縛りをかけている

わけです。 

  さきに述べましたように、他国を防衛するた

めの武力行使ではなく、あくまでも我が国を防

衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛

の措置であり、国際法上集団的自衛権の行使と

して認められる他国に対する武力攻撃の排除、

それ自体を目的とするものではなく、政府も憲

法との論理的整合性、法的安定性は保たれてい

る、違憲とは考えていないというように説明し

ております。 

  以上の理由から、私は今回の「戦争法」に反

対する請願への反対討論といたします。 

○國井輝明議長 次に、賛成討論について渡邉議

員の発言を許します。 

   〔渡邉賢一議員 登壇〕 

○渡邉賢一議員 社会民主党市民連合を代表し、

「戦争法」に反対する請願の賛成討論を行って

まいります。 

  まず御報告ですが、けさ朝一番に市の議会事

務局のほうに市の遺族会の会長さんが来られて、

きょうの議会に向けての激励と、平和について

訴えがございましたので、詳細はまた後日御報

告いたしますけれども、御報告をさせていただ

きたいと思います。 

  まず初めに、政府は今国会に国際平和支援法

案と平和安全法制整備法案の２法案、今まさに

国会で議論されているわけですけれども、平和
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と安全というのは全くの名ばかりで、今回の自

衛隊法改正などを含めて10法案を一括したよう

な議案も含めて出されているという、これはま

さに憲法改悪に向けた暴走と言わざるを得ない

というふうに思っています。 

  さて、去る６月５日は旧暦の端午の節句であ

りまして、市役所前には柴橋の渋谷さんの手染

めのこいのぼりが悠々と青空を泳いでおりまし

た。この日、総務産業常任委員会でこの戦争法

に反対する請願を多数決の結果不採択というふ

うになってしまったと。私はこの日、戦争法案

２法案については明確に反対すべきであるとい

う立場ですが、残念ながら戦争法に賛成の方が

多数を占めたということ、しかも常任委員会で

は賛成の意見の理由もなく、聞くこともなく多

数決が行われたということは、非常に憤りを禁

じ得ませんでした。この日の夜は怒りとショッ

クで眠れませんでした。 

  この法案が成立することになれば、日本は戦

後70年間平和憲法のもと自衛隊の隊員一人の戦

争犠牲者も出してこなかった歴史にピリオドを

打つとともに、憲法９条の精神を根本からねじ

曲げ、戦争のできる国へと大転換することにな

ります。具体的には、市民の平和な暮らしを脅

かし、戦争への道を突き進む、すくすく育った

寒河江っ子たちを近い将来戦場に送るというこ

とになるからであります。 

  その理由をさらに述べたいと思います。 

  本市の歴史とこれまでの歩みということであ

れば、本市は戦後40年の節目を前に平和都市宣

言を制定し、1984年当時からこの30年間、さま

ざまな形で平和行政を推進してこられました。

武田市長時代のこの年以降に植樹した桜の丘の

桜もその記念樹的な財産でありまして、平和な

地域社会の象徴、いわばシンボルツリーとして

市民に愛されてきました。昨年、市制60周年の

ツツジの記念植樹も相通ずるものがあると思い

ますけれども、また毎年大みそかに打ち上げら

れる慈恩寺の花火も、全世界の恒久平和の願い

を込めたものであり、平和を愛する市民の心に

響いているわけであります。 

  また、最近では民間の調査機関である地域生

活ガイド．ｃｏｍという会社で調査したところ、

本市は住みたいまちランキング、東北では第３

位、全国でも89位という上位にランクされてい

るくらい注目されているわけであります。こう

した努力を無にすることになるからであります。 

  また、昨年の６月議会で遠藤議員の質問に対

し、佐藤市長が御答弁されておりました。その

中で御紹介していただきましたけれども、私の

地元で、かつ母校でもある西根小学校と県立寒

河江高等学校のこれまでの実績でございます。

まず12年前、西根小学校創立100周年のときは、

息子のＰＴＡ学年委員長でもありまして、地域

の方々と貴重な昔話をお話しされ、これを拝聴

し、戦前戦後の動きも編さん、記録する形で、

多くの方々の御協力によって100周年の記念誌

を発刊することができたというふうに思ってい

ます。 

  また、９年前、県立寒河江高等学校の修学旅

行の訪問地の選択で、研修先が原爆投下の爆心

地広島に決定するときも、ちょうど娘のＰＴＡ

の学年委員長でありましたので、保護者の御意

見をまとめさせていただきました。 

  そうした学校や地域におけるさまざまな取り

組みの積み上げによって、子供たちへ生きた平

和教育が行われてきたと確信しているわけであ

ります。 

  この間、学習指導要綱の道徳教育における愛

国心のみならず、敗戦後に多くの先人たちの犠

牲や血のにじむ苦労により奇跡的に経済発展を

遂げてきたことや、世界の国々と仲よくして、

本市ではさくらんぼを通じてトルコのギレスン

市初め、隣国韓国の安東市など姉妹都市の盟約

締結など、平和友好のきずなが育まれてきたの

だと実感しているわけであります。 
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  戦後70年の節目に戦争法に賛成することは、

私は子や孫に取り返しのつかないことをする大

罪であると思います。むしろ戦争の過ちや悲劇

を二度と繰り返さないため、戦争体験者から史

実をお聞きしながら、小学生や中学生、そして

これから18歳で参政権を得ることになる高校生

向けに丁寧に語り継ぐことがますます重要にな

ってきていると思うのであります。 

  これは90歳を超える大先輩から拝聴したこと

です。突然の空襲により逃げ場を失ったり、近

くの山に防空壕を掘って、命からがら逃げたこ

とや、長岡山が食料確保のために大根畑になっ

たことや、アカマツの松やにをゼロ戦の燃料に

したことなど、後世に語り継ぐことが戦争で命

を落とされた先人への供養でもあるというふう

に思います。さきの大戦の惨禍におけるとうと

い犠牲の上に、日本国民は憲法前文で政府の行

為によって再び戦争の惨禍が起こることのない

ように決意すると宣言しています。そして、憲

法第９条で政府に戦争を起こすことを禁止し、

戦場において誰も死なず、誰も殺さない70年の

歴史をこれまで歩んできたわけであります。今

この憲法の平和主義の原則を変える必要は何も

ないというふうに思っております。 

  また、６月４日の衆議院憲法審査会におきま

して、３人の与野党選出の参考人、憲法学者か

ら全て今回の集団的自衛権の行使容認、武力で

他国を守るというような行為は違憲だと断じた

ことで、まさにこの法案の根幹が揺らいでいる

ことは明らかであります。憲法学者、６月３日

の集会で声明を発表しているわけですけれども、

170人を超える多くの学者、最近では200名を超

えると言われておりますけれども、こうした皆

さんが憲法上多くの問題点をはらむ安保関連法

案を国会は速やかに廃案にするということを求

めているわけであります。 

  さて、先ほど伊藤議員の反対討論の中で、個

別的自衛権と集団的自衛権を曖昧にし、また集

団的自衛権を矮小化して発言されたことについ

ては、私は違うというふうに思っています。さ

らに、自衛隊員がこれまでＰＫＯ活動など海外

派遣されて、５年間で毎年11名、５年間で54名

の自殺者が出ていることもニュースで報道され

ておりまして、そうした面からも本当に生きて

帰ってきてもメンタル面でそうした状況になっ

ているという、そういう厳しいことを私は訴え

たいというふうに思います。 

  議員の皆さん、改めてこの戦争法案の廃案、

そして昨年７月１日の閣議決定及び新日米ガイ

ドラインの撤回こそが寒河江市民の声でありま

す。戦争体験者の叫びでもあります。このこと

を強く訴えさせていただきたいと思います。

「夢集い 人・緑輝くさくらんぼの都市
ま ち

」に全

然そぐわないこの戦争法については廃案にする

この請願に賛成を訴えて、以上で終わりたいと

思います。御清聴ありがとうございました。 

○國井輝明議長 ほかに討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  初めに、議第45号、請願第５号及び請願第８

号を除く議第46号辺地に係る公共的施設の総合

整備計画の一部変更について、議第47号寒河江

市公共下水道寒河江市浄化センターの建設工事

に関する協定の締結について、請願第２号ＴＰ

Ｐ（環太平洋経済連携協定）交渉における国会

決議の厳守を求める請願、請願第３号ＴＰＰ交

渉に関する請願、請願第４号ＴＰＰ交渉に関す

る国会決議の実現に関する請願の５案件を一括

して採決いたします。 

  ただいまの５案件に対する委員長報告は、い

ずれも可決及び採択であります。 

  ５案件は、委員長報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 
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  よって、議第46号、議第47号、請願第２号、

請願第３号及び請願第４号の５案件は原案のと

おり可決及び採択されました。 

  次に、議第45号寒河江市国民健康保険税条例

の一部改正について、起立により採決いたしま

す。 

  本案に対する委員長報告は、可決であります。 

  本案は、委員長報告のとおり決することに賛

成の議員の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  起立多数であります。 

  よって、議第45号は原案のとおり可決されま

した。 

  次に、請願第５号雇用の安定を求める請願に

ついて、起立により採決いたします。 

  本案に対する委員長報告は、不採択でありま

すので、本案は原案について採決いたします。 

  本案は、原案を採択することに賛成の議員の

起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  起立少数であります。 

  よって、請願第５号は不採択とすることに決

しました。 

  次に、請願第８号「戦争法」に反対する請願

について起立により採決いたします。 

  本案に対する委員長報告は、不採択でありま

すので、本案は原案について採決いたします。 

  本案は、原案を採択することに賛成の議員の

起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  起立少数であります。 

  よって、請願第８号は不採択とすることに決

しました。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第15、議第43号平成

27年度寒河江市国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）から日程第19、請願第７号教職員定

数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元

をはかるための2016年度政府予算に係る請願ま

での５案件を一括議題といたします。 

 

厚生文教常任委員会の審査 

の経 過 並 び に 結 果 報 告 

 

○國井輝明議長 日程第20、厚生文教常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  厚生文教常任委員長報告を求めます。遠藤厚

生文教常任委員長。 

   〔遠藤智与子厚生文教常任委員長 登壇〕 

○遠藤智与子厚生文教常任委員長 厚生文教常任

委員会における審査の経過と結果について御報

告申しあげます。 

  本委員会は、６月５日、委員７名出席し、開

会いたしました。 

  付託されました案件は、議第43号、議第44号、

議第48号、請願第６号及び請願第７号の５案件

であります。 

  審査に入る前に、審査の都合上初めに議第48

号の審査を行い、その後に議第43号、議第44号、

請願第６号、請願第７号の順に審査を行うこと

をお諮りし、異議なく了承されました。 

  順を追って、審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第48号平成26年度西村山地区視聴

覚教育協議会会計歳入歳出決算の認定について

を議題とし、当局の説明を求め質疑に入りまし

た。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「西村山地区視聴覚教育協議会はど

のような理由で廃止されたのか」との問いがあ

り、当局より「視聴覚関係の機材等の価格が低

廉化し、比較的安価に手に入るということで、

高価な機材等の共同購入、共同利用という協議

会設立時の役割が終了したものと判断し、廃止

となったものです」との答弁がありました。 
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  委員より「現在、教材は視聴覚教育のために

それぞれの学校や地域で使われているのか」と

の問いがあり、当局より「今年度から寒河江市

に移管していただいた機材等については従来ど

おり西村山管内の団体にお貸ししています」と

の答弁がありました。 

  委員より「その機材を借りるときの費用はか

かるのか」との問いがあり、当局より「貸し出

しについては無料です」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て、原案のとおり認定すべきものと決しました。 

  次に、議第43号平成27年度寒河江市国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）を議題とし、

当局の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「国保会計に1,000万円入ると給付

基金の積立金は幾らになるか」との問いがあり、

当局より「27年度末の給付基金残高は1,209万

8,000円となる見込みです」との答弁がありま

した。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第44号寒河江市国民健康保険条例の

一部改正についてを議題とし、当局の説明を求

め質疑に入りましたが、質疑もなく、討論を終

結し、採決の結果、全会一致をもって原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

  次に、請願第６号年金積立金の安全かつ確実

な運用に関する請願を議題とし、担当書記によ

る請願文書朗読の後、審査に入りました。 

  主な内容を申しあげます。 

  委員より「ＧＰＩＦに対しての運用、基本ポ

ートフォリオの見直しからすれば、リスク性が

高く、今後の年金に責任を持たなくてはならな

いということからすれば、リスク性を高めるこ

とはあってはならず、願意妥当であり、採択す

べき」との意見がありました。 

  委員より「安全性は必要だが、資産をふやせ

るときにふやさないと後で年金の支給が困難に

なる。リスクはとりながらも効率的な運用をす

べきであって、願意は妥当ではない」との意見

がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成少数をもっ

て不採択とすべきものと決しました。 

  次に、請願第７号教職員定数改善と義務教育

費国庫負担制度２分の１復元をはかるための

2016年度政府予算に係る請願を議題とし、担当

書記による請願文書朗読の後、審査に入りまし

た。 

  主な内容を申しあげます。 

  委員より「教育は国の責任に基づいて行われ

るべきだという考え方からすれば、国庫負担を

ふやすのは当然であり、採択すべき」との意見

がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て採択すべきものと決しました。 

  次に、請願第７号が採択すべきものと決しま

したので、担当書記による意見書案の朗読の後、

質疑に入りましたが、御報告する質疑、意見等

もなく、討論を終結し、採決の結果、全会一致

をもって意見書案を一部修正の上、議会案を提

出することに決しました。 

  以上で厚生文教常任委員会における審査の経

過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第21、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 
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  これより採決に入ります。 

  初めに、請願第６号を除く議第43号平成27年

度寒河江市国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）、議第44号寒河江市国民健康保険条例の

一部改正について、議第48号平成26年度西村山

地区視聴覚教育協議会会計歳入歳出決算の認定

について及び請願第７号教職員定数改善と義務

教育費国庫負担制度２分の１復元をはかるため

の2016年度政府予算に係る請願の４案件を一括

して採決いたします。 

  ただいまの４案件に対する委員長報告は、い

ずれも可決、認定及び採択であります。 

  ４案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第43号、議第44号、議第48号及び

請願第７号の４案件は原案のとおり可決、認定

及び採択されました。 

  次に、請願第６号年金積立金の安全かつ確実

な運用に関する請願について、起立により採決

いたします。 

  本案に対する委員長報告は、不採択でありま

すので、本案は原案について採決いたします。 

  本案は、原案を採択することに賛成の議員の

起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  起立少数であります。 

  よって、請願第６号は不採択とすることに決

しました。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 日程第22、議会案第３号ＴＰＰ

交渉に関する意見書の提出について、及び日程

第23、議会案第４号教職員定数改善と義務教育

費国庫負担制度２分の１復元に係る意見書の提

出についてを一括議題といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○國井輝明議長 日程第24、議案説明であります。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第３号

及び議会案第４号については、会議規則第37条

第３項の規定により、議案説明を省略したいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案説明を省略することに決しまし

た。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第25、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  まず、議会案第３号について質疑はありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議会案第４号について質疑はありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて討論を終結いたします。 

  これより、議会案第３号ＴＰＰ交渉に関する

意見書の提出について、及び議会案第４号教職

員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１

復元に係る意見書の提出についてを一括して採

決いたします。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議会案第３号及び議会案第４号は原



 - 117 - 

案のとおり可決されました。 

 

常任委員会及び議会運営 

委員会の閉会中における 

委員会調査申出並びに委 

員派遣承認要求について 

 

○國井輝明議長 次に、日程第26、常任委員会及

び議会運営委員会の閉会中における委員会調査

申出並びに委員派遣承認要求についてでありま

す。 

  このことにつきましては、お手元に配付して

おります文書のとおり各委員長より申し出があ

ります。 

  お諮りいたします。 

  各委員長の申し出のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、各委員長の申し出のとおり決しまし

た。 

 

   閉    会    午後３時１１分 

 

○國井輝明議長 これにて平成27年第２回寒河江

市議会定例会を閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 
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平成２７年６月５日（金曜日）予算特別委員会 

 

○出席委員（１４名） 

   ２番  古  沢  清  志  委員     ３番  佐  藤  耕  治  委員 

   ４番  渡  邉  賢  一  委員     ５番  伊  藤  正  彦  委員 

   ６番  遠  藤  智 与 子  委員     ７番  太  田  芳  彦  委員 

   ８番  石  山     忠  委員     ９番  阿  部     清  委員 

  １１番       登 代 子  委員    １２番  工  藤  吉  雄  委員 

  １３番  柏  倉  信  一  委員    １４番  木  村  寿 太 郎  委員 

  １５番  内  藤     明  委員    １６番  杉  沼  孝  司  委員 

○欠席委員（１名） 

  １０番  沖  津  一  博  委員 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  丹 野 敏 晴  副 市 長 

草 苅 和 男  教 育 長  菅 野 英 行  
総務課長（併）
選挙管理委員会
事 務 局 長 

月 光 龍 弘  政策企画課長  伊 藤 耕 平  
さがえ未来創成
課 長 

宮 川   徹  財 政 課 長  芳 賀 弘 明  建設管理課長 

秋 場 礼 子  商工振興課長  阿 部 藤 彦  健康福祉課長 

佐 藤 浩 之  高齢者支援課長  荒 木 信 行  生涯学習課長 

○事務局職員出席者 

丹 野 敏 幸  事 務 局 長  佐 藤   肇  局 長 補 佐 

山 田 良 一  局 長 補 佐  渡 邊 拓 也  総 務 係 長 
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  予算特別委員会議事日程第１号  第２回定例会 

  平成２７年６月５日（金）    本会議休憩中開議 

 

   開  会 

日程第 １ 寒河江市議会予算特別委員会正副委員長の互選について 

 〃  ２ 議第４２号 平成２７年度寒河江市一般会計補正予算（第１号） 

 〃  ３ 議案説明 

 〃  ４ 質疑 

 〃  ５ 分科会分担付託 

   散  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第１号に同じ 

 

 

 

   開    会     午前９時３９分 

 

○丹野敏幸事務局長 初めての予算特別委員会で

ありますので、委員会条例第10条第２項の規定

により、年長の木村寿太郎委員に臨時委員長を

お願いいたします。 

○木村寿太郎臨時委員長 おはようございます。 

  初めての予算特別委員会でありますので、委

員長が互選されるまでの間、年長の私が委員長

の職務を行います。暫時の間御協力をお願いい

たします。 

  ただいまから予算特別委員会を開会いたしま

す。 

  出席委員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 

寒河江市議会予算特別委員会 

正副委員長の互選について 

 

○木村寿太郎臨時委員長 日程第１、寒河江市議

会予算特別委員会正副委員長の互選についてを

議題といたします。 

  これより委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  委員長の互選については、指名推選によるこ

ととし、私から指名したいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  では、私から委員長には石山 忠委員を指名

いたします。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、委員長には石山 忠委員が当選され

ました。 

  委員長より就任の御挨拶をお願いいたします。 

○石山 忠委員長 おはようございます。 

  予算特別委員長に当選させていただきました

石山と申します。 

  議員各位及び市長初め執行部の皆様方の御協

力を得まして、職責を全うしたいというふうに
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思っていますので、今後ともどうぞよろしくお

願いいたします。 

  それでは、これより副委員長の互選を行いま

す。 

  お諮りいたします。 

  副委員長の互選については、指名推選による

こととし、私から指名したいと思いますが、こ

れに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  それでは、私から副委員長には佐藤耕治委員

を指名いたします。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、副委員長には佐藤耕治委員が当選さ

れました。 

  副委員長より自席にて就任の御挨拶をお願い

いたします。 

○佐藤耕治副委員長 本日、予算特別副委員長を

命ぜられました佐藤耕治です。 

  委員長を補佐し、一生懸命取り組んでまいり

ますので、よろしくお願い申しあげます。 

 

議 案 上 程 

 

○石山 忠委員長 日程第２、議第42号平成27年

度寒河江市一般会計補正予算（第１号）を議題

といたします。 

 

議 案 説 明 

 

○石山 忠委員長 日程第３、議案説明でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  議案説明は本会議において受けておりますの

で、この際省略することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議案説明は省略することに決しまし

た。 

 

質     疑 

 

○石山 忠委員長 日程第４、これより質疑に入

りますが、各委員の所属する分科会の審査案件

に関する質疑は極力控えるとともに、直接予算

にかかわる部分に絞って質疑、答弁とも簡潔明

瞭に行うようにお願いいたします。 

  初めに、議第42号第１表中歳入全部について

質疑はございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第２款及び歳出第３款について質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、歳出第７款から歳出第10款までについ

て質疑はありませんか。内藤委員。 

○内藤 明委員 歳出第７款の関係でお尋ねをし

ます。 

  先ほど本会議でもお尋ねしたんですが、株式

会社マイスターというようなことでのお話がご

ざいました。それで、業務内容についておわか

りになればお知らせいただきたいと思います。 

○石山 忠委員長 秋場商工振興課長。 

○秋場礼子商工振興課長 株式会社マイスターは、

機械加工、金属研削を行っている会社でござい

ます。以上です。 

○石山 忠委員長 ほかに質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、議第42号第２表について質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

 

分科会分担付託 

 

○石山 忠委員長 日程第５、分科会分担付託で
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あります。 

  このことにつきましては、お手元に配付して

おります分科会分担付託案件表のとおりそれぞ

れの分科会に分担付託いたします。 

 

 分科会分担付託案件表  

分  科  会 分担付託案件 

総務産業分科会 

議第４２号第１表中歳入全

部、歳出第２款、歳出第７

款、歳出第８款、第２表 

厚生文教分科会 
議第４２号第１表中歳出第

３款、歳出第１０款 

 

 

   散    会    午前９時４６分 

 

○石山 忠委員長 本日はこれにて散会いたしま

す。 

  御苦労さまでした。 
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平成２７年６月１２日（金曜日）予算特別委員会 

 

○出席委員（１５名） 

   ２番  古  沢  清  志  委員     ３番  佐  藤  耕  治  委員 

   ４番  渡  邉  賢  一  委員     ５番  伊  藤  正  彦  委員 

   ６番  遠  藤  智 与 子  委員     ７番  太  田  芳  彦  委員 

   ８番  石  山     忠  委員     ９番  阿  部     清  委員 

  １０番  沖  津  一  博  委員    １１番       登 代 子  委員 

  １２番  工  藤  吉  雄  委員    １３番  柏  倉  信  一  委員 

  １４番  木  村  寿 太 郎  委員    １５番  内  藤     明  委員 

  １６番  杉  沼  孝  司  委員 

○欠席委員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  丹 野 敏 晴  副 市 長 

草 苅 和 男  教 育 長  菅 野 英 行  
総務課長（併）
選挙管理委員会
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   予算特別委員会議事日程第２号  第２回定例会 

   平成２７年６月１２日（金）   午後１時３０分開議 

 

   再  開 

日程第 １ 議第４２号 平成２７年度寒河江市一般会計予算補正予算（第１号） 

 〃  ２ 分科会審査の経過並びに結果報告 

      （１）総務産業分科会委員長報告 

      （２）厚生文教分科会委員長報告 

 〃  ３ 質疑・討論・採決 

   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第２号に同じ 

 

 

 

   再    開     午後１時３０分 

 

○石山 忠委員長 御苦労さまです。 

  ただいまから予算特別委員会を再開いたしま

す。 

  出席委員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

 

議 案 上 程 

 

○石山 忠委員長 日程第１、議第42号平成27年

度寒河江市一般会計補正予算（第１号）を議題

といたします。 

 

分科会審査の経過並びに結果報告 

 

○石山 忠委員長 日程第２、分科会審査の経過

並びに結果報告であります。 

 

 

総務産業分科会委員長報告 

 

○石山 忠委員長 初めに、総務産業分科会委員

長報告を求めます。太田総務産業分科会委員長。 

  〔太田芳彦総務産業分科会委員長 登壇〕 

○太田芳彦総務産業分科会委員長 総務産業分科

会における審査の経過と結果について御報告申

しあげます。 

  本分科会は６月５日、委員全員出席し開会い

たしました。 

  分担付託されました案件は、議第42号平成27

年度寒河江市一般会計補正予算（第１号）第１

表中歳入全部、歳出第２款、歳出第７款、歳出

第８款及び第２表であります。 

  それでは、順を追って審査の内容を申しあげ

ます。 

  初めに、第１表中歳入全部を議題とし、当局

の説明を求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「公民館助成の宝くじの件ですが、

過去には助成になるまで最低でも４年かかると
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のことでしたが、ここに来て島公民館、曙町公

民館と続けて助成を受けており、市内で公民館

を新しくしようという地域はどれくらいあるの

か伺いたい」との問いがあり、当局より「本市

で宝くじによるコミュニティー助成事業の対象

となったのが23年度に高松公民館、24年度に島

公民館、今回曙町公民館ということになりまし

たが、その他に希望されているのが箕輪地区と

栄町と伺っております」との答弁がありました。 

  委員より「社会資本整備総合交付金は、財政

的に豊かになると少なくなるのが通例でしょう

が、本年度予定している金額は何％ぐらいなの

かお聞きしたい」との問いがあり、当局より

「当初予定では事業費の４割で、1,920万円ぐ

らいの予算を想定していましたが、資本整備総

合交付金というのは基本的に枠で来るような形

で、その中で本市で計画している事業に割り振

るというところがありますので、今回はそのう

ち1,220万円相当を中央工業団地の１号公園の

ほうに割り振ることで予算化したところです。

実際の補助率は40％ほどでございます」との答

弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、歳出第２款を議題とし、当局の説明を

求め質疑に入りましたが、質疑もなく、採決の

結果、全会一致をもって原案を了とすべきもの

と決しました。 

  次に、歳出第７款を議題とし、当局の説明を

求め質疑に入りましたが、質疑もなく、採決の

結果、全会一致をもって原案を了とすべきもの

と決しました。 

  次に、歳出第８款を議題とし、当局の説明を

求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「土木管理費で曙町公民館の敷地へ

の通路の整備という説明でしたが、地権者が反

対をしていると伺っておりますが、そういった

ところの同意は取りつけたのかお尋ねしたい」

との問いがあり、当局より「以前そういった話

もありましたが、町会長さんを通して全員の同

意を得られたということで、今回公民館の建築

に合わせて通路も舗装して整備することにして

います」との答弁がありました。 

  委員より「公園費の中で、公園整備された後

の施設管理がどういう形になるのか伺いたい」

との問いがあり、当局より「中央工業団地内の

協議会がありまして、そこの団体の方から管理

をしていただくことで管理の同意を事前に得ま

して整備を行ったところでございます」との答

弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、議第42号第２表を議題とし、当局の説

明を求め質疑に入りましたが、質疑もなく、採

決の結果、全会一致をもって原案を了とすべき

ものと決しました。 

  以上で総務産業分科会における審査の経過と

結果について御報告を終わります。 

 

厚生文教分科会委員長報告 

 

○石山 忠委員長 次に、厚生文教分科会委員長

報告を求めます。遠藤厚生文教分科会委員長。 

   〔遠藤智与子厚生分科会委員長 登壇〕 

○遠藤智与子厚生文教分科会委員長 厚生文教分

科会における審査の経過と結果について御報告

を申しあげます。 

  本分科会は６月５日、委員７名出席し開会い

たしました。 

  分担付託されました案件は、議第42号平成27

年度寒河江市一般会計補正予算（第１号）第１

表中歳出第３款及び歳出第10款であります。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、第１表中歳出第３款を議題とし、当

局の説明を求め質疑に入りました。 
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  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「ペレットボイラーはどのように使

われているのか」との問いがあり、当局より

「冬は暖房として使い、通常は温泉を温めるた

めに使っています」との答弁がありました。 

  委員より「ペレットボイラーを囲む柵は、ど

ういう形の工事になるか」との問いがあり、当

局より「金網のフェンスを取りつける工事にな

ります」との答弁がありました。 

  委員より「国民健康保険特別会計への繰出金

の関係だが、基金積立金の今の基準はどれくら

いあればいいのか」との問いがあり、当局より

「保険給付費等の１割で３億円ちょっとになり

ます」との答弁がありました。 

  委員より「基金が1,200万円ぐらいでは厳し

い状況ではないか。今後繰り出す予定はないの

か」との問いがあり、当局より「今後は税収の

確保、医療費の適正化に努め、幅広くいろいろ

な方法を検討し、あらゆる手段を講じて国保の

安定運営に努めていきたい」との答弁がありま

した。 

  委員より「ジェネリック医薬品の使用は被保

険者に通知するだけでなく、医療機関に対して

お願いするということはできないか」との問い

があり、当局より「市内の医療機関だけでなく、

国保連合会を通じ、医師会等へ広域的に働きか

けていく方向で検討していきたい」との答弁が

ありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案を了とすべきものと決しました。 

  次に、歳出第10款を議題とし、当局の説明を

求め質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「公民館整備事業の宝くじ助成は、

どのようになっているのか」との問いがあり、

当局より「市から県を通し自治総合センターの

ほうに申請することになります。27年度の助成

の実績は山形県内では３カ所と聞いており、そ

の１カ所に寒河江市の曙町町内会が入ったとい

うことです」との答弁がありました。 

  委員より「曙町のコミュニティーセンターの

規模と総事業費は幾らになるか」との問いがあ

り、当局より「面積が平屋建てで、155.57平方

メートル、事業費としてはおよそ3,150万円で

す」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、全会一致をもっ

て原案を了とすべきものと決しました。 

  以上で厚生文教分科会における審査の経過と

結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○石山 忠委員長 日程第３、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  初めに、総務産業分科会委員長報告に対する

質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  次に、厚生文教分科会委員長報告に対する質

疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論はありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議第42号平成27年度寒河江市一般会

計補正予算（第１号）を採決いたします。 

  本案に対する各分科会委員長報告は、いずれ

も原案を了とするものであります。 

  本案は原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第42号は原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 
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   閉    会    午後１時４２分 

 

○石山 忠委員長 以上をもって予算特別委員会

を閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

 

 以上会議の結果を記載し、相違ないことを証す

るために署名する。 

 

予算特別委員会臨時委員長  木 村 寿太郎 

 

予算特別委員会委員長  石 山   忠 
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